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午前10時00分 開議 

○議長（加賀 博君） 

 御案内の定刻になりました。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから継続会を開会いたします。 

 本日、追加議案が提出されましたため、開会前に議会運営委員会が開催されていますので、

議会運営委員長より報告をしていただきます。 

○議会運営委員長（太田芳郎君） 

 議会運営委員会の報告をさせていただきます。 

 本日、開会前に追加議案として発議第１号が提出されましたので、議会運営委員会を開催し、

御協議をいただきました結果、本日御審議願うことに決定をいたしましたので、よろしくお願

いをいたします。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（加賀 博君） 

 ただいま議会運営委員長から報告がありました議案を追加いたしました。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第１・発議第１号（提案説明・質疑・討論・採決） 

○議長（加賀 博君） 

 日程第１・発議第１号：愛西市議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由及びその内容の説明を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（太田芳郎君） 

 発議第１号：愛西市議会会議規則の一部改正について、愛西市議会議長 加賀博殿。本日提

出の議会運営委員長名でございます。 

 愛西市議会会議規則（平成17年愛西市議会規則第１号）の一部改正を愛西市議会会議規則第

13条第２項の規定により提出するものであります。 

 はねていただきまして、愛西市議会規則第１号 愛西市議会会議規則の一部を改正する規則。 

 愛西市議会会議規則（平成17年愛西市議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第７章第157条第１項中「法第100条第12項」を「法第100条第13項」に改めるものでありま

す。 

 提案理由といたしまして、これは地方自治法の改正によりまして項ずれが生じたものであり

まして、この規則は公布の日から施行するものであります。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（加賀 博君） 

 次に、発議第１号について質疑を行います。 

 質疑のある方はどうぞ。 
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〔発言する者なし〕 

 質疑もございませんので、これにて質疑を終結いたします。 

 発議第１号につきましては、会議規則第36条第３項の規定により、委員会への付託を省略し

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、発議第１号につきましては、委員会への付託を省略するこ

とに決定いたしました。 

 次に、発議第１号について討論を行います。 

 まず、反対討論の発言を許します。 

 御意見のある方はどうぞ。 

〔発言する者なし〕 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

 御意見のある方はどうぞ。 

〔発言する者なし〕 

 賛成討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 次に、発議第１号を採決いたします。 

 発議第１号を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 全員起立であります。よって、発議第１号は原案のとおり可決決定といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第２・議案第35号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第２・議案第35号：株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に

関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とし、質疑を行い

ます。 

 質疑のある方はどうぞ。 

〔挙手する者あり〕 

 ８番・田中秀彦議員。 

○８番（田中秀彦君） 

 株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う改正ということでございますが、これは私の聞い

た範囲でございますと、国民金融公庫とか中小企業金融公庫、その他関連公庫が統合されて株

式会社日本政策金融公庫ということに一本化されたということでございますが、これはいつか

ら施行されるわけでございますか。まず１点。 

○総務部長（水谷洋治君） 
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 ことしの10月１日からの施行ということでございます。 

○８番（田中秀彦君） 

 これは、過去の政府機関の何か五つか四つか知りませんが統合されたと聞いておりますが、

その公庫の名前をお知らせください。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 この関係につきましては、政策金融改革によりまして、国民生活金融公庫、農林漁業金融公

庫、中小企業金融公庫と、あと国際協力銀行が解散されまして、新たな政策金融機関として株

式会社日本政策金融公庫が設立されたことでございます。以上です。 

○８番（田中秀彦君） 

 この株式会社といいますと、当然株主その他がおるわけだと思いますが、それから利益が出

た場合には納税義務が発生するということになると思うんですが、その点と、それからこれに

移行することによって、本市にどういうような影響があるのかどうか、一遍お尋ねしたいと思

いますが。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 本市の影響というんですか、私どもとしてはこういうような読みかえがされて、このような

ことで統一がされていくということでございまして、利益が生じた場合のことを御質問されて

おりますけれど、これは先ほども言いましたように、国の金融改革の一環でこういうようなこ

とがなされてきているということで理解しておりますので、その点で御理解がいただきたいと

存じます。 

○議長（加賀 博君） 

 他にございませんか。 

〔発言する者なし〕 

 他に質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第３・議案第36号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第３・議案第36号：愛西市公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正に

ついてを議題とし、質疑を行います。 

 通告に従い、発言を許可いたします。 

 最初に、24番・加藤敏彦議員、どうぞ。 

○２４番（加藤敏彦君） 

 公益法人への派遣ということですが、条例の一部改正ですけれども、具体的に愛西市で公益

法人に派遣をされている該当者はいるのか。 

 また、愛西市全体として派遣の状況はどうなのか、お尋ねをいたします。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 この関係でございますけれど、市職員が派遣できる団体といたしましては、この条例の第２
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条第１項の規定で定めております社会福祉法人愛西市社会福祉協議会と、あと財団法人愛知県

市町村振興協会となっておりまして、本市からにおきましては、平成19年度と20年度の２年間

の予定で、現在１人を財団法人の愛知県市町村振興協会へ派遣をいたしております。この派遣

につきましては、市長会に属する市職員から４人と、町村会に属します町村職員から２人で、

県内市町村の研修を行うために協会に派遣をいたしまして、研修センターで勤務をしておると

ころでございます。以上です。 

○議長（加賀 博君） 

 次に、10番・真野和久議員、どうぞ。 

○１０番（真野和久君） 

 それでは、今とりあえず２ヵ所について派遣ができるということで答弁がありましたが、い

わゆる市町村振興協会については職員の研修目的での派遣というふうに理解してよろしいです

か。 

 もう一つ、社会福祉協議会への派遣があるということですが、現実的に旧４町村時代には社

会福祉協議会へ事務局長等派遣をしていたということがあると思いますけれども、愛西市の現

在の状況の中では、先ほどの答弁でも派遣ということは出されていないと思うんですが、今後、

社会福祉協議会への派遣の問題や、あるいはこの２ヵ所以外への職員の派遣、例えば愛知県と

か、そうしたところへの派遣等を含めて、どんな場合にそういったものが必要となってくるの

かという基準等がもしあれば、その点も含めて答弁をお願いします。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 今議員申されていますように、旧町村時代におきましては、例えば社会福祉協議会とか土地

改良課というところもあったというふうに理解しておりまして、今回、この制度の職員の派遣

に当たりましては、その業務の全部とか、また一部が市の事務、または事業と密接な関連を有

するものでありまして、なおかつ市がその施策の推進を図るために人的援助を行うことが必要

であるものについては、条例で定める団体において派遣することになっておりまして、したが

いまして、今現在の条例といたしましては、振興協会と社会福祉協議会でございますけれど、

この条例を一部改正することによって、一部改正が認められれば、今言いました社会福祉法人

とか商工会、土地改良等への派遣は可能ということで理解をいたしております。いずれにして

も、現在は二つの法人ではございますが、改正することによって生まれてくるものと理解いた

しております。以上です。 

○１０番（真野和久君） 

 今答弁の中で、今回のいわゆる公益法人から公益的法人という形になった場合に、新たに商

工会や社会福祉協議会に派遣できるようになるという話がございました。一応その規定として

は、今答弁で、いわゆる業務の一部、あるいは全部が市と密接にかかわるという場合、そうい

うところにしか派遣できないのは当然だと思いますが、具体的にどういう場合に、例えば社会

福祉協議会であれば事務局長という形で、全体を統括するような立場で派遣をしていたわけで

すよね。そうしたことがあったわけですけれども、今後、そういったことが本当に必要となっ
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てくるのかどうかとか、あるいは具体的にどんな場合に、例えば土地改良、あるいは商工会等

に派遣をするということが考えられるのかについてはどうでしょうか。 

○副市長（山田信行君） 

 現在のところでは、そういった団体からの要請とかそういったものはございませんので、将

来に向けてこの派遣の運用とか取り扱いの関係につきましては、もう少し細部を煮詰めていき

たいと、そのように考えているところでございます。 

○１０番（真野和久君） 

 具体的になっていないということで、将来に向けてという話でありましたが、先ほど要請が

あればという話でしたが、そうした要請がある可能性はあるんですかね。あまり団体とか社会

福祉協議会、それぐらいしか僕知らないものですから、そういう場合だと事務局長というのは

統括するべき立場への要請ですよね。そうしたことがあった場合に、その団体の独自性の問題

とか、いわゆる負担の問題等を含めて、どういうふうになっていくのかというのはやはり疑問

というか、明確にならないとまずいと思うんですが、そうした点はどうでしょうか。 

○副市長（山田信行君） 

 御指摘のありました社会福祉協議会だとかシルバー人材センター、そういったところには旧

町村時代の職員ＯＢが既に正職員として張りついておりますので、今のところ、そういった団

体につきましても十分自主運営、独立した運営がなされておりますので、将来にわたっても、

当分の間はこういったところはないものと考えております。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

 ないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第４・議案第37号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第４・議案第37号：愛西市市江地区コミュニティセンターの設置及び管理に関す

る条例等の一部改正についてを議題とし、質疑を行います。 

 通告に従い、発言を許可いたします。 

 最初に、21番・永井千年議員、どうぞ。 

○２１番（永井千年君） 

 10の施設についての条例でありますが、集団的、または常習的に暴力的不法行為を行うおそ

れがある組織の利益になると認めるときと、この判断材料がどのように行われるのかと。警察

の情報提供に一方的に頼るのか、それとも自主的に判断するのかというところが本条例の運用

では問われてくるだろうと思いますが、例えば警察庁の文書によりますと、この準構成員の場

合については、構成員であることが明確に認定できる場合と異なり、暴力団との関係の対応、

程度などがさまざまであることから、漫然と準構成員であるといった情報提供をしないと。構
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成員とほぼ同視し得ると確実に言えるか否かを個別に判断すると言っているんですね。つまり、

これは私自身も経験があるんですけれど、結局暴力団員というのは、暴力団がこれが構成員で

あるといって警察に提供するというのが暴力団員であって、それ以外はすべて準構成員と言っ

ているけれども、実際に例えば経済活動を担っているのは企業舎弟とも言われる準構成員が多

いと思うんですね。また、そういったところが今回のような利益を目的とした会場使用という

ことにつながってくると思います。したがって、この条例の運用については、警察だよりで警

察に聞くということだけでは、実際には構成員かどうかわからないような形のものが多いと考

えられますので、市として独自の判断基準というものを、このように条例に入れる以上は、持

たなければならないのではないかと。そういう判断基準をきちっと定めていくという考え方は

あるのかどうか、御答弁いただきたいと思います。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 この関係で、今議員が申されております見きわめの関係でございますけれど、今言われてい

ますように、服装とか態度、また見た目での判断というのは大変危険であるし、またできるも

のではないと思っております。申請時におきます聞き取りとか、団体名、あと住所・氏名、総

合的に判断しなければならないということは考えておりますけれど、暴力団に関します情報等

は全く持ち合わせていないというのが現状でございまして、警察と連携を密にして確認してい

くことになろうかと思っていますけれど、いずれにいたしましても初めての方の申請とか、ま

た団体、いかがわしい団体の申請書類におきましては、地域相談員にも相談をしながら、時に

は警察にも御協力いただかなければ対処ができないということも書いておりますし、またある

ところによりますと、直ちに判断ができない場合においては、仮受け付けをして審査してから

でもいいよということも聞いておりますし、また施設にあくまでそういうようなことを防止す

るというようなチラシも必要ではないかというようなことで、総体的なこととしては今のとこ

ろ考えておるところでございます。以上です。 

○２１番（永井千年君） 

 私も暴力団にそんなに詳しいわけじゃありませんが、かつて産廃の運動をやったときに、暴

力団かどうかというのを直接警察に何度か尋ねたことがありますけど、構成員であるというこ

とが明確な場合は除いて、それ以外は一切言わないと。個人で聞いた場合にね。警察と市役所

との関係でいえば、そういうグレーゾーン、準構成員の部分、暴力団本体とのつながりについ

て、適切な情報を得られるというふうな見通しはあるんでしょうか。 

 これは、先ほど僕が読み上げました警察の文書によると、その辺もなかなか難しいなあとい

う気がするんですけれど、その辺は、これ一斉にいろいろと制定されている条例だと思います

ので、当然説明も受けてみえると思いますが、その辺どうなんでしょうか。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 この関係につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれど、県の警察ＯＢの方にも

現在お務めをいただいております。その方におきましては、長年暴対局でのお勤めでございま

して、そういうような知識も十分お持ちでございますし、また今回、私どもの担当者会におき
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まして、こういうような、例えば東京のホテルとかそういうようなところで暴力団を排除する

ためということで防止しているがために、やがてはこういう私どもの使用料等の低コストのと

ころへも流れてくるんじゃなかろうかとかというようなことで、今回、このような防止的な項

目を入れなさいという指導もあったわけでございます。 

 そういうような中で、私どもとしては、今議員が言ってくださったように、情報というのは

全くないわけですね。そういうような中で、皆の力をいただきながら、今言いましたように、

ちょっと危ういなと思うような場合は仮受け付けをして、慎重に対処していくと。ただ、こう

いうことをやったことによって、半分お守り的な存在というのも踏まえまして、先ほども申し

たように、指導の方でも暴力団排除をするんだという張り紙もということも受けておりますの

で、そういうような中で慎重に対処していきたいと、このように考えておる次第でございます。

よろしくお願いします。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

 ないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第５・議案第38号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第５・議案第38号：愛西市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部

改正についてを議題とし、質疑を行います。 

 通告に従い、発言を許可いたします。 

 10番・真野和久議員、どうぞ。 

○１０番（真野和久君） 

 それでは、通告に従って質問します。 

 今回、法改正によって民法からの適用が削除ということになりました。現在、愛西市の中で

も幾つかの地縁団体があると思うんですけれども、その数とかの状況と、それからもう一つ、

この法改正によってどんな影響があるのかについて説明をお願いします。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 まず最初に、私の方からは愛西市の地縁団体の数について述べさせていただきたいと思いま

す。 

 現在、愛西市内におきましては、54の地縁団体があるわけでございます。その中で、地区別

に申し上げますが、佐屋地区におきましては13団体、そのうち合併後におきまして２団体が設

立されておりまして、現在13団体ございます。立田地区におきましては、全体で16でございま

すが、合併後におきましては３団体がなっておりまして、合わせて16でございます。八開地区

におきましては７団体、あと佐織地区におきましては18団体ということで、54団体ある中で、

合併後には５団体というようなことでございます。 
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 私の方からは、そういうふうなことでお願いいたします。 

○市民生活・保健部長（加藤久夫君） 

 この法によりまして影響と言われますが、この印鑑登録につきましては認可地縁団体が法人

格を得まして、不動産等の取得をするために印鑑登録を行うものでございますので、この法の

改正によりまして何ら影響はないと、このように理解をしております。 

○１０番（真野和久君） 

 ただいま54団体ということですが、地縁団体というとぱっと浮かぶのは、これまで議会の中

でもいろいろ提案されたのは、いわゆる共有地ですね。これまで戦後、地方自治体にある意味

預ける形になっていたものを、法改正によって自分たちが持てるようになったのでという形で

返還をするというようなところでの、例えば公民館とかそういったものを共有しているという

ことしかちょっと思い浮かばないんですけれども、そういった公民館を共有するような町内会

的な存在以外にも何かあるんですかね。そうしたものについてちょっと説明していただけると

いいんですが。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 この関係につきましては、今議員が申されたように、公民館とか、また従来からその町内が

お持ちになってみえた不動産、例えば各町内単位でいきますと、通常で言う火葬場とか、地区

によっては水路敷とか、一部不動産をお持ちになってみえるところもございます。そういうよ

うなところにおきましては、現在はそういう共有者の方のお名前になっていたのが、今後、先

のことはわからないということで、またこういう地縁団体ができまして、そういう所有権の保

有の方向で指導をしてきた経緯がございますけれど、公民館以外におきましては、あとその町

内がお持ちの不動産とか水路とか、そういうようなところが一般的なものということで私ども

は理解をいたしております。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑はございませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 ８番・田中秀彦議員。 

○８番（田中秀彦君） 

 ちょっと地縁団体の具体的なことでお聞きしたいんですが、当然組成しますときに定款とか、

それから法務局へ代表者を登録して登記をいたしますね。それで、当然これは普通我々の方で

すと自治会というのが組成されておりまして、そこの中の代表者が一番最初に法務局へ登記さ

れておるわけですね。当然自治会長は２年に１遍とか１年に１遍とか、かわっていくわけなん

ですが、前にお聞きしたところによりますと、別に法務局の登記の代表者はかえなくても、仮

代表者といいますか、そういうことでいいんだというようなことで、ここに書いてありますよ

うに、要するに一々代表者がかわったから登記をしなくてもいいということで理解してよろし

いわけですか。 

○総務部長（水谷洋治君） 
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 この登記の関係につきましては、法務局ではございません。これは市町村役場でございまし

て、愛西市の場合は総務課の方でやっておりまして、ただ印鑑登録におきましては市民課の方

で対応となっております。 

 また、代表者がかわってそのままでいいかというお話でございますけど、私どもといたしま

しては、代表者がかわられれば速やかにその時点で代表者の変更願を出していただきたいとい

うようなことは、行政指導としてやっておるところでございます。以上です。 

○８番（田中秀彦君） 

 失礼しました。地縁団体は法務局に登記は必要なかったです。市の方へ届け出ていいという

ことなんですが、代表者は当然年々自治会長がかわっていくと。そうした場合に、代表者が地

縁団体の長になっておるというやり方が一般的、我々の方ですとそういうふうになっておるわ

けですね。そうしますと、当然自治会長がかわった場合には代表者がかわるということなんで

すが、そういう場合には普通でいけば届け出をしなさいという指導をしておるということです

か。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 これまで、つい最近というか、されたところにおきましては、私どもお願いしておるわけな

んですが、過去に大分、10年来からおやりになってみえるところにおきましては、当然自治会

の申し合わせ事項で、今回私からあなたにかわるんだから、役所の方へ変更願を出してくださ

いよという自治会同士の申し合わせのもとに、私の方が仮に連絡しなくても出てくる体制にな

っておりますが、それだけではいけませんので、平等性を保つためにも、かわった場合は変更

届を出してくださいということでやっております。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第６・議案第39号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第６・議案第39号：愛西市八開総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の

一部改正についてを議題とし、質疑を行います。 

 通告に従い、発言を許可いたします。 

 ５番・吉川三津子議員、どうぞ。 

○５番（吉川三津子君） 

 議案第39号の件につきまして質問させていただきます。 

 八開、立田の保健センターで乳幼児健診等がなくなったことに対しては、かなりたくさんの

方から批判の声が届いているわけなんですけれども、やはりきちんとあそこがなぜそういった

健診がされなくなったかということは、もう少ししっかりと説明責任を果たさなければいけな



－５０－ 

いのではないかというふうに私は考えております。 

 そこで、40号の立田の保健センターの件にもかかわることなんですけれども、合併前、そし

て合併後、そしてこの指定管理者制度導入によって今後の運営がどう変わっていくのか、それ

について１点お伺いしたいと思います。 

 それからもう１点につきましては、指定管理者制度を導入するに当たって、何らかのメリッ

トがなければする必要がないわけなんですけれども、デメリットもあると思いますが、どのよ

うなメリット・デメリットを考えてこの指定管理者制度導入の判断をされたのか、その点につ

いてお伺いをしたいと思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 八開の総合福祉センター、並びに立田の保健センターの運営がどう変わるかということでご

ざいますが、現在、八開の総合福祉センターにつきましては、第２わかば園並びに社会福祉協

議会の八開の支所が利用しておるところでございまして、かぎのあけ閉めなど、日常の管理に

つきましては社会福祉協議会八開支所の職員が行っておりますが、維持管理契約、あるいは保

守点検の立ち会い、それから支払い事務等につきましては社会福祉課の職員が行っているとこ

ろでございます。 

 また、立田の保健センターにつきましては、第１わかば園並びに本年の４月から社会福祉課

の方で委託をしております障害者地域生活支援センター、こちらの立田の社会福祉会館の一室

を借りて事業を運営しておったわけですけれども、いろいろ相談者等が多いこともかんがみま

して、この４月から立田の保健センターの方へ移ったわけでございまして、日常の管理等につ

きましてわかば園の職員、一部シルバーにお願いしておる部分もありますが、基本的にはわか

ば園の職員が行っておるところでございまして、維持管理契約並びに保守点検の立ち会い、支

払い事務等につきましては社会福祉課の職員が行っていると。両者がお互いに協力しながらや

っているというのが現状でございまして、今後、指定管理を導入した暁には、すべてのことに

つきまして指定管理者の方でやっていただくということになろうかと思います。 

 メリットでございますが、八開の総合福祉センターの関係ですけれども、社会福祉協議会、

それぞれの支所等も置きまして事務を進めておるわけですけれども、できましたらこちらの方

に本部の事務局だけでも統合していきたいと、そんなような考えを持っているところでござい

ます。 

 そして、２階の会議室等につきましては、現在、一部の社会福祉協議会の団体等が利用して

おりますが、利用が非常に少ないということもありまして、こちらの方も社会福祉協議会の各

種団体、あるいはボランティアグループなんかの活動に活用していただければ、施設の有効利

用につながるのではないかというふうに思っておりますし、市としても管理の人件費が削減で

きるのではないかというふうに考えております。 

 それから立田の保健センターでございますが、先ほど申し上げましたように、市の委託事業

であります障害者地域生活支援センターが入っておりますが、現在、月曜日から金曜日という

ような開館日でございます。障害者の就業を円滑にするためには、やはり土曜日ですとか祝日
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ですとか、そういった土・日も勤務するような場所等にも就業している障害者の方もあります

ので、相談日の幅を広げるというような意味で、土・日とか祝日なんかも開館をしていけたら

というようなことを思っておりまして、利用者の就労支援の向上等に努めるためにも、市の管

理からこの事業を委託している法人等に管理を委託した方が効果的ではないかというようなこ

とを考えて、今回の提案とさせていただいております。よろしくお願いいたします。 

○５番（吉川三津子君） 

 そうすると、この指定管理者制度導入は公募はせずに、今の団体にそのまま指定管理者をお

願いするという形ではないかというふうに理解したんですけど、その辺はそれでよろしいです

か。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 一応公募が原則ということは承知をしておりますが、事業の運営等の継続性等も考えまして、

議員おっしゃるような形で進めていけたらと思っております。 

○５番（吉川三津子君） 

 今、私もこの民の活力を使った民間委託に反対の立場ではないんですけれども、常々申し上

げているのは、ＮＰＯとかいろんな団体を、社会福祉協議会にお任せするのではなくて、市が

直接そういった団体と関係を持ちながら、そういった方々の考えを行政運営に生かしていく必

要があるのではないかという考えを持っているんですね。ですから、今のお話ですと、この各

種団体の活動の場とか、そういったところが社会福祉協議会にお任せの形に今もなっているん

ですけれども、市との連携とかそういったところへのかかわりが大変薄いと思うんです。その

辺について、ＮＰＯとかそういう団体については総務の管轄になったかと思うんですけれども、

ここにそういった拠点を設けられるとなると、市本体の方とどのような連携をとっていかれる

のか、その点についてお伺いをしたいと思います。 

○副市長（山田信行君） 

 お話のありましたように、私ども指定管理は施設、建物の管理をそういった団体に委託する

ものでありまして、またそこを利用しておる各種団体の方々の育成という面では、それぞれの

私ども市の持っている社会教育課であるとか、それぞれの分野ででも育成を図っていきたいと、

そういったことを考えております。そういった意味とは違いますでしょうか。 

○５番（吉川三津子君） 

 ただいまの答弁によると、社会福祉協議会がお世話をされているボランティア協議会が使う

のではなくて、市が、直接そういったところにかかわっていなくても関与しながら、そういっ

た施設等の活用をしていくということでよろしいでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 私が先ほど申し上げましたのは、例えば一つの例をとりますと、手話講座なんかをやろうと

思いましたときに、現在は公民館などを借りて開設しておるわけですけれども、そういうこと

になりますとほかのグループ等との競合ですとか、公民館の時間制限等があったりして、思う

ように予定が組めないとか、そういった話を聞くわけでございまして、そういうことが、例え
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ば今回、八開の総合福祉センター等を指定管理で管理するということになりますと、２階の会

議室等、そういった講座の開設の場所として使うことによりまして、自由にそれぞれの講座の

やりやすいような形で運営できていくんではないかと、そういうような意味でございます。 

 それと、ボランティアグループの方等につきましても、自由にというわけにはいかんかもし

れんですけれども、ある程度公民館とかそういうところを使うことよりも、ある程度使い勝手

がよくなるんではないかなというような思いでございます。よろしくお願いいたします。 

○５番（吉川三津子君） 

 そうなると、協議会に加盟していなくてもそういった施設を使えるということで、貸し館業

務という判断でよいかと思うんですが、そうでないならばまた御答弁いただきたいんですけれ

ども、あとこの指定管理者の委託の調査が全国でされているわけなんですけれども、大体全体

の３割が財団とか社団法人、それから２番目にコミュニティセンターなどで自治会とか町内会

が受けているケースが多くて、３番目に社会福祉協議会、そして４番目に株式会社なんですけ

れども、ほとんどが自治体のお金が入った、自治体とも密接な株式会社が受けているケースが

多くて、純粋な株式会社が指定管理者を受けているケースというのは全体の８％ぐらいにすぎ

ないということなんですけれども、やはり民の活力を利用してということでスタートしており

ますので、行政に近い団体が指定管理者制度を受けるケースというのは、本当にメリットがあ

るのかどうなのかということはしっかりと市民の方に説明責任を果たしていかないといけない

というふうに思っております。 

 最後に、今、名古屋市の方で指定管理者を３年なら３年します。次に、２回目に公募とかが

かかってきて、違うところが受けるケースがあるんですけれども、そのときの引き継ぎのルー

ルというか、そうしたものは市としてお持ちなのか、その点についてお伺いしたいと思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 私ども、障害者の作業所ですとか、児童館、子育て支援センター等、指定管理の方で順調に

運営をしていただいておるところでございますが、近い将来、期限が切れますので、再公募と

いうような時期が来るかと思いますが、その辺も、私ども福祉施設の場合、職員と利用者との

関係といいますか、そういったところが非常に重要視をしなければならないということを思っ

ておりますので、その辺の引き継ぎの時間的なものですとか、そういったことは十分に配慮し

ながら、次回の選定には当たっていきたいと、そんなことは思っております。 

○５番（吉川三津子君） 

 最後ですけど、そこら辺の引き継ぎのところできちんと人件費なり、ルール等を決めてお願

いをしないと、全国的にそういった引き継ぎがうまくいかないというケースが起きております

ので、指定管理者をお願いする際にはそこまできちんと詰めて進めていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（加賀 博君） 

 次に、21番・永井千年議員、どうぞ。 

○２１番（永井千年君） 
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 この議案第39号についても暴力団の問題がありますが、先ほど触れましたので、この点は省

略しまして、保健センターの問題について改めて問いたいと思います。 

 この八開の総合福祉センターは、条例上は八開保健センターと老人憩いの家と八開デイサー

ビスセンター、この三つの施設と業務内容で運営されていると。これを変えないで、これは立

田も一緒ですけれども、事実上、例えば立田でいえば第２福祉会館。例えば子育てを重視する

ということで児童館や支援センターを小学区単位でふやしながら、健康を守るとりでである保

健センターをなぜ縮小しなければならないのかと、僕はこの根本的なところに非常に強い疑問

を持っています。しかも、その健康を守るとりでを縮小しながら、障害者の施設をそこで広げ

ていくということでありますので、こういうふうなやり方というのは、やはりやめるべきでは

ないかというのが根本的を疑問です。 

 障害者の施設も当然広げていかなければならないですけれど、こういう保健センターを事実

上なくすことによって広げていくというやり方は、他の市でこのようなやり方を行っていると

ころがあるのかどうか。どうも愛西市が先鞭をつけたので、十四山でもそれに近いことが起こ

っているようでありますけれども、本当にこれは私はあしきやり方ではないかというふうに思

います。 

 それで、条例上の市民の保健に関する相談と指導として、八開保健センターが書かれており

ますが、この条例上の規定と現実の施設が甚だしく乖離していると。羊頭狗肉とは言わないけ

れども、それに近い表現も当たるのではないかというふうに思いますが、地方自治体がこのよ

うなやり方をやっていいのかどうか、非常に根本問題で疑問を持っております。 

 そのあたりについては、保健センターの業務の廃止に事実上踏み切られたというところで、

市はどのような検討をされたのかということと、指定管理に当たって、こういう条例上の施設

の位置づけと、実際指定管理を受けている業務との関係で、これも矛盾が起こるのではないか

と。これは、やはりどちらにしても整理をしていただかないといけない問題、このままの状態

で、こんな変則的な状態を続けていいはずがないと思いますので、今後、どのようにそういう

矛盾を整理・解決していこうとしているのか、ちょっと考えを述べていただきたいというふう

に思います。 

○副市長（山田信行君） 

 御指摘のございました住民の健康を守るということは重要な行政の柱でもございます。そう

いう認識のもとに、今努力をしておるわけでございますが、合併前、従来旧町村単位にありま

したこうした保健センターのものをいかに活用していくか。旧町村ごとの狭い単位の中で使っ

ていくにしますと、従来やっておりましたように、ごく限られた１人や２人の職員を配置して

おったわけでございますけど、こういったやり方ではやはり市民の皆さんの多様なニーズにこ

たえるには、どうも中途半端な状態にしかならないということで、今回、二極化にしてきたわ

けです。 

 そういった関係ですけれども、私どもこの二極化にして、当初は若干の苦情などもいただい

ておったわけでございますが、これが今は軌道に乗りつつあるというふうに考えておりまして、
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今の体制をさらに充実できる部分は充実をしながら、若干お客様に遠くなったというような不

便をかけるような方もあるかもしれませんが、今の二極化になりましても、佐屋の保健センタ

ーなど、旧佐屋町の遠いところから来られるような方は15分とか20分とかかかる方でございま

して、特に距離感については、今二極化でやっておりましても、特に御迷惑をかけるような状

況ではないと思っておりますし、一部巡回バスなども御利用いただける方については、そうい

ったものも御利用いただきながら、そういったセンターへお出かけいただければありがたいと

思っております。 

 なお、実質的な保健センター業務をしていないのに保健センター名称の建物が残っていると

いうことについて御指摘がございましたけれども、この関係につきましても、今ちょうど私ど

も過渡期だというふうにとらえておりまして、要は今言ったような考えで、複数あるようなも

のについては効率的、合理的に活用していきたいということを考えておりますので、今回、こ

の指定管理者制度を導入するに当たりまして、こういった施設管理をどのようにしていくか、

今課題としてとらえているところでございます。 

 以上、まず申し上げました。 

○２１番（永井千年君） 

 当初は苦情があったが、今はないかのような発言をされましたけれど、僕は率直にいってあ

きらめられているからそういう声が出ないというだけであって、私たち今でも立田や八開を歩

いていますと、この問題が最初に出るんですね。結局合併してどんどん施設がなくなって、

我々は本当に不便になっていくということは、単に子育て真っ最中の方だけではなくて、それ

を見守っているおじいさんやおばあさんも含めて、強い声が今でも出ているんです。市は何を

言っても変えないから、もう言っても無駄だといってこちらに届かないだけだというふうに私

は思っています。 

 それで、基本的な今の考え方を問うたのは、やはり福祉の施策や健康を守る施策については

できるだけきめ細かくやっていかなくちゃいけないし、例えばそのほかの教育の分野での図書

館なんかでも、中央図書館をつくって地域に小さな利用しやすい分館みたいなものをつくると

かいう形で、方向としてはできるだけ身近なところでそういう施設利用ができるというのが一

つの大きな方向だと思います。だから、特に健康を守る施設などについては、そういう方向、

子育て、児童館や何かについては細かくつくるけれども、こういう施設についてはどんどん統

合していくという考え方の違いというのはどこにあるのか、ちょっと今の答弁だけではよくわ

からなかったんですね。そのあたり、もう一度説明していただけないでしょうか。 

 じゃあ子育てのほかのさまざまな施設も含めて、今は市はどういうことで、こういう性格の

施設についてはみんなくっつけてしまえと。この施設については地域ごとに細かく、児童館の

ように支援センターをつくるということで、明確な方針を持ってやってみえるのか。一般質問

で出ます給食センターについても、佐織のような自校方式で細かくじゃなくて、経済的理由だ

けでどんどん統合して大型化していくという、明確なそういう説明なく、経済性を優先すると

いう形で進んでいる実態があると思うんですね。その根本の考え方を説明していただく必要が
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あると思います。 

 なぜ保健センターは統合されなければならないのか、ちょっとそのあたりの根本的な説明を

していただきたいと思います。他の施設との比較でね。 

○副市長（山田信行君） 

 細かいことはさておきまして、まず私からお答えをさせていただきます。 

 今年度当初、二極化にしたときに苦情が最初あると申し上げました。これは苦情ということ

ではなくて、電話の関係だとか、相談業務などのお尋ねが主でございまして、それは私ども当

初変わった時点では想定をしておった範囲内の問題ではなかったかなと思っております。 

 それで、今回保健センターについてのみこういった考え方になってきたということを申し上

げれば、先ほども言いましたように、例えば立田保健センターへ事務職の職員１人、保健師１

人置いて十分な訪問活動や電話応対ができるだろうかということで、実態を踏まえて、そうい

った不都合さ、中途半端、また何か大きな住民健診だとか、そういった行事をその地域で持て

ば、本館の方から一々大勢の保健師を連れて出向かなければならないと、そういった効率の悪

さだとか不便さというものをとらえまして、今回、こういったことを考えてきたわけでござい

ますけれども、住民の皆さんにとっても、かえってわずかな職員を置くよりも、きちんと体制

を持った二つのセンター方式でやった方が十分な、一貫した保健師が対応していけるというこ

とでやっておりまして、特に住民の皆さんにも保健活動というか、そういった面でのデメリッ

トはないんではなかろうか。若干遠くなったとか、そういう距離的なものはあるかもしれませ

んが、保健活動自体については、私は充実がなされたのではなかろうかと思っております。ま

た、市側にとりましても、単に経済的ということではなくて、限られた保健師をいかに合理的

にうまく使いながら、この保健サービスが徹底できるか。そういったことを考えた上で、デメ

リットよりもこういったメリットが大きいという考えで、私どもやってきたわけでございます。 

 そのほかに、いろんな社会教育施設だとか、福祉施設がございますが、そういった施設全般

にわたりましても、今行政改革の分野で検討を進めているところでございまして、住民の皆さ

んに喜ばれるようなやり方で私どもこういった施設の活用を考えていきたいと考えております。 

○２１番（永井千年君） 

 喜ばれるという、何かちっとも響いてこないんですけれども、どうして１人、２人で十分な

対応ができなければ、１人ふやして、あるいは２人でだめなら２人半にするとか、そういうこ

とで職員の体制を充実することによって解決していこうとしないんですか。一方で、例えば子

育て支援センターなんかは、かつてはシルバーの方が管理だけしておると。それでは結局日常

的な利用がきちっとできない。専門性を持った職員がちゃんとそういうところにもおる必要が

あるという議論がされて、充実していったという経過があると思うんですよ。なぜ保健センタ

ーだけがそういう発想をされるのか。本当に、いきなり例えば２人体制を４人体制にしろとは

言いませんが、２人体制を2.5人だとか３人という形で充実すれば、十分対応ができていくん

じゃないかと思いますが、その辺が何度聞いても、喜ばれておるなんていう逆の理解をしてみ

えるもんで、私が聞いているものとは全く反対の理解をしてみえるもんですから、そういう検
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討というのはされなかったのか。あくまでも、とにかく人は一切ふやさない、その範囲内でと。

職員としての合理性だけ考えるというふうにしか、私はどうしても説明を聞いても考えられな

いんですが、その点の体制を充実して存続するということは考えられなかったのかどうかだけ、

最後にきちっと確認したいと思います。 

○副市長（山田信行君） 

 サービスに見合う職員を配置したらどうかという御意見でございます。 

 この保健師だけをとらえれば、人口規模が同じの津島市と比べましても、うちは津島市の保

健所を上回る保健師を配置しております。そういった中で、持っている職員をいかに効率よく

使うかということを考えながらでございますので、際限なく保健師だけをふやすだとか、そう

いう考えは、私どもにとっては……。 

○２１番（永井千年君） 

 極端なことを言わないでください。際限なくなんて言ってないじゃないですか。 

○副市長（山田信行君） 

 要は、保健の分野においても、私どもは人口に見合った保健師が配置されているものと、そ

のように考えております。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

 ここで10分間休憩をとります。再開は11時10分からお願いいたします。 

午前10時58分 休憩 

午前11時10分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして、会議を再開いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第７・議案第40号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第７・議案第40号：愛西市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正

についてを議題とし、質疑を行います。 

 通告に従い、発言を許可いたします。 

 21番・永井千年議員、どうぞ。 

○２１番（永井千年君） 

 立田の保健センターについては、八開と違って独立した施設で、そしてこの保健センターの

内部には診療所の施設もある。保健所に届けが出されて、診療所長は八開の診療所の所長さん

が兼任しているという話を聞いていますが、このような診療施設がある保健センターという施

設、現状は診療所の施設を職業訓練に使っているという話なんですが、こうした診療所も含め
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た施設の管理者として指定管理していくという点で問題点はないのか。そのあたりは検討され

たのか。ちょっと経過を御説明いただきたいというふうに思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 今回の指定管理者の指定につきましては、あくまでも建物全体の管理ということでございま

して、そういった個々のうちの方で事業委託をしておる部分、わかばの部分、そういったもの

と受けていただくのは同じ業者にはなるわけですけれども、あくまでも今回は施設の管理とい

うことで考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○２１番（永井千年君） 

 だから、施設の管理というのはその施設に診療所施設があると。職業訓練のための使い方と

いうのは仮の姿で、施設の本来目的は診療所ということなので、それを管理していくと。診療

所として管理していくという点で問題はないかという点で、内部的に検討されたかどうかを聞

いているんです。多分、そういう検討の結果として八開の診療所長さんが所長を兼ねると、形

だけ兼ねるという形になったんだろうと思いますが、その経過をちょっと教えてください。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 先ほど答弁させていただきましたように、過渡期的な状況の中で今進んでおるわけでござい

まして、近いうちにそういったものもきちっと整理をしていかなきゃいけないと、そういうこ

とを思っておるところでございます。 

○２１番（永井千年君） 

 近いうちに何を整理していくと言われましたか。ちょっと意味がよくわからなかったんです

けど。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 そういった実態と、実際の利用状況と違うというような御指摘等もいただいておりますので、

そういったところも今後整理をしていくということを考えております。 

○２１番（永井千年君） 

 どういう方向で整理されるんでしょうか。事実上、今福祉部が管理しているわけだから、立

田第二福祉会館みたいな施設になっていますけど、そういう方向で整理されるのか。例えば健

診などをやるときについては、本来施設は今使っている支援センターとして使うんだけど、急

に衣がえして診療所というふうには使えないと思うんですよね。診療所って恒常的な施設でち

ゃんと維持管理されなければならないと思いますが、そのあたりはどのような方向で整理され

るんでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 現実にがん検診とか、いろんな検診等につきましても、保健センター以外のところで実際に

行っている例もありまして、必ずしも保健センターでなければいけないというようなこともあ

りませんので、それに日程等も事前に承知をしておりますので、その辺のところは準備をしな

がら当日を迎えるということで、今運営をしております。 

○２１番（永井千年君） 
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 そうすると、もう診療所は廃止の方向ですか。維持の方向ですか。ちょっとそれだけ最後に。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 私どもの方で今後も利用させていただきたいというふうに思っております。 

○２１番（永井千年君） 

 私どもの方って、福祉部で今後も利用したい、診療所は廃止するということですか。診療所

は福祉部の担当じゃないでしょう。だから、その担当課はどのような判断をされているんでし

ょうか。引き続き使うというのはいいんだけど、それをなくすのか維持するのかということだ

けはっきりしていただきたいと思います。 

○副市長（山田信行君） 

 こういった関係、市のすべての公共施設につきまして、今行政改革の本部会議などで検討し

ておりまして、この立田保健センターにつきましても、将来は福祉の部門などで活用できるよ

うに、今研究しているところでございます。 

 なお、先ほど永井議員から御質問ございました保健師の人数の関係でございます。津島市の

例を挙げましたが、津島市は10人、我が愛西市は20人という保健師のスタッフで、私どもはま

ずまずの事業をやっているものだと、そのように考えているものでございます。 

○２１番（永井千年君） 

 診療所は維持するのか廃止するのかと聞いているんですけど。 

○副市長（山田信行君） 

 診療所としての業務というか、機能は見直していきたいと。要は廃止の方向で見直していき

たいと考えてございます。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑ございませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 26番・宮本和子議員。 

○２６番（宮本和子君） 

 この立田の保健センターの関係ですが、現在、第１わかばもその施設で使っていて、これは

市直営の母子通園の施設ですが、そういったところで指定管理をされるということは、直営の

施設が利用しているのにもかかわらず、ほかのところで管理運営をするというのはどうなんで

しょうか。ほかのところでそういう例があるのかどうか。今後、わかば園を民間委託する方向

で考えているのか、直営をやめていくという考えなのか、そこら辺が今回のこの問題ではすご

く矛盾があると私は考えるんですが、その点はどのようにお考えでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 第１わかばにつきましては直営で行っておりますが、これも引き続き直営で実施をしていき

ます。先ほども申し上げましたように、今回の指定管理につきましては、あくまでも施設の管

理ということで切り離して考えていただければいいかなというふうに思いますが、実際に障害

者の事業につきましても市の委託事業ということで実施をしているものでございまして、それ
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ぞれ別個に考えていただくといいのではないかというふうに思います。あくまでも管理を指定

管理にしていくというものでございますので、お願いいたします。 

○２６番（宮本和子君） 

 そういう点では、児童館でもどこでもですけど、直営でやっているところは施設も市が直接

管理をしているわけですよね。そういうところも、別に指定管理がなくてもきちっと管理はさ

れていると思うんですが、施設の管理運営だけを指定管理するというのも、中に入っている業

務、委託にしても市が直接かかわってやっている直営の制度でありますので、そこら辺で業務

委託だけを指定管理というのも、どうなんでしょうかね。そういう例がほかにもあるのか、他

の市町村でもそういう形であるのかどうかわかりませんけど、愛西市にはそういったことは初

めてのケースですよね。その点はいかがですか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 最初にも申し上げましたように、現在、わかばと社会福祉課の方で共同して管理をしておる

状況でございますが、障害者のセンターにつきましては就労の都合、あるいは相談者の利便性

等も考えまして、開館日をふやしていきたいということを考えておりまして、それにつきまし

ては管理もそちらの方の団体にお任せした方が効率的ではないかなということで、今回提案さ

せていただくものでございます。 

 わかば等につきましては、現状と変わりなくやっていくところでございます。 

○２６番（宮本和子君） 

 だから、そこら辺の管理がどうして市で独自にできないのか。直接市の事業をやっているも

のですから、建物に入っているところには全部、そういった点では市の直営でやっているから、

なぜここだけを市が管理運営ができないのか、なぜ指定管理しなきゃならないのか。そういう

点ではとても、ほかのところではそういう例はないわけですから、なぜここだけそういう形で

指定管理をするという判断をされたのか、理由をきちっとお聞かせ願いたいと思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 今回は指定管理者によりまして、土曜日等のオープンも考えておるわけでございますが、こ

れが直営で行いますと、当然土曜日に出た職員の代替えの休日等をどういうふうに考えるかと

いうことにもかかってきまして、それとか、就労場所等に出かけて様子を聞いたり何かしまし

て、後で書類の整理をするということになりますと、どうしても夕方遅くなるとかいうことも

ありまして、そういった管理等につきましても直営でやるということになりますと、市の職員

がおるというようなことになろうかと思いますが、そういったことにつきましては合理性が欠

けるんではないかということで、実際に事業を委託している団体にそういったこともお願いす

ることによって、ある程度使い勝手がよくなるということも考えて、今回お願いするものでご

ざいます。 

○２６番（宮本和子君） 

 今回の、そういう点では保健センターの業務も廃止をして見直していくという方向であるん

ですが、実際に現在、第１わかばと市の直営の業務も行っており、そういったところだったら
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幾らでも、保育園でも、それから児童館でも、土曜日でも業務をやっていて、直営で管理運営

もしております。そういう点では、保健センターの施設については指定管理の必要はないと考

えますので、そういう点ではもう一度、こういった問題も含めて、安易に指定管理をしていく

という方向ではなく、その施設を市が直接に管理して目的に沿うような形できちっと管理すべ

きだと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑ございませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 ８番・田中秀彦議員。 

○８番（田中秀彦君） 

 この議案質疑は、先ほど何かちょっと便所に行ったときに御指摘を受けたんですが、事前通

告なんですか。それとも、一般的に質問もしていいということなんですか。 

○議長（加賀 博君） 

 はい、どうぞ。 

○８番（田中秀彦君） 

 議長がよろしいと言われましたから、先ほどの八開、立田の福祉センターの件でございます

が、確かに永井議員が言われましたように、八開地区においても何で統廃合するんだというよ

うな御指摘はございました。ただ、市としては、保健師の状況とか、その他で統合したいんだ

というようなお話でございましたが、選挙管理委員会においても統廃合がありまして、非常に

八開、立田地区におきましては各支所が今までどおりに近いところではできないというような

声は聞いております。 

 ただ、市の行政改革の一環として、そういうようなことであればお互いに少しは我慢をしな

ければいけないのかなと思うわけなんですが、できるだけ各地区をできるだけ平等にやってい

ただきたいということと、それから統廃合するときに、たしか副市長だったと思いますが、一

時福祉センターを保健業務が、例えば佐織、佐屋に統合して非常に煩雑になった場合には、八

開とか立田に業務をやるというようなお話があったように私、記憶しておるんですが、そんな

事例はあったのかどうかということと、もう一つ、先ほど福祉部長の答弁で、指定管理者にし

た場合には、今まで俗にお役所仕事と申しますか、土・日はほとんど休館ということで利用で

きなかったわけですが、指定管理者にした場合には、あるいは土曜日・日曜日にも利用できる

んだというような前向きなお話もございましたが、そんなような利用法も考えられるというこ

とでございますか、この点をお聞きしたいと思います。 

○副市長（山田信行君） 

 まず最初の御質問の、保健センターを二極化した場合に統合したところが煩雑になったら、

また復帰させるとか、そんなようなニュアンスのお話がございましたが、私どもはその煩雑と

いう意味合いがちょっと違っておるんではなかろうかと。要は集団健診のようなものはそれぞ

れの立田、八開で年数回やることにしておりますが、そういったものは地域の方々の参加が多
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いものということで、特別配慮して、そういった会場として保健センターを使わせていただく

という意味で申し上げたことだと思っております。以上です。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 土曜日等の開館の関係でございますが、平成19年に障害者地域生活支援センターを立ち上げ

まして、これまで運営をしてきたわけでございますが、センターの職員との話し合いの中で、

やはり月曜日から金曜日までの開館では支障があるということまではいきませんけれども、よ

り充実していくためには、もう少し開館日等ふやした方がいいというような話等もありますの

で、そういった関係で今回お願いをしているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○８番（田中秀彦君） 

 ぜひ保健部長に、指定管理者に移行するんであれば、日曜日までとは言いませんが、ただ利

用する団体は特に土・日開催が非常に使いやすいのではないかと思うわけですから、そういう

日時も利用できるような運営方法を、せっかく指定するんであれば考えていただきたいと、こ

のように要望します。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

 他に質疑もないようでありますので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第８・議案第41号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第８・議案第41号：海部津島土地開発公社定款の変更についてを議題とし、質疑

を行います。 

 通告に従い、発言を許可いたします。 

 10番・真野和久議員、どうぞ。 

○１０番（真野和久君） 

 それでは、質問いたします。 

 今回、定款の変更ということで、法改正に基づいて変更がなされるわけですが、今後具体的

に土地開発公社、愛西市とのかかわりの中で、市としてどういう形で活用していくのかという

ことと、それから当然加盟しているその他の自治体の活用の状況などを教えていただきたいと

思います。 

 また、この定款の変更によって具体的な業務の変更等があれば、それについても説明をお願

いします。 

○企画部長（石原 光君） 

 それでは、公社の定款の変更の関連ということで御質問いただきましたので、順次お答えさ

せていただきます。 

 まず19年度中の、当市も含めて関係自治体の利用の状況でございますけれども、当市愛西市
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は面積にいたしまして1,925.42平米、金額にいたしまして２億5,239万3,243円、それから津島

市が74.38平米で7,618万5,086円、それから七宝町が1,934万7,627円、蟹江町が11万9,264円と

いう19年度中の利用の状況になっております。 

 それで、市の活用の関係につきましては、以前にもお答えをさせていただいておりますよう

に、当面は御案内の勝幡駅前広場用地の取得ですか、それが一応計画では21年度をめどに土地

開発公社の方で用地を取得したいという考え方で進めておりますので、当面はその事業でお願

いをしたいなという考え方でおります。 

 それから業務がどう変わるのかという御質問でございますけれども、各参加団体、それぞれ

議会の議決をお願いした後に、知事の認可等々踏まえて手続を進めていかれるわけであります

けれども、今回の定款の変更の中に、余裕金の取り扱いがあったと思いますけれども、その辺

の余裕金の取り扱い、郵便貯金というものが廃止されたことによって、今後その中の運用とい

いますか、そういったものがどう取り扱われていくかについては、現時点で明確なお答えがで

きません。今後理事会等でそういった業務内容に支障が出れば、理事会の中でよくよく検討さ

れていくべきものだというふうに理解をしております。以上です。 

○１０番（真野和久君） 

 この愛西市の1,925平米というのは、勝幡にかかわるものですね。銀行の関係で、郵便貯金

がなくなってゆうちょ銀行になったわけで、現状でいくと郵便貯金の扱いであったものは自動

的にゆうちょ銀行という形で、一般の市中銀行と同じような扱いになったと思うんですが、そ

ういう中での方針が今後検討されていくというふうに理解してよろしいんですね。 

 それともう１点だけ質問したいんですけれども、愛西市には土地取得会計という特別会計が

あります。愛西市の土地取得特別会計を利用する場合と、それからこの海部津島土地開発公社

を利用する、二つの選択があると思うんですが、用地買収等を含めて。それの明確な基準、ど

っちを利用するかというのはあるんでしょうか。 

○企画部長（石原 光君） 

 考え方をちょっと申し上げたいと思うんですけれども、土地取得特別会計で取得をするとい

うことになりますと単年度。当然単年度で取得できれば愛西市の土地取得特別会計というもの

を御提案申し上げ、その中で予算化し、取得をするという考え方もできます。ただ、先ほど申

し上げましたように継続事業ですね。特に３年間なら３年間という継続事業で用地取得を進め

ていく考えに立てば、公社を利用した方がベターだろうと、そういった判断でその活用につい

てはそういった整理をしているというのが現状でございます。 

 それから申しおくれましたけれども、先ほど申し上げました取得の状況ですね、各自治体の。

これも前後しますけど、６月の定例議会冒頭に市の決算状況とあわせて配付をさせていただい

ておりますので、もしあれでしたら再度御一読いただきたいと思います。以上です。 

○１０番（真野和久君） 

 もう一つだけ確認しますけれども、そういう形で土地取得会計は単年度事業で、海部土地は

継続事業だということですが、これは市としてこういう方針でやっているということであって、
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例えば単年度の場合には海部土地は使えないとか、それから継続事業の場合には土地取得会計

は使えないということではないですね。それはあるんでしょうか、そういう制限は。 

○企画部長（石原 光君） 

 そういった整理をするような考え方は持っておりません。ですから、先ほど申し上げました

ように、これは考え方ですので、当然市の土地取得特別会計を利用すべきであろうという部分

については土地取得特別会計を使いますし、その辺のケース・バイ・ケースといいますか、柔

軟な対応をしていきたいというのが現状の考え方です。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

 他に質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第９・議案第42号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第９・議案第42号：平成20年度愛西市一般会計補正予算（第２号）についてを議

題とし、質疑を行います。 

 通告に従い、発言を許可いたします。 

 最初に、５番・吉川三津子議員、どうぞ。 

○５番（吉川三津子君） 

 議案第42号：平成20年度愛西市一般会計補正予算について、情報公開審査会委員報酬につい

て、まず１点お伺いいたします。 

 私も情報公開請求はいろんなところでしておるわけなんですけれども、愛西市の情報公開審

査会において、異議申し立てがあって、申立人から審査会で意見陳述をしたいという希望があ

った場合、私は積極的に御意見を聞きながら答申をつくっていくのが筋だろうというふうに思

っているわけなんですけれども、愛西市のこの審査会では、こういった申立人からの陳述が求

められたとき、どのような方針を持っていらっしゃるのか、まず最初に１点お伺いいたします。 

○企画部長（石原 光君） 

 陳述人の取り扱いの関係でございますけれども、現状、市の公開条例、これは第２条第１項

に、審査会は不服申立人等から申し立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述

べる機会を与えなければならないと。ただし、審査会がその必要がないと認めるときはこの限

りではないと、こういった規定がございます。 

 それで、最終的には陳述人の方、あるいは審査会の双方の論点が明確で、不服申立人の口頭

意見陳述の機会を与えなくても、その提出された書類のみで審議が可能であるという判断を審

査会が出した場合、早期の答申を目指す意味において、条例のただし書きに基づき口頭意見陳

述を聞かず審議を行うというようなこともあり得るわけです。ですから、私どもといたしまし

ては、先ほど議員の方から方針というような御質問が出ましたけれども、いずれにしても条例
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上の一つの規定、それから先ほど申し上げました意見陳述を聞かず審議を行うこともあるとい

う中で、最終的には審議会の判断にゆだねたいという考え方でおります。 

○５番（吉川三津子君） 

 やはりこういった審査会というのは、市長に答申を出すからには、諮問機関でありますので、

市長がどういった方針で情報公開を進めていくのか。やはりこの審査会にきちんとお話をして

いく必要があるんだろうというふうに思っております。 

 私も、県の方で何度かこういった意見陳述の場を求めて意見を言ったことがあるんですけれ

ども、一度たりとも私の知り合いの中でこういった意見陳述を求めたとき、拒否された事例は

ないんです。しかし、愛西市においては最近されておりません。やはりその辺、私は愛西市自

体が情報公開に対してどういう姿勢を持っているかというところのあらわれではないかと思っ

ております。 

 それが覆って公開されるという判断のもと、聞くまでもないというのであれば、私もそれは

条例のもと、しかりだと思うんですけれども、今回の場合、意見陳述を求めていながら、申立

人の意向が通らなかった事例なんです。ですから、しっかりと発言の場を与え、やはり文書だ

けではなかなか説明しにくい部分もあると思います。私も、県の方ではいろんな写真とか資料

をそのときに持っていって、その審査委員の方たちに説明をするわけです。ですから、しっか

りとその辺、審査委員の方たちにもその旨をお話しして、市民の方々の申し出を精いっぱい受

けとめていただかなければいけないと思うんですけれども、その辺についてはどうお考えでし

ょうか。 

○企画部長（石原 光君） 

 今議員がおっしゃられたような一つのとらえ方もあると思います。その法の解釈というのは

幅広いものがあると思いますし、先ほど申しましたように、事実ただし書きという部分もある

わけです。先ほど愛西市として初めてそういった例があったんだというようなお話もございま

したけれども、最終的には、私ども事務局としても審査会の判断にゆだねるという言い方をし

ましたけれども、それしかないと思っております。ただ、先ほど御意見をいただきましたので、

再度、議会の場でも、こういった取り扱いについてもこういった御意見があったということは

きちっと審査会の会長さんも含めて委員さんの方へおつなぎをしたいというふうに考えており

ます。 

○５番（吉川三津子君） 

 ぜひその旨、しっかりとお伝えいただきたいと思います。今の状況では、やはりほかの市町

村におくれた状況だと思いますので、しっかりと市民の方を向いて情報公開条例を運用してい

っていただきたいというふうに思っております。 

 次に、課税事務電算委託料・システム借上料のところで、電算に関する契約について少しお

伺いしたいと思います。 

 先日、全員協議会の席で、農業集落排水事業において落札業者が契約を解約したとの報告が

あったわけですけれども、このケースというのはもとのシステムを開発した業者が心臓部分の
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データ開示をできないということで、ソフト開発が新しく落札した業者が、これ以上解読が無

理だから、ソフト開発ができないということだったと思いますけれども、そもそも落札業者の

見積もりの甘さというのがあるのはもちろんなんですけれども、もとのシステムを契約なり落

札するときに、愛西市と業者と契約を結ぶんですけれども、そのときの約束の部分について問

題はなかったんだろうかということを、お話を聞いて思いました。 

 私も、システム開発にはずっとかかわってきているんですけれども、一つのところを押さえ

ておくと続けて仕事が取れるという部分があります。ですから、そこら辺のところをしっかり

見抜いて契約をしていかなければいけないんだろうと思っておりますけれども、こういったシ

ステム導入のとき、将来の修正、カスタマイズとか拡張とかいうことはもちろんあり得ますし、

長期に電算システムというようなものは使うものなんですけれども、どのようなことを留意さ

れて、今こういった電算システムの契約をされているのか、その点についてお伺いしたいと思

います。 

○企画部長（石原 光君） 

 今回の補正予算の議案の内容と大きくずれていると思いますけれども、関連ということで御

質問いただいておりますので、ただ電算システムという分野の中で、今情報管理課というのが

システムの関係の契約を一手に請け負っておるという前提でお答えしたいと思います。 

 さきの全協で報告された内容についてお話があったわけでございますけれども、全く私ども

としては想像しておりませんでした。あってはならないことだというふうに私自身は思ってお

りますし、過去にも、そういった契約して途中で解約したというようなケースは、愛西市にな

ってもありませんし、あってはならない事態が生じたという受けとめ方をしております。 

 それで、電算関係の業務契約を行う場合に、今いろいろ議員の方からもお話がございました

ように、その業務が全く新規のシステムなのか、あるいは何らかの形で既存のシステムと関連

性があるのか、あるいは既存システムの影響を受けるものなのかどうかで、それぞれ取り扱い

が異なってくるというふうに考えております。 

 どちらにしても、共通して言えることは、第１に成果品の正確性及び安全性を重視するとい

うことが大前提ではなかろうかというふうに考えております。 

 それで、随意契約、入札、いろんな手法があるわけでございますけれども、入札をする場合、

今回も入札であったわけでございますけれども、既存のシステムとの関連をきちっと仕様書に

うたい、発注業務が誤解されることなく入札が円滑に進むよう配慮すべきであるというふうに

思いますし、またそういった形できょう現在まで一つの契約事務といいますか、入札事務とい

いますか、そういったものを進めてきたと思っておりますし、先ほど冒頭に言いましたように、

全く予期していない状況が発生したと。 

 ただ、事実は事実として受けとめて、今後入札のあり方から、当然発注の時点の体制も含め

て十分注意を払って入札契約事務について取り組んでいきたいというふうに思っております。

以上です。 

○５番（吉川三津子君） 
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 多分これ、企画部の話とかそういうのでなくて、すべての入札にかかわるお話なので、市と

してどういった方向でということでお伺いしたんですけれども、結局新規のこういった電算の

入札においても、やはりどのデータが開示をされるのか、フォーマット等が開示されるのか、

そういったところをしっかり押さえておかないと、次の入札にもそこしか取れないというか、

そんな事態が生じてくるので、そこら辺の内部的なつくられたシステムの開示状況、そういっ

たものをしっかりと確認していく必要があると思うので、それは私のお願いとして、今後ぜひ

注意をしていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（加賀 博君） 

 次に、24番・加藤敏彦議員、どうぞ。 

○２４番（加藤敏彦君） 

 議案第42号で、10ページに今吉川議員も取り上げられました課税事務電算委託料の計上がさ

れておりますが、委託の内容、それから対象となる市民、それからこれは説明では年金から市

民税を引くという説明だったと思いますが、一番心配されることは、生活費まで引かれてしま

うということが心配されますが、そういう問題にどう対応するか、どう防ぐかということ。 

 それから、年金から天引きされるという問題について、後期高齢者医療制度については通帳

からの天引きに切りかえができるようになってきておりますが、こういう本人の意思に基づい

て天引き、また天引きではないという形にならないのかという点についてお尋ねをいたします。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 まず委託料の内訳の関係でございますけれど、今回、今議員が言われましたように、住民税

を年金からというようなことで、年金を特別徴収するに対します初期の導入経費といたしまし

て200万円強でございます。また、導入経費のほかには、住民税のシステム改修ということで

945万円、それから収納の消し込みシステムの改修ということで210万円、それから公的年金の

支払い報告書等ということで525万円、合わせまして1,884万7,500円を今回お願いするわけで

ございます。 

 続きまして、対象となる市民の関係でございますけれど、これにおきましては年金収入が

120万円以上の方で、他の所得を含めて税額が発生するという対象者が4,300人ほどと見込んで

おります。 

 次に、切りかえることによって生活が苦しくなってしまうんじゃないかというような御質問

でございますけれど、今回、普通徴収から特別徴収に変わるわけでございますけれど、新たに

税が発生するものではございません。そういうようなことから、生活に大きな影響はないと思

います。 

 といいますのは、今回の改正は、徴収方法の変更でございます。ちなみに、普通徴収であり

ますと年４回に分けての納入でございますが、年金でいきますと６回に分散されるということ

から、大きな影響はないということでお答えをさせていただきました。 

 次に、後期高齢のように通帳天引きにならないかということでございますけれど、後期高齢

の関係におきましても、当初は天引きということだったんですが、改正によりまして口座振替
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が可能となったわけでございますが、この住民税におきましても現段階ではできないというこ

とで答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○２４番（加藤敏彦君） 

 ３項目めの生活費との関係ですが、これまで年４回が年金から天引きということで６回に分

けられるので、心配ないという答弁ですが、これはやっぱり心配ですね。一般論としてはその

とおりかもしれませんけれども、個々の状況でいきますと、通帳や年金からいろんな引き落と

しがされるわけですから、今月はちょっと待ってほしいとか、そういう場合の対応はちゃんと

申し出があった場合に、そういう特別徴収をとめることができるようになっていないと、一番

問題を回避できないわけですが、そこら辺の対応はできるんですか、できないんですか。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 議員の御質問は、本当に困った場合の御質問かと思いますけれど、従来ですと年４回であり

まして、納期はそれなりに参りますけれど、今月はお金が要ると思ったときには、ちょっと自

分でおくらせたりというようなことで、調整ができたというような御理解だと思いますけれど、

特別徴収になりますと一方的に引かれてまいりますので、そういう調整ができないということ

は事実でございます。ただ、現実に口座にお金がなくなればそういうことになりますけれど、

現在のところとしてはそれがいいですよというようなお答えはできないということで、御理解

が賜りたいと存じます。よろしくお願いします。 

○２４番（加藤敏彦君） 

 今の問題ですけれども、今回、市民税については６月議会の中でも、介護などは２分の１ま

でしか徴収できないというような形になっていますけど、今回は全額、ゼロになるまで徴収で

きるという内容ですから、この問題は危険をはらんでいるというふうに思いますので、行政と

しても最悪の事態が起こらない対応を国にも求め、みずからも研究していただきたいと思いま

す。 

○議長（加賀 博君） 

 次に、10番・真野和久議員、どうぞ。 

○１０番（真野和久君） 

 それでは、２点お願いします。 

 最初に農林水産業費の補助金のところで、農業振興対策事業としてＪＡに対してのトンネル

の助成がありますけれども、この前の説明などではいわゆる汚水とか、そうしたものの対策な

のかなとも思ったんですが、特にこうした事業の中で、畜産関係のいわゆる近隣への悪臭とい

うような問題がなかなか改善できないという問題があるんですが、そうした対策との関係では

ないですかね。そういった点についてはどういうふうになっているかについてお尋ねしたいと

思います。 

 まずそれをお願いします。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 先ほどの御質問でございますが、事業名としましては確かに補正に計上させていただいてお
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りますように、畜産振興事業という形で名称はしてございますけれども、いわゆる悪臭に対す

る対策事業というものではありません。これは当初提案のときも説明をさせていただいたと思

うんですが、いわゆる自走式になった大きい機械なんですが、堆肥を散布する機械を購入する

ことによって水稲生産農家等が生産の効率を上げられるということで、そういった機械を購入

することに対して補助が出るものでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○１０番（真野和久君） 

 そうすると、今回については畜産業者ではなくて、畜産業者から出た堆肥を利用するところ

に対しての機械の助成ということですか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 今議員の方で言っていただいたように、その機械の購入先がＪＡあいち海部になりますので、

そちらの方が先ほども申し上げましたように、水稲の作付等について堆肥の散布機を購入する、

そういったものに対して助成していくというものでございますので、議員が御質問の中で述べ

ておられるとおりのことと解釈していただいて結構でございます。 

○１０番（真野和久君） 

 それから２点目として、消防団の退職奨励金について、今回計上をされています。消防団の

再編に伴って、消防団員数が大幅に削減されたという中で、こうした予算が上げられたわけで

すが、改正前と今回の削減後では、それぞれの地域の計画の中で削減されたわけですが、地域

ごとに消防団の退職状況はどうなっているかということと、それから地域ごとの消防団の活動

がどういうふうになっているのかなど、状況について説明をお願いします。 

○消防長（櫻井義久君） 

 それでは、旧４消防団の退職状況について御説明をさせていただきます。 

 まず佐屋消防団につきましては、３月31日現在269名が見えまして、そのうち退職者が152名

でございます。引き続き継続の団員さんについては117名ということで、今回新たに４名が新

入団として入りまして、佐屋については121名が現在の状況でございます。 

 続きまして立田消防団でございますが、３月31日現在188名見えまして、そのうち114名が退

職されまして、継続の団員については74名でございます。そのうち新入団員が６名、また２名

が再入団されまして82名でございます。ただ、82名のうち、現在は１名の方については飛島の

方へ籍を移しまして飛島の消防団の方へ入っておりますので、実情としては81名でございます。 

 続きまして八開消防団でございます。３月31日現在123名見えまして、そのうち退職者が49

でございます。継続団員といたしましては74名でございまして、新入団員が７名ということで、

現在は81名でございます。 

 続きまして佐織消防団でございます。３月31日現在231名見えまして、今回退職されました

のが168名でございます。なお、継続団員としまして63名でございますので、新入団員といた

しましては33名、また再入団ということで６名でございますので、現在は102名ということで

ございます。 

 トータルといたしまして、３月31日現在、旧の４消防団は811名のうち483名が退団されまし
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て、引き続き継続団員の方が328名でございます。新たに新入団員として入られた方が50名、

また再入団して入られた方が８名、トータル386名で、先ほど言いました立田の１名の方が飛

島へ移動されましたので、現在は385名ということで、定員どおりでございます。以上でござ

います。 

 それと、続きまして活動の内容でございますが、この４消防団の関係につきましては、その

ままいいところは引き継いでございます。以前、佐織の方で犯罪がありまして、団員の家に脅

迫があったということで、家を燃やしてやるぞとか、サークルＫの方へ今晩火をつけてやると

いうことがありましたので、その段階については私どもの方からサークルＫの事業本部、また

は団員さん、佐織地区の方についてはその地区を警らするということで、そういう活動もして

ございますので、現在引き続き同じような活動をしておりまして、何ら変わりございませんの

で、御理解いただきたいと思います。以上でございます。 

○１０番（真野和久君） 

 現状の消防団の活動について、引き続き従来どおりの活動をされているということですが、

ただ当然減ったことに関して、以前から問題になっていたのは、各小字、町内ごとに１人ぐら

いずつ出ていたものが、結局そうじゃなくなった場合というのが結構幾つかあるわけですね。

そうしたときに、その町内と消防団との関係というものが大きく懸念されていたと思うんです

ね。そうした点についての不安とかいうものがあったと思うんですが、どういう形で消防団が

出ていないような町内の消防団との関係ですよね。意思疎通の問題とか、防災訓練等への支援

とか、警らとか、そういったものも含めてどういう状況になっているのかというのはつかんで

おられますか。 

○消防長（櫻井義久君） 

 その点につきましては、現在、四つ、五つが１分団になったわけでございます。ですから、

その自分のエリアについては、大字として四つ、五つあった場合には、そのエリアについては

分団で全部カバーしましょうと。それと、今回新たに４消防団制から１団制になったものです

から、385人が、いざというときにはそちらの方面の広報とかいろんな活動ができるというこ

とでございますので、そういう点については別に私自身は不安はございません。また、団長も

ないと思います。以上でございます。 

○１０番（真野和久君） 

 意気込みはわかりますが、現実に町内と消防団との関係での不安とかいうのは現状では聞い

てないですか、そういうのはどうでしょうか。 

○消防長（櫻井義久君） 

 今回、分団長さんにつきましては、四つ、五つのエリアが一緒になったわけですから、そこ

の総代さんについては分団長さんが常にコミュニケーションをやっていただきたいということ

で、分団長会議のときには常に言っておりますので、そういうのはクリアできると思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（加賀 博君） 
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 次に、21番・永井千年議員、どうぞ。 

○２１番（永井千年君） 

 10ページの情報公開審査会の委員報酬について質問をいたします。 

 先ほども吉川議員の方からこの問題については取り上げられておりましたが、19年度の請求

件数というのは18年度の３倍になっているわけなんですね。それに伴って、今回４回ほど追加

ということになると思いますが、市の情報公開審査会での個人情報の取り扱いについては、直

近では議会の総合斎苑の特別委員会における一部非開示がありましたが、この非開示の内容を

見ますと、単なるＪＡとか農協とか設計業者の名前とか、そういう名前を非公開と。それぞれ

の個人や会社の内部情報ということではなくて、判断したことでわかりますように、個人を特

定できる情報は原則非公開としているように見えます。 

 しかし、今情報公開の流れというのは、公益的理由による裁量的公開の範囲が非常に広がっ

ておりまして、例えば個人情報であっても印影などを除いて公開するということが大変多くな

っています。裁判でも公開を求める判決がふえてきております。これに対して、市の審査会は、

非常にまだそういう流れとは少し乖離があるのではないかというふうに思います。 

 こうした公開をしてきた先進例に学んで、具体的な運用事例というものをきちっと例示する

文書を定めていただく必要があると思うんですね。個人情報であっても公開を広げる方向で。

そうしないと、このままいきますと、いつかの全協でも指摘をされておりましたが、これもし

裁判などが提起された場合に、判決で指弾されるということになりかねない状況ではないかと

いうふうに思いますが、その辺、この情報公開審査会のそうした諸規定をきちんと整備してい

くという点での検討はどのようになっているんでしょうか、その点１点お尋ねをしたいと思い

ます。 

 それから、２点目は12ページの公の施設の指定管理者の選定委員会の委員報酬についてであ

りますが、指定管理については先ほども議案が出ておりましたが、それぞれの施設ごとに選定

委員会が開かれるわけですが、この19年度で言いますと、この選定委員会が何回開かれたのか、

その内容について簡潔に説明をいただきたいと思います。 

○企画部長（石原 光君） 

 まず１点目の情報公開審査会の委員報酬の関連で、議員から御指摘いただきました運用事例

というか例示、そういった基準を審査会で決めておるかというようなニュアンスで受け取らせ

ていただきました。 

 現在、愛西市の情報公開審査会で確かに非公開情報に該当するかどうか、判断が難しい情報

を、先ほどお話がございました事例別に区分して判断基準を示したというようなものは作成し

ておりません。過去におきまして、公開・非公開の決定が難しいセンシティブ情報、それから

事業情報、慣行により公にされ、または公にすることが予定されている情報の範囲について、

審査会の意見を伺ったというような事例はございます。 

 それで、先ほど申し上げましたように、センシティブ情報、これは個人情報にかかわる情報

の中でも特に注意を要する情報というようなとらえ方をしておりますけれども、そうしたセン
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シティブ情報、あるいは事業情報の非公開範囲を基準として、そういうふうに持っているとい

う自治体があるということも聞いておりますし、また一遍具体的にどういった運用基準が設け

られているのか、よく勉強したいというふうには思っております。 

 それで、今後審査会で非公開情報の判断基準を示すことについて、先ほどお話がありました

諸規定も含めて、いずれにしても審査会の委員の皆さんの意見を聞きながら進めていきたいと

いうのが現時点の考え方であります。 

 先ほど吉川議員の方からもこの関連について御質問ございましたけれども、議会でもそうい

った御意見があったということは審査会の方には参考意見としてお伝えしていきたいというふ

うに考えております。以上です。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 公の施設の指定管理の19年度の開催状況というお尋ねでございましたが、福祉部としては19

年度はございませんでしたので、よろしくお願いいたします。 

○２１番（永井千年君） 

 福祉部としてはというか、ほかではあったということですか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 経済建設部の所管では、立田ふれあいの里の関係で、こういった選定委員会を持ちました。

たしか２回持たせていただいたと思っております。 

○２１番（永井千年君） 

 それだけだったでしょうか。ふれあいの里の審査だけで、あとは継続事案だとかそういうの

は別に、19年度中についてはなかったですか。 

○企画部長（石原 光君） 

 コミュニティーの指定管理者の関係で、任意指定の関係ですけれども、佐織地区の推進協議

会の指定について開催したという経緯はあります。 

○２１番（永井千年君） 

 それで、その公の施設について、それぞれの施設の性格によって選定委員さんがその都度選

ばれていくわけですが、一度指定管理すれば、当然３年とか５年で契約の期限が来ればまた選

び直さなくちゃいけないわけですけど、それぞれつくられた選定委員会というのは、どういう

形で存続するのか。あるいは、次回が来たときに、また新しいメンバーを集めて選定委員会が

開かれるのか、どういうふうに運用されていくのか、１点お尋ねをしたいと思います。 

○企画部長（石原 光君） 

 基本的には３年、５年という一つの期間があるわけですけれども、ほかの施設もそうでござ

いますけれども、一応その更新時に改めてまた委員さんについては選定をし、その委員さんの

中で審査をいただくというような考え方で進めておるつもりでございます。 

○２１番（永井千年君） 

 それじゃあ昼過ぎていますので、最後になるかと思いますが、情報公開審査会の基準という

のは、おおむね大きい自治体、名古屋市だとか岐阜市だとか、僕が知っているのは愛知県だと
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か、そういったところはたびたび異議申し立てなんか出ますので、きちっとそういうのを整理

していかないといかんわけですが、愛西市も今の状況から見ますと、今後もたびたび異議申し

立てが出てくる可能性が極めて強いので、ぜひそれは早急にそうした基準を明確にしていただ

いて、それをまた公開もしていただくと。申請する側がそれもきちっと読んで、申請できるよ

うに早く整備をしていただきたいと思いますが、その辺、早くやっていただけるでしょうか。 

○企画部長（石原 光君） 

 時期としては、ここで云々ということは申し上げることはできませんが、いずれにしても先

ほど申し上げましたようによく勉強させていただいて、協議いただいた御意見は御意見として

承って、また審査委員会の方にも議会でこういった意見があったということをお伝えしていき

たいというふうに思っております。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

 他に質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

 ここでお昼の休憩に入ります。再開は１時30分から再開いたしますので、よろしくお願いし

ます。 

午後０時13分 休憩 

午後１時30分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして、会議を再開いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第10・議案第43号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第10・議案第43号：平成20年度愛西市介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いてを議題とし、質疑を行います。 

 通告に従い、発言を許可いたします。 

 26番・宮本和子議員、どうぞ。 

○２６番（宮本和子君） 

 10ページの介護保険システム改修委託料について質問を行います。 

 障害者控除の認定書発行のためのシステム改修だという説明がありましたが、対象はだれな

のか、人数は何人なのか、いつまでに送付する予定をしているのか、お尋ねいたします。 

 そして、来年には介護保険計画の改正が行われますが、そのための準備も行われるのか、そ

の２点についてお尋ねをしますので、よろしくお願いいたします。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 それではお答えをさせていただきます。 

 障害者控除認定書発行に関するシステムの改修でございますが、要介護認定者で障害者控除
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に該当する方に、来年１月中旬までには通知をしたいというふうに考えております。お知らせ

というものを発行しまして、通知をする予定をしております。 

 対象の人数でございますが、普通障害に該当する方、要介護１から３の、８月１日現在の認

定者ですが917人でございますが、そのうち非該当、自立と見られる方が67名おられますので

850人、それから要介護４と５の人が今485人ですが、非該当と思われる方が５名で、特別障害

に当たる方が480名、合計1,330人、これは現在の人数ですので、１月時点ではまた変わるかも

しれませんが、そういった人数の方にお知らせを発行したいと、通知をしたいということで今

準備を進めているところでございます。 

 それから介護保険計画との関係でございますが、今回補正をお願いしておるのは、あくまで

も障害者控除認定に係る分でございまして、介護保険の方につきましては別途で準備を進めて

いるという状況です。以上でございます。 

○２６番（宮本和子君） 

 障害者控除のための発行だということでは、今までそういった申請も少ないということで、

ＰＲも少なかったということもあって、なかなか障害者控除を受けるということが少なかった

わけですが、そういった意味では、こういったシステムの改修によって1,330人の方に送ると

いうことでは、大変喜ばれることだとは思いますが、津島市では介護認定を受けた人全員に障

害者控除の案内を送付し、該当者だけが申請をするという形で、毎年1,000人ほどが障害者控

除を受けているということですが、863万と随分費用がかかるということでは、何か今非該当

の方も67名と５人ということですと、72名しかないという状態の中で、本当にこの863万円と

いう多額のお金をかけなくても、津島方式でやればいいのではないかというふうに私なんかは

考えるんですが、その点の考慮はされたでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 確かに本庁方式で１ヵ所で発行するということでしたら、手作業でもいろいろできるかと思

うんですけれども、今回のシステムにおきましては４庁舎それぞれで申請する受け付け、ある

いは認定書の発行ができるということにしていきたいと思っておりますし、また記録等もとっ

ていくということで、万全の準備で臨みたいということで経費を予算化させていただきました。 

○２６番（宮本和子君） 

 そういう点では、４庁舎で統一した形できちっと申請を受け付けることができるということ

は大切なことだと思いますが、これは申請をしないとだめというのもありますので、そういう

制度があるということは、毎年毎年こういう案内を送らなきゃいけないということにもなりま

すし、ほかにこういったシステムをこれだけに使うんじゃなくて、せっかくの863万円の費用

を使うわけですから、他の目的にも使えるような形にはならないのでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 あくまでも介護保険のシステムの中の変更ということでございますので、全体としては介護

保険の事務で使っている部分を今回は改修して使うということですので、よろしくお願いいた

します。 
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○議長（加賀 博君） 

 他に質疑ございませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 21番・永井千年議員、どうぞ。 

○２１番（永井千年君） 

 １点だけお尋ねします。 

 国会答弁でも明らかな、５年遡及が可能だということは明らかにされておりますけれど、今

度のシステムで言うと、例えば15年から16、17、18、19、15年当時から既に該当しておるとい

う方については、５年さかのぼって認定していただく必要があると思いますが、そのあたりは

システム上どういうふうにチェックされるんでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 そのあたりにつきましては、今後の課題といいますか、送るまでには結論を出さなければい

けないというふうには認識しておりますが、現在ではまだちょっと結論まで至っておりません

ので、よろしくお願いいたします。 

○２１番（永井千年君） 

 本人が５年前から証明してほしいという申し出があれば、当然のことながらそのようにこた

えなくちゃいけないことになりますけれど、それは断ることはできないはずですが、だから、

今度のシステムでさかのぼってチェックすることができれば、そう難しくなくやれるんじゃな

いかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 資料のありなしの問題もありますので、その辺は永井議員の御意見も十分承っておりますし、

過去のケース等も承知をしておりますので、今後検討させていただきます。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

 他に質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第11・議案第44号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第11・議案第44号：平成20年度愛西市農業集落排水事業等特別会計補正予算（第

２号）についてを議題とし、質疑を行います。 

 通告に従い、発言を許可いたします。 

 最初に、５番・吉川三津子議員、どうぞ。 

○５番（吉川三津子君） 

 １点お伺いしたいと思います。 

 汚泥清掃委託料ということで計上されているわけですけれども、なぜ当初予算に織り込まれ
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なかったのか。まだ９月ですので、時期的にも突然足りなくなったとか、来年度まで待てない

とかいった話ではないと思うんですけれども、どのような理由でこの時期に補正を組まざるを

得なくなったのか、その理由についてお伺いしたいと思います。 

○上下水道部長（飯田十志博君） 

 ９月に補正を組まなければならなかったといいますか、当初予算時につきましては、ある程

度の量は把握しておりましたが、当該工事の詳細実施設計につきましては本年度に入ってから

行っておりますので、その槽内洗浄に必要な水量等がはっきりしてまいりましたので、この９

月補正をさせていただきました。よろしくお願いします。 

○議長（加賀 博君） 

 次に、21番・永井千年議員、どうぞ。 

○２１番（永井千年君） 

 鵜多須地区の機能強化事業、それに伴う汚泥清掃ということですが、これ具体的に聞きたい

んですが、通常の汚泥処理費とは違って、汚泥清掃ということでありますので、具体的にどう

いう作業をするのか、まず教えていただきたいのと、今回、このような事態、予算を組まなく

ちゃいけない事態になったというのは、施工上の問題点があるのか、単なる管理上の問題。管

理上の問題であれば、その責任はどこにあるのか、その辺もう少し詳しく説明していただけま

すか。 

○上下水道部長（飯田十志博君） 

 具体的な作業内容でございますが、それぞれ形式がございまして、当初のこの鵜多須地区に

つきましてはジャルス３型といいまして、生物膜を利用した処理方式になってございます。し

たがいまして、サカマキガイですが、それが発生する可能性があるということで、当初、鵜多

須地区につきましては事実発生したわけでございますが、それを今度活性汚泥法による処理方

式に改修をするというものでございます。 

 具体的にといいますと、今の処理槽が２系列、沈殿槽、曝気槽とございますのを、それぞれ

通常曝気槽から沈殿槽へ移るんですが、その接触曝気槽についてサカマキガイが発生する可能

性があるということで、それを今度、活性汚泥法にするわけですが、その改修のために底をき

れいに洗いまして、活性汚泥法の処理方式に工事をするものでございます。 

 先ほどの質問で、施工上か管理上の責任かというような御質問でしたが、この生物膜の処理

方式ですと、先ほども言いましたがサカマキガイが発生する可能性があるということでござい

ます。したがいまして、管理上の責任か施工上の責任かという問題ではなく、この生物膜処理

方式そのものが発生する可能性があるということで、サカマキガイがどこで発生したのか、ち

ょっとそこら辺については具体的にはわかっておりません。よろしくお願いいたします。 

○２１番（永井千年君） 

 そうすると、一番最初の方式の導入の判断が間違っておったということですか。それとも、

たまたまほかではあり得ないことが起こってしまったということなのか。当初から、ジャルス

３型というのはサカマキガイが発生するということが予想されておれば、ほかの方式を選択す
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るということがあったと思いますが、その辺のことを言っているんです。だから、その判断が

間違っておったのか、どうなのかというところです。 

○農業集落排水担当課長（鈴木幸雄君） 

 鵜多須地区を初め八開地区におきましては、ジャルス３型がその当時最高の、農業集落排水

事業では適しているということで、一応決定してございます。また、愛知県内においてもこの

ような施設は数多く、五十何施設もあるかと思います。 

 それで、先ほど言いましたジャルス３型につきましては、汚泥の量が少ないのでメリットが

あるという当初の計画に基づいて一応実施、導入されたものでございます。たまたまハンディ

ということはないんですけど、その当時にサカマキガイとかそういった生物が発生するのは想

定外でございました。これは県の方、もしくは上部の連合会の方でも一応わからなかったとい

う形でございます。ただし、県内においても、飛島村、それからもう一件、県内でございます

が、そちらの方でもサカマキガイが発生し、改修をしております。以上でございます。 

○２１番（永井千年君） 

 そうしますと、管理をきちっとしておれば、その発生は防止できるということなんでしょう

か。管理が悪かったので、発生しちゃったということなのかどうか、そのあたりどういう判断

ですか。 

○農業集落排水担当課長（鈴木幸雄君） 

 管理面じゃなくて、これは通常受益者というか、個人の方でも何かの野菜とか、そういった

ものを洗って、たまたま卵がついていると発生する可能性があるという形でございます。条件

的にジャルス３型については、そういったハンディ面があったということでございます、結果

論としまして。それで、中には熱帯魚とかそういったものをよく飼ってみえる家庭があると思

いますけど、そういった水を集排の中にひょっとして流されると、それが処理場までたどり着

いて、そこで温度が高いものですから発生するということを聞いております。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第12・認定第１号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第12・認定第１号：平成19年度愛西市一般会計歳入歳出決算の認定についてを議

題とし、質疑を行います。 

 通告に従い、発言を許可いたします。 

 最初に、５番・吉川三津子議員、どうぞ。 

○５番（吉川三津子君） 

 では最初に、歳入歳出全般的な推移についてお伺いしたいと思います。 
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 ６月議会からいろんな場面で愛西市の財政は健全だという言葉を何度も聞いてきているわけ

なんですが、しかし、一方で財政が厳しいから給食センターを統合しなきゃいけないとか、保

健センターを廃止しなきゃいけないとか、また監査委員からの報告でも財政が厳しいから、こ

れからも財政運営を引き締めてやっていかなければいけないような、そんな言葉もあちこちで

聞かれております。 

 今後、少子・高齢化による減税、それから地方交付税の削減も考えられるわけなんですけれ

ども、こうした社会的背景を踏まえて、19年度決算の歳入歳出その他支出等を含めて、どのよ

うな評価をされているのか、最初にお伺いをしたいと思います。 

 それから、二つぐらいずつさせていただきます。 

 二つ目に行財政の、実績報告書の37ページですけれども、行政評価導入支援委託ということ

でちょっとお伺いしたいと思います。 

 この行政評価については、議会でも何度か質問させていただいております。私は、他の市で

取り組まれている行政評価シートなどで、火葬場の事例を幾つか調べたことがあるんですけれ

ども、そういった中で、火葬炉が老朽化して、新たに建て直しが必要という評価がされている

事例の中では、セレモニーホールの必要性についても評価がされて、行政が手がける事業では

なく、民間のセレモニーホールがあればそちらに任せるべきで、民間への圧迫はよくないとか、

そういった評価がいろいろされているわけです。ですから、私はこういった行政評価の導入と

いうことがされていたならば、もう少し今の火葬場のつくり方、プロセスも変わってきたんじ

ゃないかなということを、とても残念に思っているわけなんですが、多くの自治体で行政がし

なくてはいけないこと、どちらとも言えないこと、民間で足りているから行政がしなくてもい

いこと、そういったことをしっかりと踏まえて、新たな事業をするかしないかを判断していく

必要があると思うんですけれども、こういった委託をされて、行財政評価システムがどこまで

進んで、今どう生かされているのか、お伺いをしたいと思います。 

○企画部長（石原 光君） 

 それでは、まず最初の２点について順次お答えさせていただきたいと思います。 

 19年度決算の歳入歳出全般について評価はどうしているかというお話でございますが、先ほ

ど議員御指摘の中に、少子・高齢化による生産年齢人口の減の傾向にあると。御指摘のとおり、

市の総合計画の推計にも、平成32年には６％近く減少するであろうという見込みを立てており

ます。 

 また、一方では合併算定がえによる交付税等、いわゆる一本算定による差が試算をいたしま

すと約15億円近く減ってくるであろうというようなことも考えられますし、これが合併してか

ら12年後には歳入減となることが予想されるということは承知しております。 

 それで、平成19年度の歳入歳出の数字についてどう評価しているかという御質問でございま

すけれども、決算はあくまで予算に対しての決算でございます。予算の作成の段階で、持続可

能な財政運営を目標に、予算規模、またそれに基づく予算の枠の配当、そういったものをもと

に予算編成を実施してきておりますし、財源に関しましてはいろいろ御指摘をいただいており
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ます合併特例債の有効活用に心がけておるというところでございます。 

 そして、トータル的には、今現在お示しをさせていただいております集中改革プランに沿っ

た財政運営を目標に、現状いろいろ混沌としております政治経済状況を今後よく見きわめた中

で、柔軟に対応していく必要があるのではないかということを現時点では考えております。 

 それから、２点目の行政評価の関係でございますけれども、現在、どのような状況かという

御質問でございますけれども、これは再三御案内のとおり、いろいろ御質問に対してお答えし

ておりますけれども、現在は総合計画に定めております成果目標を達成するために必要な手段、

これはロジックモデルでございますけれども、個々の事業ごとに因果仮説を理論的に組み立て

ておるわけでございます。その事業ごとに、どの段階で問題があるのか、より具体的に検証す

る物差しとして、これもあわせて短期、中期、それから長期に、そういった中間指標ですね。

そういったものを設定し、現在そのロジックモデルの検証も進めている状況でございます。 

 それとあわせて、現行の事務事業の成果目標に対して有効であるか、その評価をするための

点検シートを作成して取り組んでいる状況でございます。 

 それで、この点検シートにつきましては、より成果を上げるための手段、先ほど御指摘がご

ざいました新規事業、あるいは既存の事業の改善、またその中には廃止も含めて検討すべき事

務事業もあろうかと思います。そういったものを仕組みとして、この有効評価システム、最終

的にはここにつなげていきたいということを考えておりますけれども、そういった点検シート

の作成に原課挙げて取り組んでいるというのが現状でございます。以上です。 

○５番（吉川三津子君） 

 歳入歳出の部分については後ほど健全化法の数値のところで詳しく再度質問させていただき

ますけれども、この行政評価の導入の、やはりここをしっかりとしていただいて、市民にどう

進んでいるのかということの公開を早くしていただきたいんです。それのスケジュールがどう

なっているのか、その点についてお伺いしたいと思います。 

○企画部長（石原 光君） 

 今点検シートの作成ということを申し上げましたけれども、ほぼ企画課の方へ各課から点検

シートが提出をされております。それに基づいて、今後中身の精査、それぞれ一つの事業ごと

にチェックをかければいいんですけれども、その辺を今後どういった形で内容のチェックを進

めていこうかということで、今企画課の中で検討しているのが現段階でございます。 

 いずれにしても、最終的には来年度の予算編成に向けての査定上の一つの判断する材料とし

て、そういった使い方もできますので、いち早くそういったものを確立した中で、今おっしゃ

ったような公表できる部分もあろうかと思いますので、そういったものをいち早く詰めていき

たいというふうには考えております。 

○５番（吉川三津子君） 

 ぜひその辺のところは早く進めていただきたいと思います。 

 集中改革プランで数値目標を上げられているんですけれども、それは数値だけを追うことは

たやすいというふうに思っております。それはどこかでカットするなり、どこかで都市計画税
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を取るなり、固定資産税を上げるなり、市民の負担をふやせばその数値は達成できます。でも、

福祉が皆さんの望むものが達成できているのかどうか、その辺のところが見えない限り、私は

市民の賛同は得られないと思いますので、この行革がどのように進められているのか、いち早

く見えるような形にしていただきたいということを１点要望しておきます。 

 それから次に、防災無線についてお伺いをしたいと思います。 

 ちょっとページ数を書き忘れてきたのでわからないんですけれども、この防災無線、特に立

田の方から御意見をいただいているんですけれども、この間うちも大雨が降ったりなんかいた

しました。そうすると、天気がよくても放送が聞こえない地域があるということで、お話をお

伺いしております。そういった事例がどれぐらい寄せられているのか。それに対して、今後ど

のような対策をとっていくのか。私自身も実は、お天気がよくて窓をあけても何も聞こえない

というところに住んでいるんですけれども、そういったところにどのような対策をされていく

のか。そんな声も届いているのか、お伺いをしたいと思います。 

 それから都市計画マスタープランの策定について、実績報告書の105ページですが、これに

ついても一般質問の方で再度詳しく質問はいたしますけれども、この都市計画というのは合併

前、立田ですと全村市街化調整区域でしたので、全く無縁のプランづくりだったと思います。

私も勉強不足で、今ごろこんな質問をしていてはいけないということは反省しているわけです

けれども、市側も同様で、４町村の職員の皆さん、この都市計画についてはあまりかかわりが

ない。10年に１度こういったことが訪れるということで、それほどこういったものにかかわっ

てきた方がいらっしゃらないという部分があったかもしれないんですけれども、こういうもの

が何年後にはあるよという情報はあったわけですので、もう少し情報公開と市民参加を進めて

いただきたかったということはとても残念に思っています。 

 総合計画の次に大変影響力のある、これから愛西市をどうしていくかという、これはプラン

です。そこにやはり情報公開がされず、市民参加も全くとは言いませんけれども、乏しい中で

これが進められているというところには、大変私は残念に思っているわけですが、今までどの

ようなプロセスで進められてきたのか、今後、どのようにされていくのか、その２点について

お伺いをしたいと思います。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 まず最初に防災無線の関係でございますけれど、これにおきましては16年の４月に旧立田が

整備をされまして、全世帯に対応できるようにということで進められてきておりまして、開局

後におきましては、今話がありましたように、聞こえにくいというようなお話を承ったことも

事実でございます。 

 それの対策でございますけれど、このスピーカーというか、拡声器が集落の中で複数にわた

っておるところもあります。そういうようなところにおいてはハウリング現象を起こして、お

互いに共鳴し合って引っ張るものですから、それの対策としてはボリュームを絞ったり、また

スピーカーを切ったりしたり、またスピーカーの向きを変えたりして対応してきておるという

のが現状でございます。それで、例えば一方で余りにも声が大きくてたまらないというような
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ところもあるわけでございます。というのは、そういう地区の方というのは、まずスピーカー

の真下に住んでみえる方等があるわけでございますが、そういうような方の中で話を聞いてみ

ますと、夜勤の方とか、また特殊仕事についてみえる方等、皆さんあるわけでございます。そ

ういう中におきましても、私どもはそんな職業まで調べて対応することはできませんので、地

区の総代さんにそういうことについても御相談申し上げて、連携を密にして進んできておるの

が現実でございます。 

 そういうような中で、その近くの方はそういう現象なんだけれど、地区全体で考えればそう

いうことがあってはなりませんので、御理解をいただけるところもありますけれど、いただい

ていないというのも現状でございます。 

 それで、今議員が申されましたように、聞こえづらいというようなところにおいては、雀ヶ

森とか、また早尾の川並の近所ですか、旧佐織境のところ、そういうようなところからは聞い

ておりますが、どんな方法というのは、今も言いましたようにだましだましととられるかもし

れませんけど、方向を変えたり、そういうような形で対応してきているというのが現状でござ

います。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 それでは、私の方からは都市計画マスタープランについてお尋ねでございますので、お答え

をさせていただきたいと思います。 

 愛西市の都市計画マスタープランについては、議員も質疑の中で述べておられますように、

都市計画法第18条の２に規定をされておりまして、総合計画等の上位の関連計画と整合をとり

つつ、土地利用とか都市施設の整備に関する基本的な方針を定めるものでございまして、長期

計画的に記載をするものでございます。これにつきましては、コンサル等へ実際に委託をして

行ってきたわけですが、市民アンケート調査も行って、そういうことをしながら原案の作成を

してまいりました。 

 これに当たりましては、まず市職員の中から主任、それから課長補佐の間で構成をいたしま

す都市計画のマスタープランの策定部会を立ち上げまして、その中で案の作成を行い、その後、

愛知県の都市計画課、それから海部事務所の職員の皆さんに御参加をいただきまして、市の職

員においては副市長以下部長級、それから県から派遣で出ておみえになります次長級の職員の

策定委員会という形で構成をいたしまして、今回の19年度の決算に上がっておりますような全

体構想編の作成をしたのが経過でございます。よろしくお願いいたします。 

○５番（吉川三津子君） 

 防災無線につきましては、鉄塔の下の方たちが大きな音になると大変な思いをしていらっし

ゃることは重々承知をしております。しかし、一方で、この間のような大雨が降って、岡崎の

方でも災害が起きると、いざとなったときに不安を感じていらっしゃるものですから、やっぱ

りその辺、また見ていただいて、よりよい方法があれば工夫をお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○総務部長（水谷洋治君） 
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 今の件でございますが、今はボリュームを絞ったりして調整しておりますけれど、いざ災害

が起きた場合の緊急放送になった場合におきましては、最大の音に自動的に切りかわる装置に

なっておるそうでございまして、通常聞こえにくい地域においては、そういうことは待ったな

しに切りかわってしまいますので、制度上はそういうようになっているということは聞いてお

りますが、現実にそういうことはまだ起きておりませんので、そういうようなことも頭に入れ

ておることだけは事実でございますので、よろしくお願いします。 

○５番（吉川三津子君） 

 その辺も十分聞かれた方にはお知らせしていきたいと思いますので、私の方としても機会が

あればそんなお話をしていただけると助かります。 

 都市計画マスタープランにつきましては、一般質問の方で改めてお伺いいたしますので、次

の項目、教育委員報酬、決算書の136ページですけれども、教育委員会のことでちょっとお伺

いしたいと思います。 

 愛西市になりまして、２学期制ということで行われていると思いますが、今、他の自治体で

やはり２学期制は試験の期間も長くなって、範囲も広くなったりとか、メリット・デメリット

を見直して、３学期制に戻すというところもふえてきているような気がしております。保護者

の皆さんからも、いろんな意見が届いているわけなんですけれども、私の考えといたしまして

は、それぞれ学校の事情とか行事もあるものですから、あえて全市統一して２学期制にする必

要があるのかなということは、合併前からずっと思ってきたわけなんですけれども、今２学期

制を進めていらっしゃって、愛西市の教育委員会として、今の状況をどのように評価されてい

るのか、またこれが課題になっているかも含めてお伺いをしたいと思っております。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 それでは、２学期制についての評価ということでございますので、私の方から答えさせてい

ただきます。 

 愛西市では、平成18年度より市内全中学校が２期制を取り入れました。混乱もなく、スムー

ズに実施されております。 

 ２学期制の評価といたしましては、授業や活動の時間がふえ、教師が子供とじっくり向き合

うことができることによって、繰り返し学習による基礎学習の定着や、教育相談の充実につな

がります。また、週当たりの授業時間の少ない教科でございます音楽とか美術、技術家庭など

は１期のうちの授業時間がふえることによりまして、落ちついて作品づくり等に取り組ませる

ことができます。 

 課題といたしましては、定期テストの間隔が広過ぎることによって学習意欲が持続しないこ

とも上げられますが、評価は１回のテストでされるものではございません。単元ごとにいろい

ろな評価資料によってなされております。このあたりの説明責任をきちんとしていかなければ

ならないと考えております。以上でございます。 

○５番（吉川三津子君） 

 教育長の方にお伺いしたいんですけれども、今、困難もなくという話が出たんですけれども、
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困難はないことはなくて、いろんな御意見が私の方にも届いているし、多分学校の中でもＰＴ

Ａ等で出ているというお話は聞いているんですね。具体的に教育委員会の方でこういった議論

がされているのか。ある学校については、２学期制にするに当たってあまり積極的ではなかっ

たところも、愛西市になってからあったと聞いてはいるんですけれども、今の各学校の考え方

はどうなっているのか、その辺お伺いしてよろしいでしょうか。 

○教育長（五冨利清彦君） 

 それじゃあ失礼をさせていただきます。 

 今、吉川議員の方からお話がありました２期制につきましては、実は平成14年度からスター

トしたわけでございます。この愛西市の中は合併前のところで、もとの佐屋町の２中学校、そ

れから16年度に八開中学校と佐織の２中学校、最後に18年度にスタートしたのが立田中学校と

いうような流れで進めてまいりました。 

 今おっしゃいますように、親さんからいろんな御意見がございます。ただ、学校としては授

業時数の確保やら、あるいは中学校ですので、ちょうど夏休み前の部活動等にしっかりと取り

組んでいただく。あるいは12月の進路指導のところにじっくりと話し合っていただける、そん

な利点の中で現在進んでおるのが現状でございます。 

 教育委員会としては、基本的には学校から申し出があれば検討をして、そしてやってくださ

いというような話になっております。したがいまして、以前にも小沢議員の方から一般質問が

ございましたけれども、現在、小学校については検討をさせておっていただきますけれども、

これも学校長を中心に教頭、教務主任等が一つのプロジェクトをつくりまして検討をしており

ますけれども、それについてはまたこの３月末のところである程度結果が出てくるのではない

かと、そんなふうに思っております。 

 教育委員会としては、特に学校からいろんな問題が出てくれば、また検討していきたいと、

そんなふうに思っておるところでございます。 

○５番（吉川三津子君） 

 ありがとうございます。ぜひ現場重視で進めていただきたいと思います。 

 学校によっては、２期制でありながらも、実質上３学期制みたいな形をとって工夫されてい

るところもあると聞いておりますので、柔軟に対応をお願いしたいと思います。 

 次に、児童及び教職員健康診断委託料、決算書の140ページについてお伺いをしたいと思い

ます。 

 こちらの方につきましては、私たち大人につきましてはメタボへの対応ということで、いろ

いろ対応がとられているわけですけれども、以前、私、議会の中でも少し質問させていただい

たかと思うんですが、小学校、中学校において血液検査がされておりました。それによって、

子供の生活習慣病の把握ということがされていたわけですけれども、その後実施がされなくな

っているわけで、大人に対してこれだけ手厚くメタボの関係の予算が取られていて、なぜ子供

にはないのかということを思っております。 

 私も、愛知県の方でいろいろ県下の資料を調べさせていただいて、子供の生活習慣病のひど
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さというのはとても感じております。今、愛西市の保健センターでは、小・中学生の食事の状

況とかも調べて、そういったデータの蓄積が随分されてきたということで感心をしております。

以前は保健センターは未就園児までの健康管理しかしていませんでした。でも、愛西市になっ

て最近では、小学校のデータも保健センターが入手して、生まれたときから大人になるまでの

健康管理がある程度されていく一歩が今踏み出されているのかなということを、最近保健セン

ターの皆さんのお話を聞いて、とても私は感心をしているわけですけれども、今、大変子供の

食が乱れていて、生活習慣病というのは深刻な、糖尿病の子供さえ出てきている状況なんです

ね。それで、こういった子供の血液検査の状況、今再開されたのか、それともまだないのか、

今後やっていく予定があるのか、その辺についてお伺いをしたいと思います。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 それでは、血液検査についてお答えを申し上げます。 

 この血液検査につきましては、平成17年度に小学校５年生と中学校１年生において実施をい

たしました。しかし、保護者の方から、学校保健法で定められていない検査項目を実施しても

よいのかとの意見をいただきました。したがいまして、養護教諭、それから学校医の意見・指

導のもと、それ以後実施はいたしておりません。現在では、学校医による健康診断を初めとい

たしまして、結核検査、寄生虫卵検査、ぎょう虫卵検査、尿検査と心電図検査を実施いたして

おります。学校医の健康診断を除く委託料につきましては、小・中学校合わせまして約400万

円ほどでございます。 

 また、17年度に実施しました血液検査につきましては、１人当たり1,356円程度でございま

した。以上でございます。 

○５番（吉川三津子君） 

 この血液検査というのは、愛知県の方で全市町村の資料をいただいたんですけれども、多く

のところで実施がされております。もしかして、やってほしくないという意見があって、その

弊害が今ないならば、やはりこれは進めていただきたいというふうに思っておりますので、検

討を再度お願いしたいと思います。 

 それから、今保健センターというのは生活習慣病について大変貴重なデータを蓄積されてい

ますので、ぜひとも学校教育のところと連携をとって、保護者にそういったものが伝わるよう

な工夫を、縦割りではなくて進めていただきたいということをもう１点お願いして、その質問

を終わります。 

 次に、施設修繕工事、耐震工事について、実績報告書の120ページについて質問させていた

だきます。 

 安全が大切ということで、耐震工事が進められているということは私も大変評価をしている

わけなんですけれども、それとは逆に、こういった工事によって窓が狭くなって、教室の中が

暗くなって、ちょっと暑くなってきているという声も届いているわけなんですけれども、これ

は温暖化の影響等もありまして、熱中症対策として学校に扇風機を設置する学校がふえてきて

おります。昨日、津島市の議会のケーブルテレビ、ちょうどつけたらやっておりまして、そこ
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で美和町が全小学校、１教室に４万円程度で扇風機が設置できるということで、津島市も順次

扇風機を設置していくということで、きのう議会の方でちょうど一般質問でされておりました。 

 私は、小学校の低学年というのは、体温調整が大変まだ未熟なものですから、熱中症とかそ

ういったことの心配は大変あるのではないかと思っております。市長は、就任された直後に佐

織中学校にクーラーがあるので、順次クーラーの設置をしていくというふうに言われていたわ

けなんですけれども、もしかして方針が変わっているならば、直ちに扇風機という路線に変更

しなければいけませんので、そういった面でクーラーの設置、それから扇風機の設置、どうい

った考えで学校の教室の環境づくりの面について考えているのか、お聞きしたいと思います。 

 市長は前、快適よりも安全ということをおっしゃったかと思うんですけれども、今の教室の

暑さというのは快適とかそういう問題ではなくて、健康の安全の問題だと思いますので、その

点を踏まえて御答弁をいただきたいと思います。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 この件につきましては、先ほど議員おっしゃられたとおり、愛西市では児童・生徒の安全を

第一に考え、耐震補強工事を最優先して進めております。空調設備につきましては、耐震補強

工事が終了した後、最重要検討事項だと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○５番（吉川三津子君） 

 空調というと、クーラー設置の路線がまだ続いているのか、そうではないのか、具体的にい

つごろから耐震が終わって、この問題に何年度から取り組まれる予定なのか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 先ほど申し上げましたように、耐震工事が終わった後ということでございますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

○５番（吉川三津子君） 

 市長、耐震はいつごろ終わる予定なのか。 

○教育長（五冨利清彦君） 

 今の予定では、22年度にすべて終わる予定でございます。 

○５番（吉川三津子君） 

 じゃあ22年度耐震が終わった段階で、すぐにこの空調の関係、クーラー等も含めた対策をと

っていくというふうに判断してよろしいということですね。 

 では、あと園舎保全工事、決算書の96ページですけれども、工事内容がどういったものか、

１点お聞かせいただきたいと思います。 

 それから次に、学校給食管理費、決算書の161ページでございますが、昨年も給食食器の素

材について指摘をさせていただきました。私も七、八年ほど前に愛知県下のすべての自治体の

給食食器素材についての調査をしたことがあるんですけれども、当時、環境ホルモン物質とい

うことが盛んに報道されていて、そのころ、ポリカーボネートの素材にビスフェノールＡとい
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う環境ホルモンが含まれているということで、その素材の食器が随分減ったんですが、その後、

また環境省の方がそれほど影響がないという発表をしておりました。しかし、また最近になっ

て、このポリカーボネートは環境ホルモン物質であるということで、また環境省の方が調査し

ているわけなんですけれども、私はポリカーボネートというよりももっと驚いたのは、海部郡

でまだメラミン樹脂の食器が使われているということに、この七、八年前に大変私は驚きまし

た。このメラミン樹脂というのは、ホルムアルデヒドが少しきずがついただけで出るというこ

とで、全国で徐々にこういった食器は廃止の動きがあったものですね。それがいまだに使われ

ていたということで、何度も改善してほかの素材に変えるべきではないかということを訴えて

きたわけですけれども、今子供たちのアレルギーが随分ふえてきている中で、環境物質暴露と

いうのは最小限に抑えていく必要があると思うんですけれども、こうした給食食器について、

教育委員会の方ではどのような議論がされているのか、具体的にあれば教育長の方から御答弁

をいただきたいと思います。 

○教育長（五冨利清彦君） 

 特に議論はしておりません。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 園舎の修繕の関係でございますが、佐屋中央保育園の外壁の補修並びに外壁の塗装工事、そ

れと永和保育園のベランダの修繕、それからひさし部分の補修等、そういった工事でございま

す。 

○５番（吉川三津子君） 

 学校給食の食器の件ですけれども、今給食センターの建てかえの問題も起きておりますので、

あわせて徐々に、より安全な、とにかく、多分教育長も御存じのようにアレルギーの子供が本

当に異常なほどふえている状況でありますので、一番に子供たちの安全というところに私は税

金を使っていただきたいと思いますので、それは一つお願いをしておきたいと思います。 

 あと保育園の関係ですけれども、小・中学校では耐震工事が進んでおりますけれども、保育

園の耐震工事、そういったものは具体的にどのような計画になっているのか。それから、これ

も市長が就任された直後に佐織保育園の建てかえについても前向きで取り組んでいくというお

話があったんですけれども、この２点について、今後の計画はどうなっているのか、お伺いを

したいと思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 耐震につきましては、先ほどからもお話しありますように、今は学校の耐震ということが中

心になっておりますので、その後ということで市の内部でそういう合意がありまして、私ども

もその後取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 それから佐織保育園の建てかえの件につきましては、旧佐織町時代に場所の選定等で二転三

転したということは承知しておりますが、現在のところ、まだ動きは私どもとしてはしており

ません。 

○５番（吉川三津子君） 
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 そうすると、保育園の耐震については具体的にいつごろからやるとか、そういったことは全

く計画に上がっていないのか、それとも何年度ぐらいをめどにスタートしたいとか、そういっ

たものはあるのか、お伺いをしたいと思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 私どもとしては耐震診断等の予算の確保に向けて、要求はさせていただいてはおるんですけ

ど、財政的な問題でもう少しということになっておりますので、財政が許すときになりました

しらすぐやっていきたいというふうに思っております。 

○５番（吉川三津子君） 

 先ほどから、安心より安全ということを市長は言われているわけで、ずっとこの保育園の問

題が放置されているというのは、今までの答弁から矛盾することでありますので、私は一番に

やることは一体何なのかということをきちっと考えていただきたい。今まで答弁を聞いており

ますと、何を一番に最優先にやっていくのかというところが一転二転しているように感じられ

てなりませんので、最後ですけれども、その辺、私は子供たちの命をきちっと確保できる、健

康を確保できるところに、子育て支援を市長もしていくとおっしゃっているものですから、そ

こら辺に一番に力を注いでいただきたいと思いますので、最後にその要望をさせていただきま

す。以上です。 

○議長（加賀 博君） 

 ここで10分間の休憩をしたいと思います。再開は35分からお願いいたします。 

午後２時24分 休憩 

午後２時35分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして、会議を再開いたします。 

 次に、26番・宮本和子議員、どうぞ。 

○２６番（宮本和子君） 

 19年度の一般会計決算について何点かお尋ねしますので、よろしくお願いいたします。 

 第１点目ですが、48ページの相談委託料1,280万円ほどでありますが、相談実績と内容はど

のようになっているのでしょうか。 

 また、２点目ですが、56ページ、暮らしを育てる資金融資預託金３年間ですが、利用があり

ませんが、相談はあるのか。なぜ利用されないのか、お尋ねいたします。 

 それから59ページの敬老式、あすも佐屋で行われますが、70歳以上の高齢者が200人から600

人に増加しているのに、敬老式の参加者が、特に佐屋、立田地域では半減しております。長寿

をお祝いするというのなら、もっと高齢者が参加しやすく、その日ももっと楽しんでいただけ

る内容にすべきではないかと考えます。その点をどのように考えているのか、お尋ねいたしま

す。 

 それから４点目ですが、60ページの孤立死ゼロ・モデル事業の内容と今後の取り組みについ

てお聞かせ願いたいと思います。 
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 まず４点、先にお尋ねいたします。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 まず相談委託料1,280万円でございますが、こちらの方につきましては愛西市の社会福祉協

議会、並びに青い鳥医療福祉センターの方の２ヵ所に委託をいたしております。社会福祉協議

会の方におきましては、手帳の相談、制度の相談、補装具ですとか職業、それからサービスの

相談、そういった内容の相談に乗っていただきまして、平成19年度で694件でございます。そ

れから青い鳥医療福祉センターにつきましては、障害児の保護者やわかば園の職員等へ専門的

立場から障害児療育に関する相談や指導をお願いしておるものでございまして、平成19年度で

114件ございました。 

 それから暮らしを育てる資金、利用しない理由はということですけれども、相談はちょこち

ょこあるわけでございますが、つい最近も２件ほどあったわけでございますが、貸し出しには

至っておりません。実は、窓口としては社会福祉課の方で行っておりますが、実際の貸し出し

等につきましては銀行の窓口の方へ行っていただくということで、そういった不便さというこ

とがあるのかなということも思いますし、貸し出しに至るまでの日数が、若干保証の方の審査

がありますので、時間がかかるというようなこともあって利用に結びつかないのかなというふ

うに思っております。 

 それから敬老式の関係ですけれども、半減というお話がありましたが、平成17年度につきま

しては佐屋の場合は尾張温泉の方で行いまして、その後、18、19と今のような形式にしてきた

わけでございまして、そういったことで半減かなというふうには思っておりますが、ただこの

式典の持ち方につきまして、近隣等尋ねてみましたが、弥富市さんの場合は尾張温泉に80歳以

上を連れていっておられるようですけれども、他のところにおきましてはやはり式典、アトラ

クション、そういった形が多うございまして、こういった形の宿命なのかなということを思っ

ております。 

 それから孤立死ゼロ・モデル事業の内容でございますが、孤立死が社会問題化になっており

まして、愛西市におきましても今後そういった単身の高齢者、あるいは高齢者のみの世帯が増

加するであろうということを念頭に、厚生労働省のモデル事業として孤立死の予防、早期発見

に対する整備を目的に実施したわけでございます。内容につきましては、愛西市孤立死ゼロ・

モデル事業実行委員会を設置いたしまして、モデル地区といたしまして佐織地区の河畔地区を

設定いたしまして、相談・連絡窓口の設置、地域支援ネットワークの構築、緊急時のための情

報網・連絡体制の整備等の協議、孤立死防止・早期発見のための体制整備、そういったことを

協議してまいりました。以上でございます。 

○２６番（宮本和子君） 

 では、１点目の方から少しお聞きしますが、件数としては694件、社福でしているというこ

とですが、対応される職員というんですか、そういう点では専門性とか、そういった職員何人

ぐらいで対応されておりますでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 
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 ２名が現在当たっております。 

○２６番（宮本和子君） 

 障害者の関係も、自立支援法の関係で随分制度が変わったということで、そういった点での

相談もたくさんあろうかと思いますが、その点はいかがでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 そういった自立支援法による認定の相談ですとか、それから認定を受けた後のサービスにつ

ながる、そういった相談もございます。 

○２６番（宮本和子君） 

 これだけ相談もあるということですが、これはこういった相談窓口は当面も社会福祉協議会

と青い鳥の２ヵ所で続けていくということになりますか。今就労支援でセンターを設けている

ところもあるわけですが、そういう点では他のところでの相談窓口というのか、身近なところ

で相談もしやすいという状況も生まれてくるとは思いますが、そういった点では他の施設、愛

西市にも民間もたくさんありますが、そういったところでの相談も含めて今度拡大をしていく

とか、そういうお考えはあるでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 ７月には自立支援協議会というのを立ち上げまして、それぞれ部会等も立ち上げて、先ほど

お話しありました就労支援センターの方への相談といいますか、そういったことがあれば、そ

こで解決できるものはそこで解決をしていただきますが、そうでない部分については連携をと

り合って、他のところにつなげるとか、それから当然市の窓口へ相談に見える方もございます

ので、そういった方々の対応についても市の職員がきちっと対応すると。いろんな相談があっ

たところは最初の窓口でございますが、自立支援協議会を中心にしてそれぞれ関係部署がネッ

トワークを持って対応していくと、そんな体制をとっておるところでございます。 

○２６番（宮本和子君） 

 そういった意味では、連携をとって、それぞれきちっと相談されたことに対して対応ができ

るということは本当に大切なことで、もう少し愛西市全体の障害者の状況とか、相談内容が具

体的なサービスまできちっと対応されるということは本当に大切なことですので、ぜひ今後も

そういった連係プレーをより一層深めてやっていっていただきたいと思います。 

 それから２点目ですけれども、暮らしを育てる資金、相談はあるけれどもなかなか貸し出し

が難しいということですが、今これだけカードローンなどで金利の高い状況の中で、市民の皆

さんが大変苦しんでおられて、そういう点ではもっと借りやすいシステムにしないと、この制

度がせっかくありながら利用できない、それでは何のための暮らしを育てる資金という制度な

のかという点では、こういったカードローンで苦しむ前に、多重債務になる前に利用できる方

法を考えないといけないのではないかと思いますので、ぜひこの制度を生かされるような形で

検討していただきたいと思いますが、金融機関も幾つか拡大していただいたり、そういう点で

は市の方もある程度借りやすい方法で少しずつ拡大しているにもかかわらず利用がないという

ことでは、もっと利用しやすい制度にしていただきたいと思いますが、その点はいかがでしょ
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うか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 この制度につきましては、金融機関の貸し出しの商品に乗っかっておるというような制度で

ありまして、結局市の方から預託をすることによってそちらの方の金利を下げていただくです

とか、保証料の助成をさせていただくというところがメリットがあるわけでありますが、返済

が滞った場合の債務の保証なんですけれども、これを今民間の保証機関に依頼をしておる現状

でございますので、そちらの方の条件等がありまして、そういった審査の時間とか、借りられ

ない場合が出てくるわけでございます。したがいまして、市が金融機関の債務を保証するとい

うような抜本的な改正でもすればまた変わってくるかと思いますが、現段階ではそこまでは考

えておりませんので、金融機関の現在の商品に乗った形の制度でありますと、やはり限界があ

るのではないかというふうに考えております。 

○２６番（宮本和子君） 

 今は金融機関の一つのサービスの一環ということですが、やはり制度が利用されないと意味

がないので、債務の関係もどうするかという問題も出てくるかとは思いますが、市がもう少し

こういったせっかくの制度を利用していただける方向で検討するという気持ちがないと、この

制度は幾らあっても利用しにくいと。そういう制度では何もならないと思いますので、ぜひ今

後は借りやすい制度にするということで検討を加えていただきたいと思いますが、お願いでき

ますでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 市の方では、暮らしを育てる資金の融資制度ということでございますが、社会福祉協議会の

方ではふいの出費にということで、10万円を限度ではございますが、同じような名前ですが暮

らし資金ですとかつなぎ資金ですとか、そういった制度も持っておりますので、相談の内容に

応じてはそちらの方を紹介するとか、そういったことも行わせていただいております。 

 ただ、実は暮らし資金は17件の未返済がございまして、つなぎ資金は８件の返済をされてい

ないという状況がございまして、大変職員の方がそういった返済の督促等で苦労しているとい

うような状況もございまして、先ほども返済のない場合の債務の保証を保証機関に依頼すると

いうようなことで対応しておるわけでございますが、やはり返済のことを考えますと、どうし

ても難しい部分が出てくるのではないかというふうに思っております。以上でございます。 

○２６番（宮本和子君） 

 そういう返済、実際にはそれだけあると難しいというお話もあろうかと思いますが、せっか

くの制度ですので、利用しやすい制度にぜひ今後も考えて、他の市町村なんかもこういった制

度を設けているところもあるわけですから、そういう点でもお互いに検証しながら、よりよい

市民のための制度にぜひしていただきたいと思います。 

 ３点目ですけれども、敬老式、私も佐屋町時代から尾張温泉での敬老式からずうっと参加さ

せていただいて、本当に高齢者の方が年に１回、敬老式で出会うことを楽しみにしている方が

たくさん見えるわけですが、あすは中央公民館でやられるということですが、なかなか足を確
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保するということも難しいようですけれども、私はもっと地元で行われる敬老式なんかに援助

をして、もう少し地元へ足を運んで敬老式、地元の皆さんと一緒に長寿を祝うということをし

ていただくのがいいのではないかと思います。私も先日、地元の敬老会に参加しましたが、会

員の方の踊りや大正琴、本当に懐かしい歌を歌いながらのプレゼント交換や、毎年いろいろ工

夫されてお金のかからないやり方でやっておられますが、最高齢の103歳の方も、短時間です

が参加していただきました。そういった点では、本当に心のこもった敬老式だったなあという

ふうに今も思っておるわけですが、そういったことで、もっと地元で行われる敬老会に援助す

る方も片一方ではあるかと思いますので、その点はいかがでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 地元の皆さんの御意向もあろうかと思いますが、確かにそういった形でやっておる市町もあ

るように見受けられますが、御意見として承らせていただきたいと思います。 

○２６番（宮本和子君） 

 では、形だけの敬老会よりも、そういった本当に楽しんでいただける形の敬老会にぜひして

いただきたい。市民みんなで長寿を祝うということも必要かもしれませんが、やはり地元の皆

さんと御一緒に、地元の高齢者の方の長寿を祝うということも大切なことだと思います。 

 それから４点目ですが、孤立死ゼロの問題で、佐織の公民館で大会がありまして、私も参加

させていただいて、愛西市のこういった取り組みを初めて知りまして、今後の取り組みですね。

具体的にはモデル事業として１年だけのモデル事業でしたので、これからこうした孤立死ゼロ

にしていくにはどうしたらいいかと。現実に愛西市になっても何件かあったということで、私

もこんなに孤立死される方があるんだなあという驚きもありましたので、そういう点では具体

的に今後どうするのかということが求められておりますので、その点の見解をお聞かせ願いた

いと思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 おっしゃられるように、継続していくということが大切なことだというふうに私ども思って

おりまして、モデル事業としては１年限りでございますが、今年度も引き続きまして、相談・

連絡窓口につきましては高齢福祉課、地域包括支援センター等を窓口といたしておるわけでご

ざいますが、広く周知をさせていただいたり、地域支援のネットワークということで、新聞販

売店とか牛乳販売店、そういった方々のところを回らせていただきまして、ひとり暮らしの方

の異変等の通報のお願いをしたり、愛西市内で仮にそういった死亡事故等の事例ができますと、

そういったところの要因等分析をいたしまして、今後に生かすための調査・研究とか、そうい

ったことは今後も続けていくつもりで、地域包括支援センターの方に取り組んでもらっており

ます。 

○２６番（宮本和子君） 

 では、５点目にまいります。雑入についてお伺いしたいと思います。 

 福祉作業所の工賃310万円が出ておりますが、各作業所ごとの内訳はどのようになっている

のか。今まで決算書に出てきませんでしたが、それは理由があるのでしょうか。その点をまず
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お伺いいたします。 

 それからまた、雑入の２点目としては、児童館の間食が平成18年度の決算では掲載されてい

ましたが、今回19年度ではなくなっておりますが、その理由は何か。 

 また、その他で5,000万円もあるんですが、その内訳の主なものについてお聞きしたいと思

います。 

 そして６点目ですが、永和荘の入湯税が195万円計上されておりますが、20年度末で永和荘

が閉鎖するということを聞いておりますが、このまま永和荘は処分されるのでしょうか。県か

ら情報があればお聞かせ願いたいと思います。 

 それから７点目ですが、平成19年度には児童クラブ定員以上の待機者が出るということで、

ＮＰＯ法人愛西児童老人ふれあい館や、また草平福祉館の民間の放課後児童クラブができまし

たが、待機児童の解消はできましたでしょうか。また、他の児童館でも希望者がふえていると

聞きますが、定員以上の希望者の実態がどのようになっているのか、お聞かせ願いたいと思い

ます。 

 そして８点目ですが、先ほども吉川議員からも質問がありましたが、安全第一ということで、

小・中学校の耐震補強工事が22年度には終わるということで先ほどもお聞きしましたが、やは

り子供の施設として学校と同様に、保育園の耐震補強工事は私も急がなければならないことだ

と考えます。耐震補強工事の計画はどのようになっておりますか。耐震診断は行われていると

は思いますが、そこら辺もどうなっているのか、ぜひお願いしたいと思います。 

 その４点についてお聞かせ願いたいと思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 それでは、福祉部に関係するところから先にお答えをさせていただきます。 

 まず作業所の工賃の関係、310万ですが、佐屋地区ののぞみ作業所と八開地区の八開福祉作

業所につきましては直営ですので、こちらの方で計上をしております。額としましては、のぞ

み作業所が259万円、八開福祉作業所が51万3,000円強ということでございます。立田福祉作業

所と佐織福祉作業所につきましては社会福祉協議会に委託ですので、一般会計は通っておりま

せん。ちなみに額といたしましては、立田福祉作業所が26万2,000円、佐織福祉作業所が230万

9,000円でございます。千円未満は切り捨てでお答えさせていただきましたので、よろしくお

願いいたします。 

 それから児童クラブの間食代でございますが、雑入の中のその他の部分で139万9,000円入っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それから永和荘の関係ですけれども、今年度末で廃止ということになります。その後、私ど

もが今聞いておりますのは、県庁内で活用される部署を募集いたしまして、それがなければ処

分するというようなことを聞いております。 

 それから児童クラブの待機の関係ですが、19年度いろいろ皆さんに御心配をおかけいたしま

したが、現在では旧佐屋地区のふれあい館、旧佐織地区の町方児童クラブ、ほのぼの児童クラ

ブ、そういった補助制度を設けまして、そちらの方で担っていただいております。若干申し込
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みのずれ等、時期等によりまして少し待っていただくというような状況はございますが、昨年

のような人数の多い待機はございません。 

 それから他の地区でございますが、やはり児童クラブはどこもふえている状況でございます

が、施設や指導員の配置など工夫をいたしまして、できる限り受け入れるという状況で進めて

おります。 

 それから耐震の関係ですが、先ほどもお答えさせていただきましたように、実は耐震診断も

まだやってないわけでございます。そういうことで、こちらも先ほどお答えさせていただきま

したように、財政の許すときが来ましたら早速やりたいと思っておりますので、よろしくお願

いをいたします。 

 私の方からは以上でございます。 

○企画部長（石原 光君） 

 それでは、私の方からは雑入のその他5,000万円の内訳の関係についてお答えを申し上げた

いと思います。 

 それで、主なものといたしましては、これは18年度、過年度精算分に伴う返還金ということ

で、高額療養費返還金が1,827万5,000円、それ以外といたしましては、職員の駐車場使用料が

675万2,000円、それから公営競技均てん化助成金という、これは県からの助成金でございます

けれども491万5,000円、それから先ほど福祉部長が答えております福祉作業所工賃が310万

4,000円、それから児童クラブ間食代として138万6,000円などが主なものということでお答え

をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 先ほど議員が言われました永和荘の関係で、入湯税195万円と言われたと思うんですけど、

実質的には192万9,750円でございますので、その点御訂正方、よろしくお願い申し上げます。 

○２６番（宮本和子君） 

 今、雑入の問題では、何かその他に随分大きな金額が載っているので、大きな金額はきちっ

と雑入の決算のところに載せていただくという方向性をとっていただくといいかと思います。

少ない金額もあれですが、大きな金額についてはきちっと網羅していただくと。その他で

5,000万はちょっと多いのではないかと思いますので、今後掲載については考慮していただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから福祉作業所については、八開についてものぞみについても、委託をしている立田、

佐織についても小規模作業所ということで、県の補助を受けて自立支援法での１割負担は今の

ところありませんが、今後自立支援法の関係ではどのような経過になっているのか、その点を

ぜひお聞かせ願いたいと思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 23年に立田の福祉作業所、あるいは佐織の福祉作業所の最初の指定管理の期限が来るわけで

ございますが、それ以降、できたら足並みをそろえた形で新体系に移行できたらというふうに

思っております。以上でございます。 
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○２６番（宮本和子君） 

 23年に指定管理を、今直営でやっている八開ものぞみもそういう形になるというお話なのか。

私が聞いたのは、自立支援法の関係で県が小規模作業所というので１割負担がないので、その

点でどうなったかということで聞いたんですけれども。 

 もう一つ、新体系でするということは具体的にどういうことなのか、その２点をお聞かせ願

いたいと思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 新体系では、作業所という区分はなくなりまして、就労ＡとかＢとか、そういった形になり

ますので、どの形の事業として今後進めていくかというところが新体系の移行に対することで

ございまして、その辺もこれからの障害者施策のあり方をよく考えて、今それぞれの作業所等

でそういった案を練っていただいておるところでございますので、そういった節目といいます

か、切りのときをつかまえて新体系に移行していきたいと。指定管理にするかどうかというこ

とについても、一緒に検討しているところでございます。以上でございます。 

○２６番（宮本和子君） 

 今、特にのぞみ作業所の職員の体系を見れば、正規の職員も多いし、作業所の作業生も多い

ということでは、指定管理にしていくということでも大変難しい問題が出てくると思いますが、

そういったことをどういう形で今検討されているのか、その点はどのようになっていますか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 全体的に規模を縮小するというようなことは、今の段階では考えておりません。今後の養護

学校へ行ってみえる児童・生徒さんの推移等を見ましても、縮小できるような状況にはないと

いうふうに思っておりますので、この規模を下回るようなことにするつもりはございませんし、

新しく就労支援センター等を始めまして、精神の方の問題も大きく浮上しておりますので、そ

ういった方の作業所等もどうするのかということもありますし、そういったいろんな問題が相

談事業をやったことによって出てきておりますので、そういったことも含めてどういう方向で

行くかというところを今検討しているところでございますので、よろしくお願いいたします。 

○２６番（宮本和子君） 

 愛西市全体として、障害者の作業所としてふさわしい働く場所として、ぜひ今後も考えてい

ただきたいと思います。 

 それから６点目の永和荘の問題ですが、県庁内で活用を募集しているということですが、具

体的にはお聞きになっているでしょうか。どのような形で募集をしているのか、そこら辺はど

のようにお伺いしているのか、もう少し詳しくお願いしたいと思います。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 県庁内部の検討の状況については、申しわけありませんが、こちらの方では聞いておりませ

ん。 

○２６番（宮本和子君） 

 そういう点では、３月末で今の永和荘は閉館をするという形だけれども、すぐに処分をして
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更地にしちゃうとか、そういうお話ではないということは確かでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 同じような施設で湯谷の老人福祉館があるんですけれども、そちらの方も既に閉鎖をされて

おりますけど、まだ現在建物は建っておりますし、蟹江高校もまだ建っておる状況で、ああい

うのを見ておりますと、すぐ壊すというようなことはないんじゃないかということは思います

けれども、いずれにしても閉館の後は県の高齢福祉課から財政課の方に所管が移るという、財

産管理の方に移るということですので、そちらの方の考えがどういうことになっていくかとい

う推移をこちらとしても見守っている状況でございます。 

○２６番（宮本和子君） 

 まだ周辺の方や、今永和荘では３月末で閉館しますのでよろしくということで、今までの利

用者の方にそういう案内のはがきが届いているということで、結構何人かの方から、「本当に

閉館しちゃうの」「何とか愛西市で使える方法はないの」というような声もたくさん聞いてお

りますので、まだ私たちが利用させていただいていますが、グラウンドゴルフも愛西市の市民

の方もたくさん使っておりますので、何らかの形で県の方に、違った形でも、民間に委託する

でも何でもいいんですが、ぜひ継続して使えるような方向で県の方には要望を出していただき

たいと思います。 

 それから７点目ですけれども、私は永和の児童館の方が相当狭い施設で、隣の防災コミュニ

ティセンターの一室を借りたりして、本当に座るだけで、そこで遊ぶということは全然できな

い状況の中で、何か狭いところに押し込められているという感じがすごくするんですが、そう

いったところでは定員以上というのは、入るだけ、できる限り入れて受け入れるという話では、

そこにいる子供たちは預かってもらっているだけと。おやつもあの狭い中でお互いに隣同士が

くっついて食べている状況ですので、そういった点では、もう少し広く改善するとか、定員以

上に入っているということは確かですので、あの状態を続けるということは、せっかく児童ク

ラブのよさというのが生かされません。ただ預かってもらっておるというだけのものになって

おりますので、そこら辺の改善をするという考えはないでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 改善といいますか、先ほども申し上げましたように、私どもとしては補助制度等も設けて、

そういった形で手を挙げていただける方があればそういったところにお願いをするというよう

な方法もとっておるわけでございまして、いろんな形で児童の健全育成に努めていきたいとは

思っております。 

○２６番（宮本和子君） 

 じゃあ永和地区で限って言えば、どこかＮＰＯ法人とか、そういうところで希望者がない限

りは、今のところは何ともしようがないと。そのままの状態で、幾らでも入れてやっていくと

いう方向で考えてみえると。ほかのところはないですか。定員以上の児童館は。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 佐屋児童館が現在53名です。それから佐屋西児童館が49名、市江児童館は17名ですが、永和
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児童館が47名ということで、佐屋地区については、佐屋の児童館につきましてはふれあい館が

ありますけれども、まだ53名の子供さんたちが利用していただいておるという状況でございま

す。 

○２６番（宮本和子君） 

 今後、もう少しそういう点では定員に見合うというのか、これだけたくさんの方が、私は定

員以上ではないかということで定員がはっきり示されませんが、やっぱり抜本的な改善をしな

ければ解消できないと思いますが、その点は強く改善を求めていきたいと思います。 

 それから８点目ですけれども、先ほどもまだ耐震診断もしてないということですから、これ

はもう工事する前に、中学校が補強工事を終わってから診断じゃなくて、診断をまずやってい

ただかなければ、具体的には改修の方も進まないわけですが、その点でぜひ保育園、特に永和

保育園は老朽化を一番しているのではないかと思いますので、早急に、いつ起こるかわからな

い地震に対して対応できないと思いますので、ぜひ診断だけでも先に行うというお考えはない

か、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○副市長（山田信行君） 

 先ほどの吉川議員にもありましたように、保育園の関係を無視してきたわけではなくて、最

近耐震の基準が変わりまして、たしか昨年あたりから２階建て未満の建物についても耐震補強

の対象になったというふうに私ども思っております。ですから、小・中学校が22年度で完了い

たしますので、それ以降で早速工事が着手できるよう、事前に耐震診断には当然入っていきた

いという考えでございます。 

○２６番（宮本和子君） 

 以上で、ぜひ早急に保育園での耐震診断の準備も行っていただきたいと要望しまして終わり

ます。 

○議長（加賀 博君） 

 次に、10番・真野和久議員、どうぞ。 

○１０番（真野和久君） 

 それでは、通告に従ってやっていきます。 

 まず最初に、第１款の議会費の方、職員給与に関係しまして質問をいたします。 

 この議会事務局に関しては、基本的に議会として当然決めていかなきゃならないということ

は重々わかっているんですが、しかし愛西市全体の職員体制の中での問題でもありますので、

その点を含めて質問をいたします。 

 愛西市の議会事務局の人数というのは、近隣の他の市に比べても非常に少ない。体制そのも

のが非常に貧弱であるということは、副市長、市長も御存じだと思います。やはり議会事務と

いうことに関して言うと、議会の中での議員との関係についてもそうですし、また議会運営そ

のものを円滑に、また議会そのものをさらに深く運営できるような形にしていくためにも、人

的な充実というのは求められるわけであります。そういう点で、決して４人で十分にやれるよ

うな仕事ではないというふうに思いますので、そういう点でも人的な充実ということが非常に
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求められています。 

 その点で、議会として市に対して要望していくことも重要だと思いますけれども、市として

その点についてどのように考えているのかについて、まずお聞きしたいと思います。 

 それから２点目として、２款の総務費の地域安全相談員についてお尋ねをいたします。 

 先ほどから暴力団関係の対策等も含めて地域相談員の方にいろいろ相談をしているんだとい

うお話がありましたけれども、具体的に防犯指導とか啓発とか、交通安全対策とかで具体的に

どのような活動をされているのか。また、暴力団等も含めた不当要求の行為に対する対策で、

実際にこの間、愛西市の中でそういった事例があったのかどうかについてもお尋ねをしたいと

思います。 

 とりあえずその２点でお願いします。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 まず最初に、議会事務局の人的充実の関係でございますけど、これにつきましては議員が先

ほど述べておられますように、定数といたしましては５人となっております。それで、合併当

初から今日まででございますけれど、事務局への配置人員としては４人体制でございまして、

定数上からいけば１名不足しておるわけでございます。そういう中で、４人の職員の方は、１

人を補うかのようにして、お互いにカバーをし合って今日まで仕事に努めてもらっておると思

っておるわけでございます。 

 その中で、今言われましたように、人的な充実ということでございますが、議員がおっしゃ

っておられますように、市役所全体としての職場、任命権者こそは違いますけれど、全体的な

人員の中からおのおの配属を考えております。そういうような中で、現在たまたま合併当初か

ら５人に対して４人の配属とはなっておりますが、全体の中での配置でございますので、御理

解がいただきたいと存じます。 

 次に、２点目の地域安全相談員さんの関係でございますけど、これにつきましては、平成19

年度、昨年度から防犯活動の助言者といたしまして、警察ＯＢの方を嘱託としてお勤めいただ

いております。その勤務の内容等でございますけれど、週30時間ということで決めてございま

して、現在の状況といたしましては、各庁舎を曜日を決めまして巡回というか、そちらの方で

勤務をしていただいておりまして、またそこの中で必要に応じまして職員の相談相手としてア

ドバイスをいただいておるところでございます。 

 あわせまして、警察ＯＢということでもございまして、津島署とのパイプ役をお願いいたし

ましたり、また庁舎内での書類の不当申請とか、理由もなく市民、住民の方については職員に

対して大きな声を発せられるときもございます。恫喝とも受け取られるような行為がある場合

もございます。そういうようなときには、その方についていただくなり、またそういうような

場面に出くわした場合は携帯電話で、相談員の携帯電話は職員に知らせております。そういう

ような中で、携帯で呼んでいただいて、そこの席に同席するというような対応をとっていただ

いておるところでございます。 

 また、回数こそは少のうございますけど、連れ去り未遂とか、また痴漢行為とかいうことが
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あった場合におきましては、この相談員におきましては青色回転灯つきのパトロールカーで常

時乗っておっていただきますので、そのパトロールカーにおきまして巡回なり巡視をしていた

だいております。特に市民の方から市職員に対しまして、大きな声を出しての交渉とか折衝と

いうようなことが合併当初から場面場面で随分あったわけでございますが、この方が来ていた

だいたことによりまして、かなり減少してきておるというのが現状でございます。 

 それから不当要求の対策についてでございますが、これにつきましては愛知県警の刑事部の

組織犯罪対策課が主催されます不当要求防止責任者講習会が毎年実施されております。これは

旧町村時代からでございますけれど、そういうようなことがございます。そこで部課長並びに

施設長ですね。例えば児童館とか、また管理職以外の者が施設長になっておるところもござい

ます。そういうような方につきましては、責任者に任命すると同時に責任者講習会を、これは

基本的には３年に１度ずつの講習ということでございます。そういうようなことで、職員を講

習として受講させております。また、本年度からは消防署の管理職におきましても、このよう

な講習に加えておりますので、このような体制で対策を講じておるところでございます。以上

でございます。 

○１０番（真野和久君） 

 まず議会事務局のことについてですけれども、５人必要なところを４人で頑張っているとい

うことですが、幾ら職員全体の体制のことを考えながらといっても、結局ふやさないのでは、

これ以上のさまざまな職務をやることは不可能です。実際、我々議員としてもいろいろと職員

と相談しながら進めたいことがあっても、はっきり言えば言えない状況になっているというこ

とを認識していただきたいと思うんですね。定数５であっても、それ以上に配置されていると

ころはかなりありますし、そういう点でも、やはりこの状況を放置しておいていいのかと。特

に管轄が違いますから、市当局としてなかなか見えないところもあると思うんですね。そうい

う点でも、このまま放置しておくのはよくないと思いますので、ぜひともそこら辺は真剣に考

えて、職員定数の関係から人手が回せなくてしようがないということではなくて、事務量の問

題とか、そうしたことを含めてきちっと検討していただきたいと思いますけれども、その点は

どう考えますか。 

○副市長（山田信行君） 

 議会事務局の職員４人でございまして、現在では少数精鋭の体制で事務処理をやっておって

くれるわけでございますけれども、議員の方々の調査・研究活動に支障を及ぼすような体制で

はいけませんので、そういったことがあるのであれば、私どもまた後ほど議長さん方とも御意

見をいただいて、新年度に向けて配慮しなければならないと、そのように考えております。 

 しかしながら、一つ参考までに申し上げますと、19年度に私ども庁舎全体の業務量調査を行

ってまいりましたところ、現在の議会事務局の体制においては理想的な人数というような結果

も出ております。そういうこともつけ加えまして、新年度に向けて本当に考慮しなければなら

ないということであれば、市役所全体の職員配置を見まして考えさせていただこうと思ってお

ります。 
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○１０番（真野和久君） 

 理想的な人数ですか。実際の業務量が、人数によって当然業務量がふえる場合もありますの

で、今の業務であれば理想的かもしれませんけれども、そういった点も含めてぜひとも考慮し

ていただきたいし、また我々としても、議長を通じて申し入れをするように努力していきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 それと、二つ目の地域安全相談員のことについてですけれども、今の説明を聞いていますと、

市の庁舎内のさまざまな対応が中心で、市民に対しての地域安全相談という部分というのがな

かなかない。週30時間の中でなかなか難しいかもしれませんが、そういうのがないというふう

に非常に感じるんですが、そうした点についてどういうふうに考えられているのかということ

をお尋ねしたいのと、それからさっきもちょっと質問したんですけど、不当要求行為等という

のは現状ではないんですね。あと、いわゆる市民の方からの恫喝というのは減ったと言われて

いますが、具体的に数字が上げられればお願いします。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 市民の方への関係でございますけれど、私どもとしても例えば市の行事ですね。納涼まつり

とか、そういうような関係においては、勤務時間ではないわけでございますが、事前にこうい

う行事があるから連絡がとれるようにしてほしいということで、自宅の方で待機をしていただ

くようなこともお願いをしておりますし、また職員が来庁者に対しての応対の関係で、非常に

声が大きくなったり、恫喝ととれるような場合もあるわけでございます。そういうようなとき

には、隣に座っていただくことによってかなりやわらぎます。というのは、言葉がちょっと汚

いで申しわけございませんが、例えばその方が隣へ来ていただいたときに、相手方は、この方

はだれですかということを聞かれますと、「私どもの地域安全員でございます」ということを

言うと、「何だ、ポリＯＢか」というようなお答えがあって、愛西市もそういう職員を雇用を

しておるのかということで応対そのものが突然変わります。そういうようなこともございます

ので、私たちとしては、市民を選べませんけれど、そういうような方への対応において非常に

助かっておるというのが現状でございます。 

 その件数が何件というところまではつけておりませんが、お互いに各庁舎で抱えている問題

等においては、その方に遠慮なく、また忌憚なく相談をして、適切にアドバイスを受けておる

という気持ちでおるわけでございます。以上です。 

○１０番（真野和久君） 

 市民向けというのは、ある意味こういったことでいろいろと仕事として働いていただいてい

ることで言うと、市民向けに表に立って啓発事業などはやられないのかということで質問した

んですが、そういう予定はないんですか。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 市民向けの、例えば今の犯罪というか、未遂等で、昨日も佐織地区で巡回パトもしておるわ

けでございますけど、その時間を見つけては、市内をずうっと回っておってもらう。また、そ

ういうようなことが起きた場合においては、しばらくの間はそちらの方を重点的にパトロール
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というか、巡視をしておっていただくことも多々ございます。 

○１０番（真野和久君） 

 わかりました。 

 次に、あと２点お願いします。 

 一つは、地域防災計画の修正委託が毎年出ているんですが、この修正されたものの公表とい

うのはどうなっているのか、教えていただきたいというのと、それから２点目として、民生費

の86ページですけれども、シルバー人材センターの補助事業で、シルバー人材センターそのも

のは現在佐屋と立田と佐織にありますが、八開にはないわけですね。シルバー人材センターの

会員さんの構成を見ても、八開の方が６人、佐織が６人見えるだけになっていますが、例えば

八開地域でのシルバー人材センターの運営とかいうことはどういうふうになっているんでしょ

う。例えば八開で開設をしていく予定があるのかとか、メンバー的にも非常に少ないというの

はニーズがないのか、あるいはセンターがないからニーズがないのかという点も含めてどうい

うふうに考えているのかをお尋ねします。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 まず最初に私の方から、防災計画の修正の関係でございますけれど、市の防災計画におきま

しては、今議員申されたようにその都度修正をいたしておりまして、基本的には市の防災計画

にお諮りし、承認を受けた後に修正となって加除を行っておるわけでございます。そういうよ

うな中で、年１回修正を行っておるのが現状でございます。 

 それで、この計画書におきましては、作成した後に市役所を初めといたしまして、市内の

小・中学校とか防災の関係機関とか、また周辺自治体にも配布をいたしております。それで、

この防災計画におきましては、佐屋の中央図書館を初めといたしまして、佐織と立田の体育館

にも置いてございます。そういうことで、だれでもその場にて閲覧はすることができる体制と

なっております。 

 また、これの公開の関係でございますけれど、防災会議におきましても今年度より会議公開

を原則といたしておりまして、傍聴も可能でございます。また、会議録につきましては、ホー

ムページで確認することができるようになりましたので、修正等があった場合には公に公表を

しておるところでございます。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 シルバー人材センターの八開地区の関係でございますが、シルバーは町村より１年おくれて

統合されたわけでございますが、統合以後におきまして、就業の開拓とか、それから新規会員

の勧誘、これは八開地区におきましても同様に行っております。ただ、新しく事務所を設ける

というところまでは至ってはおりませんが、それぞれ立田に近い人であれば立田のシルバーに、

佐織に近い人であれば佐織のシルバーにそれぞれ登録をいただいて活躍をしていただいている

のが現状でございます。以上でございます。 

○１０番（真野和久君） 

 防災計画の修正についてですけど、防災計画ができたとき、議員は基本的にいただいていま
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すね。ただ、その修正加除については連絡がないんですが、その辺、やっぱりやっていただけ

ると非常にありがたいというのがあります。常にホームページをチェックするということが非

常に大変ですし、そういう点でも小・中学校や関係機関には渡っているということであれば、

議会等にも対応していただけるとありがたいと思いますし、防災計画そのものだけではなくて、

防災意識の啓発の一環として、ぜひともこうした内容はいろんな市民の方に見ていただくと非

常にいい内容がたくさん入っていますので、もう少しＰＲをお願いしたいというふうに思いま

す。いかがですか。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 先ほどの加除の関係につきましては、私の見解がちょっと間違っていたかと思いますけど、

現実に加除そのものはしておりますので、今後、その点は改めをお約束させていただきたいと

存じますので、いま一度お許しがいただきたいと存じます。よろしくお願いします。 

○１０番（真野和久君） 

 よろしくお願いします。 

 それとシルバー人材の方ですが、当然合併をしたわけですから、佐織とか佐屋とかそれぞれ

地区ごとにということではない部分もあるとは思いますが、実績的にこれまでなかなかなかっ

たという点で八開の会員がないのか、あるいは通いづらいからないのかというところについて

把握とかはされてないでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 やはり八開地区の方は、お年寄りの方でも自分の家での仕事が結構あります。そういった部

分もあるのではないかというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、統合してから２年しかたっておりませんので、今後も引き続いて

十分ＰＲ活動なんかはさせていただくということは事務局の方も言っておりますので、そうい

うことでよろしくお願いしたいと思います。 

○１０番（真野和久君） 

 土地柄ということではないと思うんですね。例えば立田地域の方でも、立田は84ですからね、

センターへ通われている方が。ある意味、言い方は悪いけど掘り起こしができてないという、

ＰＲがなかなか難しいということかもしれませんが、幾ら統合したといっても、顔ぶれが地域

ごとにありますので、一緒にやりづらいのかなという点もあるかもしれないので、ぜひそうい

った点も含めてＰＲされるときに考慮してやっていく必要があるんじゃないかと思いますので、

よろしくお願いします。以上で終わります。 

○議長（加賀 博君） 

 ここで休憩をとらせていただきます。再開は３時45分からお願いいたします。 

午後３時37分 休憩 

午後３時45分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして、会議を再開いたします。 



－１０１－ 

 次に、21番・永井千年議員、どうぞ。 

○２１番（永井千年君） 

 それでは、半分ずつぐらいに分けてやります。 

 最初の６点ですけれども、その中で実績報告の15ページの市税の不納欠損についてでありま

すが、市税も含めて全税目を合わせますと、18年度末で11億2,612万円という滞納金額があっ

たわけですが、それで収入金額１億3,631万、そして不納欠損１億2,646万となって、さらに現

年分がまた新たに発生をしているだろうと思うんですが、最初に19年度末の数字を、総額でい

いですから、市税の総額と国保と介護、その三つの項目に分けて、19年度に新たに発生したも

のを述べていただいて、加えて年度末でどうなっているのか、ちょっと数字を最初にまず述べ

ていただきたいと思います。 

 ２番目の問題については、地方交付税について、予算が37億1,000万円、この数字というの

は18年度決算の13％減が計上されておりましたが、実際は５％減の40億5,366万円と、当初予

算と３億4,367万円違っているわけでありますが、大体毎年たくさん計上して、減り方が少し

少ないというような計上になっておりますが、これは最近の傾向としてずっとある傾向ですの

で、計上の仕方は実際の数字に近い数字で計上していただく必要があると思いますが、どうい

う考え方でこのようになっているのかということです。 

 それから３点目について、市長交際費については、全体として件数が40件から26件と減って

いまして、金額も半分になっていますが、これは慶弔費などの基準は変わっていないと思いま

すけど、実際の運用はどのようにされているのか、なぜこのように半額になったのか、説明し

ていただきたいと思います。 

 それから４点目は、行政事務委託料についてでありますが、これは広報の配布について言え

ば、戸別配布がまだ市内の中には何ヵ所かあると思いますが、この実態は今どうなっているの

か。どこにどのぐらいあるのかということについてまず説明をしていただきたいと思います。 

 それから職員研修の委託と成果についてでありますが、職員研修については30の研修に219

名が参加をしておりますが、この中でも一番参加が多いのはクレームの対応と人権同和問題、

アカウンタビリティー能力養成の三つでありますが、この内容はどういうものだったのか、あ

るいは講師はどういう方がやっているのか、説明ください。 

 それから６点目に、固定資産税調査に伴う時間外勤務の実態についてでありますが、42人が

従事して2,217時間、１人当たり53時間の時間外勤務となっていますが、これ最高は何時間ぐ

らいやってみえるのか。あるいは給与の金額にしてどういうふうな金額になっているのか、説

明をしていただきたいと思います。 

 まずその６点について説明を受けてから、再質問いたします。 

○収納課長（高木栄三君） 

 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 19年度の現年度分の未納額でございますけど、一般会計、市民税でございますけど8,628万

7,072円、法人税239万3,700円、固定資産税8,887万8,181円、軽自動車税184万6,700円、合計、
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一般会計１億7,940万5,653円です。国民健康保険税１億2,221万344円です。介護保険料593万

3,700円、合計、現年度の未納額の繰り越しでございますけど、３億754万9,697円になりまし

た。先ほど議員がおっしゃった19年度の滞納繰越額８億6,334万5,265円と合わせますと、６月

１日現在、20年度の滞納分は11億7,089万4,962円です。以上です。 

○企画部長（石原 光君） 

 それでは２点目の、地方交付税の予算と決算の違いについてお答えをしたいと思います。 

 まず予算編成時におきまして、普通交付税の見込みにつきましては、これは国が示す地方財

政計画というものがございますけれども、その中に国の対前年出口ベースというものが出てま

いります。そういった出口ベースの見込みを参考にしてある程度予測をいたしまして計上して

おるというのが実情でございます。平成19年度出口ベースにつきましては、対前年4.4％減と

いう数字が示されておりました。ただし、これは出口ベースはあくまで全体としての率であり

まして、実収入額との格差が当然出てまいります。 

 それで、ちなみに平成18年度では出口ベース、これ対前年5.9％という数字が示されており

ました。これに対しまして、実収入額、決算におきましては対前年10.13という非常に大きな

減収の比率といいますか、そういった状況になったというのが実際でありました。 

 このような状況を考慮いたしまして、平成19年度予算編成時におきましては、過大計上とい

うのはちょっとまずい面がございますので、あまり過大計上しないという前提の中で、対前年

8.5％ぐらいを、ちょっと抑えぎみに計上したというのが現状でございます。 

 もう一つ大きな要因が、特別交付税の関係でございまして、これは御案内のとおり合併によ

る包括支援分が19年度につきましては予算計上１億5,000万円、そして通常措置分１億3,000万

円、２億8,000万円というものを見込み計上いたしました。そして、最終的には特別交付税、

決算で４億3,319万7,000円という配分を受けたわけでございます。そして、この内訳といたし

まして、合併による財政支援といいますか、包括的な措置分が約１億6,000万円、それ以外の

３億数千万円というものが通常措置分として交付をされたという状況でございまして、端的に

言いますと、その見込み以上に交付があったということで、私どもの方としては分析をしてい

るのが現状でございます。以上です。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 私の方からは、交際費の関係についてお答えをさせていただきます。 

 まず最初に、交際費の運営基準についてのお尋ねでございますけれど、市の交際費におきま

しては、愛西市の慶弔内規を定めておりまして、その規定に基づきまして対応をさせていただ

いておるわけでございまして、これにおいては成果表の30ページに書かせていただきましたけ

ど、市交際費につきましては27件ということでございます。 

 それから市長交際費の関係でございますけれど、市長交際費につきましては、一般的に総会

とか協力金、並びに記念品代等でございまして、この金額につきましては社会通念上妥当と認

められる範囲内での支出を考えておりまして、あわせまして社会経済情勢等の変化も踏まえて

おります。ちなみに、総会の祝儀におきましては１件当たり3,000円、また協力金につきまし
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ては5,000円、記念品につきましては１万円というようなことで進めてきております。 

 次に、行政事務委託料の関係でございますけれど、今議員が申されましたように、基本的に

は市から各総代さんを経由しての配布となっております。しかしながら、合併前から町内会の

おつき合いをされていない地区もございます。そういうようなところにおきましては、合併前

のことを引き継ぎまして、個別に郵送で１件ずつ送っております。なお、その件数につきまし

ては、市内全体で52件ほどございます。その内訳を申し上げますと、立田地区におきましては

41件ございます。八開地区におきましては９件です。それから佐織地区におきましては２件で

ございます。 

 次に、職員の研修の関係でございますけれど、職員の研修におきましては、一般的に今議員

が申されましたクレーム研修とか、アカウンタビリティー能力養成講座の関係と、あと同和関

係におきましては、愛西市が独自で行った研修でございます。その人権同和研修におきまして

は、愛知県の職員の方に講師になっていただきまして行いました。ほかのクレーム研修とかア

カウンタビリティー能力養成研修におきましては、外部講師の方にお願いしております。また、

それ以外の研修におきましては、市町村振興協会研修センターが行います研修、また海部地区

の市町村で構成いたします海部地区研修協議会等が行います研修に参加をしております。 

 次に、税務課の時間外の関係でございますけれど、これにおきましては19年１月から平成20

年３月までということでございまして、当初におきましては資産税課の職員を初め応援職員を

含めまして59名で対応しておりました。仕事を進めていく中で、どうしても相手様の都合等も

あって時間内にはできないというようなこともございまして、応援職員等もいたしまして時間

外の実績といたしましては42人が対象となっておりまして、時間数といたしましては2,217時

間でございます。その42人のうち、管理職員につきましては20名でございまして、管理職を除

く補佐以下としては22名でございます。その時間外に要しました経費といたしましては422万

8,940円ということでございます。そういうようなことで御理解がいただきたいと存じます。 

 最高・最低というところまでは詳細に持ってきておりませんので、お許しいただきたいと思

います。 

○２１番（永井千年君） 

 それでは、まず不納欠損、滞納の問題でありますが、18年度末で11億2,612万だったのが11

億7,089万ということで、四千数百万、またことしも滞納額がふえていると。 

 そこで質問なんですが、特に担当課の恣意的な判断で滞納処分の停止が行われてはいけない

と思うんですよね。その判断基準をきちんと定めておるのではないかというやりとりをしたと

きに、それはケース・バイ・ケースだという話もありまして、実際に訪問活動なんかをやって

いる人たちが判断して行われているようでありますけれども、その後、その判断基準というも

のが定められているのかどうか。実際上、どのようにされているのか。 

 滞納処分の停止前の所得状況というのは、それぞれどんな状況にある人たちを対象にしてお

るのかということを説明いただきたいと思います。私は、こういう納付困難者に対しては、ま

ず何よりも減免申請を充実させて、手続をきちっと行って、いわゆる滞納が発生しないように
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するという努力が最初に行われなければならないと思いますが、それらの努力が行われずに滞

納を発生させておいて、後で滞納処分の停止という、手順を少し変えていただく必要があるだ

ろうと思いますが、全体としてそのことも含めて現状認識を聞きたいと思います。 

○収納担当部長（水谷 正君） 

 御答弁させていただきます。 

 滞納処分の停止の運用のあり方ということの答弁をさせていただきます。 

 この関係につきましては、地方税法第15条の７第１項の規定によりまして滞納処分を停止し、

第５項の規定で徴収することができないことが明らかであるときは、直ちに消滅させることが

できるもので、具体的に申し上げますと破産等で滞納処分をすることができる財産がない場合、

また滞納処分することにより生活を窮迫するおそれがある場合、そして住んでいるところがわ

からない居住不明で滞納処分をすることができる財産がともに不明である場合で、運用する場

合につきましては個々の実態を面談により把握いたしまして、それぞれの御相談に応じている

状況でございます。 

 以上の結果、執行停止に該当する場合や、やむを得ず不納欠損しているというのが現状でご

ざいます。 

○２１番（永井千年君） 

 滞納処分することができる財産がないときというのは、どういうふうに判断されているんで

しょうか。例えば税務署などだと、銀行調査などをやって資産を確認するということもやって

いるようですが、市の場合はどういうやり方をやっていますか。 

○収納課長（高木栄三君） 

 収納課といたしましては、税務署と同じでございまして、銀行調査並びに財産の所得調べも

税務課の方でも確認はできますので、確認をし、それぞれ対応して、基準は国税徴収法を基本

として行っておりますけど、先ほど議員がおっしゃったようにケース・バイ・ケース、人によ

っては生活様式もさまざまでございますので、個々に面談し、内部で検討し合って、これは無

理だろうというようなことを協議いたしまして、不納欠損にしているわけであります。 

○２１番（永井千年君） 

 それから、生活を著しく窮迫させるおそれというのは、例えば前３ヵ月の収入がどういう状

況にあるのか、そして今後の３ヵ月、今後どういうふうに、収入見込みがあるのかということ

については、どの程度把握をされて生活が窮迫しておるという判断をされているんでしょうか。 

○収納課長（高木栄三君） 

 滞納処分をすることによって生活ができなくなるようではいけませんので、お会いをし、そ

の前に所得も十分調べてお話をするわけで、これはもう分割納付も無理だなあというのを踏ま

えて不納欠損にしましょうということで、個々に面談をし、収入については今後当事者とお話

しし合って、前向きな考えを持ってくださいというようなことで、滞納処分することによって

生活が著しく窮迫になってはいけませんので、そこら辺のところを十分面談して話し合って、

個々に対応しているわけであります。以上です。 
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○２１番（永井千年君） 

 そういう言い方をすると非常にわかりにくい、抽象的な言葉ですので、具体的に生活保護の

基準生活費、１人の場合幾ら、２人の場合幾らだとか、具体的なそういう数字があると思うん

ですね。その数字によって客観的に判断していくということが必要であるし、現実に困ってい

る人たちについては、そういう基準をきちっと示していく必要があると思うんですね。それを

示さないで、担当者が何か調査などによって本人にその辺を説明せずに、あなたの場合は３人

家族だからこれだけの生計費はかかるので、こういうことで滞納処分の停止と判断せざるを得

ないということで、きちっと相手に対しても説明をしないかんと思うんですよね。そのあたり

がどのように行われているんでしょうか。 

○収納課長（高木栄三君） 

 生活保護法による最低生活費というのがあります。例えば２人家族の場合、年齢60歳から69

歳、１級地の場合ですね。生活費補助第１類、飲食費、被服費とか光熱費、住宅費とか、医療

費も踏まえて１世帯当たりの最低生活費、例えば16万3,270円とか、それから最低生活費に相

当する金額、これは国税徴収法の76条の第１項の４号にありますけど、２人家族の場合本人10

万円と配偶者４万5,000円、あと手取り額としては総支給額から所得税、社会保険料、住民税

を控除したものの残りで差し押さえ可能な分をできるというようなことでお話しするときもあ

ります。 

○２１番（永井千年君） 

 その基準を公表していただけないでしょうか、しかるべきところで。私も資料として欲しい

ですけど、私が知るだけではなくて、これはやっぱり皆さんが知っていただく必要があると思

いますので、その点はいかがでしょうか。 

○収納担当部長（水谷 正君） 

 資料の提出ということでございます。全員協議会の開かれる場でお示しをさせていただきた

いと考えております。 

○２１番（永井千年君） 

 全体で認識をちょっと聞いてないですけど、このように毎年毎年滞納額がふえている現状に

対して、どのような認識なのか。私は最初に減免規定の充実ということが、これは本当にやら

ないと、せっぱ詰まったところまで来ているんじゃないかと。それをやらないとどんどんふえ

ていくということになりかねませんので、本当に真剣な検討をしていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○収納課長（高木栄三君） 

 現年の滞納額でありますけど、18年度と比べまして19年度は3,395万1,544円の増になりまし

た。今までは大体、すべての会計を合わせて２億7,000万前後でありましたけど、３億を突破

したということで、現年の未納がことしは増大いたしました。 

○２１番（永井千年君） 

 ちょっとこればかりやっていてはいけませんから、次へ行きます。 
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 地方交付税について、先ほど8.5％という数字も示されておりましたけれど、決算額で言う

ともっと開きがありますよね、18年度決算で言う、当初予算じゃなくて。当然予算編成のとき

に決算額が出ておるわけでありますので、それで言うと、先ほど言いましたような13％減ぐら

いの数字になっていると思いますが、もう少し実態に近づける数字で来年以降予算を組まれる

という考え方はないかどうか。相変わらずこういう組み方で誤差が出てくる組まれ方をしてい

くのか、ちょっと説明ください。 

○財政課長（大鹿剛史君） 

 交付税の見込みに関しての再質問をいただいております。 

 さきに部長が申し上げましたとおり、予算編成におきまして交付税、まず普通交付税につい

ては出口ベース、そして特別交付税については出口ベースが適用できませんので、あくまで対

前年に対してどの程度の見込みという形で予算編成を行っております。 

 もう少し適正な見込みをすべきだと、このように議員の方から御指摘をいただきました。私

どもはっきり言って、今回19年度の予算編成においては適正な見込みをしたと思っております。

と申し上げますのは、部長が申し上げましたとおり、出口ベースだけの数字で見込めるもので

はございません。実質の18年度の実績が落ちております。マイナス10.13まではとても落とせ

ないだろうと。私どもも財源はどうしても欲しい。そこで、対前年でマイナス8.5という見込

みを立てました。 

 これはあくまで結果としてですが、国の都合と申し上げてはなんですけれども、出てきた数

字は特別交付税、普通交付税合わせてプラスで、議員御指摘のとおり13％近くアップしており

ます。ただし、申し上げたいのは、今愛西市は、もし歳入欠陥を起こした場合に、基金、それ

から繰越金、そういった補正財源はございます。ただ、もしこれがない地方自治体の場合、当

初予算を組んで、例えば地方交付税が３億円減ったと。それじゃあこの３億減った分はどうす

るんだといったら、歳出で３億の事業を削るしかないんです。であれば、我々として、特に財

政担当部局としては、見込みとして過大な計上を防ぐ、そういった財政運営をしていくべきだ

というのが私どもの考えです。そういった財政運営を今後もやっていきたいと思っております

ので、御理解を賜りたいと思います。以上です。 

○２１番（永井千年君） 

 基金の動向にかかわらずということでしょうかね。今も言われたように、基金もあまりない

津島なんかはたちどころにそういう問題があるかと思いますけど、当面愛西市の場合はまだす

ぐにそういうような事態というのは発生しないと思いますけど、そのあたりはどうでしょうか。 

○財政課長（大鹿剛史君） 

 基金のあるなしというよりは、その時点でのそれぞれの歳入の見込みというのは、過剰な計

上は避けるといった視点で見ております。以上です。 

○２１番（永井千年君） 

 それでは、行政事務委託料の個別の配布の問題でありますけれども、いただいた資料により

ますと、立田が一番多くて、一番多いのは件数的には枝郷ではないかと思いますけど、枝郷地
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区の場合は行政委託料が92人分計上されておりますけれど、郵送している分については未交付

になっているんでしょうか。92件というと、郵送しているところも含めた人数だと思いますが、

その辺はどういうふうになっているんでしょうか、実態は。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 この行政事務の委託料の基準というのは、行政事務委託料は年に２回の支払いでございまし

て、上半期におきましては４月１日現在、下半期につきましては11月１日現在の世帯数でやっ

ております。それで、私どもの方からこの数字を総代さんにお見せするわけでございます。そ

うすると、地区によっては町内費の件数と私どもの件数と合わないところも多々ございます。

そこの中におきまして、総代さんがすり合わせを求められるわけでございますが、これは個人

情報等の関係もございますし、また世帯上は世帯分離をしておるんだけど、地元では１軒とか

いうことがございますので、それについての世帯数におきましては、総代さんが減らしてくれ

と言われれば私ども減らしておりますが、基本的にはこの世帯数でやっております。 

 それで、今議員御質問の、通常でいうおつき合いのないところにおいては、本来でいきます

と行政事務委託料として外すということも当然考えられますけれど、委託料の中にはその文書

の配布だけということではございませんので、というのは文書の回覧とか広報配布、並びに行

政との連絡に必要な調査ということで、当然その町内にお住まいであれば、総代さんで何のお

つき合いはされていないんだけど、万一何かあった場合には私どもの方からお願いすることも

ございますので、本来は減らすべきというお考えもあるかもしれませんけれども、私たちとし

ては、その分については含めて支払っておるというのが現状でございますので、よろしくお願

いします。 

○２１番（永井千年君） 

 それから同和研修というのをやられたということでありますが、この同和研修を県を呼んで

やることになった契機というのはどういうことなんでしょうか。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 この関係におきましては、県の方から我々研修担当の方にもございましたし、広く理解をす

るがために、今回、２回に分けまして研修を実施させていただいたということでございますの

で、よろしくお願いします。 

○２１番（永井千年君） 

 特別同和をかたって何かいろいろ要求するとか、いわゆるえせ同和団体と言われるような団

体もありますし、それは暴力団と関係のあるような団体もあるかと思いますが、そういうこと

が実際にあって、そういうことを防止しなくちゃいけないということがあったのか、まるきり

そういうことなくて、一般的にやっておいた方がいいだろうという程度だったのか、その辺は

どうでしょうか。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 今議員さん申されるように、私ども事例があってこの研修を取り入れたわけではございませ

んので、よろしくお願いします。 
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○２１番（永井千年君） 

 先ほどいただいた固定資産税の調査の時間外の場合で、結局42人のうちの22名で422という

ことになりますと、これは100時間を超える方もあるということですよね。2,217というのは42

人ですから、実際に給料を払ったこの422万8,940円の時間外勤務時間というのはどういう数字

になっているんでしょうか。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 2,217時間におきましては、先ほども言いましたように、管理職を含めました総数の時間数

でございまして、時間によりましては本当のごくお手伝いいただいた方もありますし、それこ

そ時間数でいきましては400時間を超えておる職員もあるわけでございます。 

○２１番（永井千年君） 

 あと後半、できるだけ手短にやります。 

 生活保護の問題ですが、相談件数、19年度39人の相談があり、申請が29件で開始が23件とい

うふうになっておりますが、この申請と相談の誤差というのは10人、申請と開始の数字の開き

が６件ということになりますが、これらは実際の相談活動の中でどのような相談の結果、相談

イコール申請とはならないとは思いますけど、申請イコール開始というふうにはなっていない

のか、代表的な事例でも結構ですけど、主な事例ですね。ちょっと説明していただけるでしょ

うか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 相談につきましては、生活一般的な相談もございます。例えば入院をしたんだけど、医療費

の支払いに困るですとか、ひとり暮らしの方でこの先どうしたらいいだろうとか、そういった

いろんな形の相談がございますので、それが必ずしも生活保護の申請とか、そういったところ

に結びついていくというものではありませんので、その辺のところをよろしくお願いしたいと

思います。 

 また、29人の申請で23人の認定ということでございますが、申請を受けた後、いろいろ銀行

等の調査等もいたしますので、そういった関係で実際の認定にまで、預金があったとか、いろ

んなことで決定までに至らなかったということでございます。 

○２１番（永井千年君） 

 この申請用紙を本人が求めたけど交付しなかったという事例は、北九州なんかでもそういう

話がありましたよね。念のために聞いておきますけど、そのようなことはないでしょうね。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 そういうことはいたしておりません。相談につきましても、こういうことで生活保護にかか

れますよというようなことも十分、制度の仕組みなんかも最初の相談等ではお話をさせていた

だいて進めさせていただいておりますので、拒否をするとか、そういったことはございません

ので、お願いします。 

○２１番（永井千年君） 

 続いて、障害者手帳と医療費の受給者証の発行のおくれの問題について質問いたします。 
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 この障害者手帳というのは命綱とも言えるものだと思いますが、これらや医療証などの発行

が最近、県の体制のなさか何か知りませんが、相当おくれているという現状があるだろうと思

うんですね。これは障害者ですから、精神障害者の方も私は感じているんですけれど、すごく

不安になるんですね、こういうことがおくれるということは。何か理由があっておくれている

のか、拒否されてしまうのではないかとか、いろんな考え方が膨らみますので、そういう申請

者が不安に陥らないように、もっと丁寧な、なぜおくれるのか、期日までに間に合わないのか。

現実に私が手続をやった方も、８月いっぱいにもかかわらず、いつごろになるか見通しが全く

ないという、はっきりしないという状況でありますので、これぜひ申請の窓口のところで丁寧

な説明をするだけではなくて、文章の中でもきちんと最初に、今の申請から交付に至る経過と

いうのはこういうふうに甚だしくおくれておると。期日までに間に合いませんよということが、

しかし間に合わなくたって不安になることはないですよときちっと理解できるようなものを交

付していただく必要があると思いますが、その点はどうでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 昨年ですけど、精神障害者の手帳の交付の方で、やはり相当おくれがあったというふうに思

っております。これはどうしてかといいますと、19年４月におきまして、それまでそれぞれの

保健所で発行しておりました手帳を精神保健福祉センターの方に統合をいたしました。統合い

たしました結果、事務的に追いつかないということで４ヵ月近くまでかかってしまうというよ

うな事例が発生をいたしました。その後、県の方といたしましても体制を整えまして、半年後、

秋ぐらいには、通常でも精神障害者の手帳の場合は２ヵ月ぐらいかかるわけでございますが、

半年ぐらい後には通常の月数までに戻ってきたというふうに私どもでは考えております。 

 精神の方の手帳につきましては、審査会を経るわけでございまして、これが月２回行われて

おります。そういう関係で、どうしても２ヵ月前後かかってしまうというのが現状でございま

す。したがいまして、今お話しありましたように、そういったことも申請の折には周知をする

ように、よく窓口の職員には一度話をさせていただきます。 

 それから身体障害、それから知的障害につきましては、従来どおり発行ができているという

ことで確認をしております。以上でございます。 

○２１番（永井千年君） 

 続いて不法投棄の通報から解決に至るまでの問題について、19年度の決算で51万2,400円の

不法投棄の処理代が計上されておりますけれど、例えば八開の二子町などで道路に積み上がっ

ている、何ヵ月も積み上がった状態のままというところも目にしますけれど、実際、そのまま

に道路に積み上がるという状態のは一刻も早く解消しなくちゃいけないと思いますが、なぜそ

のように積み上がったままになっているのか、説明いただきたいと思います。 

○市民生活・保健部長（加藤久夫君） 

 不法投棄のお尋ねでございますが、不法投棄につきましては地元の方から通報をいただきま

すと、道路上なんかですとすぐに片づけたりとか、状況によりましては、悪質なものについて

は警察の立ち会いのもと処理をさせていただいております。 
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 八開のあれですと、多分道路ののれのところだと思われますが、そういうところにつきまし

ては民地になる部分もございますので、そういうものにつきましては個人の方で片づけていた

だくようにお願い、話はしておりますけれども、処分について困るという場合には相談をして

いただければ、処分地については提供させていただくということで、個人の土地につきまして

はできるだけ個人にやっていただくようにお話をさせていただいております。 

○２１番（永井千年君） 

 私、ちょっと使いなれない言葉を聞いて、「のれ」なんて言われたけど、通常だと舗装され

ておる部分の横にちょっと30センチか40センチ、未舗装のところがありますね。それが民有地

ということかもしれませんが、実際上はそこも含めて道路として使用されている実態があるの

で、それも片づけていただかないといかんと思うんですが、それはできないということなんで

すか。のれのところに置いてあるものについては。 

○市民生活・保健部長（加藤久夫君） 

 そこの物件につきましては、私の知っている範囲ですと民地の中にあったものをどうもそこ

に出されたというような経緯もございますので、八開地域振興課の方を踏まえまして処分場は

提供しますというお話をさせていただいておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○２１番（永井千年君） 

 それから職員給与の格差の実態について、20年度で一部是正をされましたけれども、まだ格

差が完全に全部是正されたわけではないと思いますけれど、例えば保育士さんなどの例を挙げ

て、具体例、どういう格差の種類が存在しているかということは、整理をされているでしょう

か。ちょっとまとまった説明を聞いたことがないものですから、どういう形で格差というのは

認識されているのか、それをちょっと説明していただきたいと。 

 それから保育士さんの正職員と臨時職員の割合の問題でありますが、現在４園で、正職員が

34名で臨時職員が47名の合計81名。臨時職員が人数だけで言いますと58％に達しておりまして、

特に佐織保育園は正職員５名で臨時職員13名ということで、最も臨時職員が比率的に多いとこ

ろになっておりますが、この現状は、例えば臨時職員の方が休まれたりすると、特に臨時職員

の多いところについては正職員の方に大変な負担になると思いますが、どういうふうに担当部

長として認識されているのか。もう少し正職員をふやしていくという方向で行くのか、現状追

認、別にこれでうまく回っておるからという認識なのか。ちょっと認識を教えていただきたい

と思います。 

 それから学校管理費の中の補助金の基準の見直し後の声についてちょっとお尋ねしますが、

基準が見直されてから、各学校、親からどのような意見が届いているのか。これでうまくいっ

ておるから再見直しは必要ないのか。それらを受けて見直しもかけていくおつもりなのか、考

え方を述べていただきたい。 

 それから、この基準見直し後の親の負担の変化というものはどのようになったのか、ちょっ

と例を挙げて説明していただきたいと思います。以上で、また再質問します。 

○総務部長（水谷洋治君） 
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 まず職員の給料の関係でございますけれど、これにおきましては合併前の旧町村の昇格とか

昇給の違いがございまして、職員間に生じておったということは言うまでもございません。そ

ういうようなことを踏まえまして、20年度と21年度の２ヵ年計画で検討をしてまいったところ

でございます。 

 それで、今回、育児休業等で休んでみえます休職者を除きました主事とか主任級の職員222

名につきまして、現行の採用区分別初任給とか、また職員の在職期間等をもとに基準給料月額

を定め、この基準給料月額に前歴なり、また特別昇給等を勘案して、平成20年、ことしの４月

の昇給時に調整をしたところでございます。 

 それで、この一種の目安でございますけど、主事級の職員につきまして、この主事というの

は保育職も含めておりますけれども、主事職員につきましては１級の53号給以上を受けた後の

最初を昇給月に２級に格付けるということと、主任級の職員におきましては、主任級在職４年

を経過した後の最初の昇給時に３級に格付をするというようなことでございます。 

 それで、今回の調整によりまして222名のうちで昇給した者におきましては83名、それから

抑制された者、これは当然現給保障をいたしておりますけど69名、また差が生じなかった者に

おきましては70名の222名になります。 

 それで額でございますけれど、最高の是正者といたしましては３万6,200円のことがござい

ますし、最低としては1,200円というようなことが大体主な概略でございます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 保育士の人数の関係でございますが、１点、ちょっとお渡しした資料の訂正をお願いしたい

と思いますが、正職員34名ですが、佐織保育園５名のところ６名でございまして35名というこ

とで、よろしくお願いいたします。 

 臨時職員47名ということでございますが、臨時職員の47名につきましては延べ人数でござい

まして、この47人が毎日いるというわけではなくて、パートさん、臨時の職員の方につきまし

ては扶養の関係ですとかいろんな条件、１日とか２日とか、そういった少ない日数しか働けな

いとか、いろんな条件がございまして、実人員でいきますとこれよりうんと少なくなる状況で

ございます。 

 臨時職員の関係につきましては、障害児の加配の関係、それからクラスの補助、それから週

休、産休、育休等の代替え、そういった形で臨時職員に対応していただいておりまして、私ど

もとしましてはクラス担任につきましては常勤職員でいきたいと、基本的にはそういう考えを

持っておりますが、急な退職というようなこともありますので、そういかない場合もあります

が、基本的にはクラス担任は常勤でいきたいと思っております。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 私の方から、補助金の関係についてお答えさせていただきますが、平成19年度より補助金の

基準を児童・生徒割といたしました。例えば児童・生徒芸術鑑賞補助金につきましては、従来

の定額補助から最低額が10万円として、児童１人当たり420円と掛けたものとを比べまして交
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付をいたしておるところでございます。 

 それで事例を挙げてということでございますので、ちょっとピックアップしてわかりやすく

申し上げたいと思いますが……。 

○２１番（永井千年君） 

 事例を挙げてとは言っていません。どういう声が改正後届いているかということを聞いてい

るんです。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 その件につきましては、現段階では声は私どもの方には聞いておらないのが現状でございま

す。 

 児童の１人当たりの負担額はよろしいですか。 

○２１番（永井千年君） 

 親の負担の増減。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 佐屋小学校では、19年度劇団を呼ばれまして、19年度420円の負担となっております。ちな

みに18年度は685円でございました。立田北部につきましては、同じく劇団を呼んでみえます。

19年度は465円でございます。18年度は434円の負担となっております。草平小学校では、和太

鼓の演奏をお願いしまして、19年度は380円、18年度は462円。 

 中学校ですと、永和中学校で鼓弓の演奏をお願いしまして、19年度が240円、18年度が322円

の負担となっております。佐織西中学校では、中国民族芸をお呼びになりまして、児童負担が

19年度は241円、18年度は186円となっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○２１番（永井千年君） 

 職員の格差是正について上がった人、下がった人、変化のない人、今報告されましたけれど

も、職員からの異議申し立ては出ているんでしょうか。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 職員からの異議申し立てということではございませんが、額の大きい方におきましては事前

に私どもの方から職員と面談の上、お話をさせていただいておりまして、きちんと異議申し立

てということは、私どもの方には現在のところ来ていないのが現状でございます。 

○２１番（永井千年君） 

 それから保育士さん、今のようにそれぞれ細かく対応していただいているということですけ

れど、いわゆる穴があいちゃうという実態は最近はないんでしょうか。よそのところだと、臨

時から臨時で、２ヵ月勤めて２週間あけて、２ヵ月勤めると２週間の穴があいちゃって、市が

全然対応してくれないという訴えを聞いたことがあるんですけど、愛西市の場合はそういうこ

とはないんでしょうか。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 ２週間あいちゃったということがどういうことかちょっとわかりませんけど、私どもとして

はそういうふうではなくて、きちっとローテーションを組んで非常勤の方にも勤めていただい
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ております。 

○２１番（永井千年君） 

 だから、そういう穴があくというのか、体制がとれない、人数がその間だけ減っちゃうとい

うような期間が放置されるということはないんですねと言っております。はい、わかりました。 

 それで、この補助金の見直しの問題について、今後についてはこれらの親の負担が上がった

ところ、下がったところ、いろいろあると思いますけれど、今後見直していくという考え方は

ないんでしょうか。そのまま現状でうまくいっているから、このまま続けるということなのか、

それだけ確認してください。終わります。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 これからもいろいろな場面を見ながら検討し、変更をしていくものだと思っております。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第13・認定第２号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第13・認定第２号：平成19年度愛西市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてを議題とし、質疑を行います。 

 質疑のある方はどうぞ。 

〔発言する者なし〕 

 質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 

 ここで皆さん方にお諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合により会議規則第８条

第２項の規定に基づき会議を延長したいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間を延長することに決定いたしました。 

 ここで休憩に入りたいと思います。再開は55分からお願いいたします。 

午後４時43分 休憩 

午後４時55分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして、会議を再開いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第14・認定第３号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第14・認定第３号：平成19年度愛西市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題とし、質疑を行います。 
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 通告に従い、発言を許可いたします。 

 21番・永井千年議員、どうぞ。 

○２１番（永井千年君） 

 19年度末で国保の滞納世帯が1,196世帯、加入世帯の10.1％で、５億3,993万円と。これは滞

納額全体の49％になっていますが、そして短期証も滞納世帯の22.4％、５件に１件は短期証が

出されておって268世帯、こういう状態で、各種の税金・保険料の中でも国保税というのは本

当に大きな数字になっていますが、具体的に滞納を解決する相談の中で、各税目とほかの税目

の関係について、単にこれだけではなくて、例えば所得税の滞納があったり、いろいろすると

思いますが、実際にどういう相談をしてみえるのか、どの税目を優先して納めるようにしてみ

えるのか。平均的に他の税目も同じように支払うような計画になっているのか、ちょっと具体

的な納税相談のあり方について説明をしていただきたいと思うんです。 

 特に先ほども議論になりました生活費に大きな影響が出る滞納者に対して、この国保税につ

いてはどのような対応をしているのか、説明をいただきたいというふうに思います。 

 それで、国保税については、医療費の窓口減免がこの４月１日から制度として20年度からや

られておるわけでありますが、保険料を払うか医療費を払うかと、両方払えないという、実際

に病気になっている人たちというのは非常に大変な状況になると思いますが、具体的にそうい

う形で、すぐに治療を要する滞納者に対してどのような対応をしてみえるのか、説明をいただ

きたいと思います。 

○市民生活・保健部長（加藤久夫君） 

 まず国保税の滞納につきましてお話をさせていただきます。 

 国保税の滞納につきましては窓口でそれぞれ相談をさせていただいておりますが、その相談

内容によりましては分納で納めていただくというようなお話もさせていただいております。 

 ここの相談を受けた中で、19年度分納にさせていただいた方が133名、分納でお願いをさせ

ていただいております。 

 先ほど医療費の一部負担の減免のお話が出ましたけれども、こちらにつきましては今年度か

らということで、この制度につきましては事前に窓口に相談に来ていただきまして、そこで証

明書を出させていただきます。その証明を持って医師にかかっていただくという制度でござい

ますので、今言われましたように生活の困窮者、本当に困ってみえる方についてはなかなか利

用がしていただけないかなとは思っておりますが、そのような制度でございますので、御理解

いただきたいと思います。 

○２１番（永井千年君） 

 実際に滞納しておって病気になっちゃったという人に対して、どういうふうに相談に乗って

みえるのかということを聞いているんです。 

○市民生活・保健部長（加藤久夫君） 

 今現在におきましては、短期証の発行をさせていただいております。資格証については発行

させていただいておりませんので、短期証で医療にはかかっていただけますので、その中で対
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応していただきたいと思っております。 

○２１番（永井千年君） 

 入院の場合はどういうふうにしてみえるんですか。 

○保険年金課長（水谷辰也君） 

 入院の場合はどうかというお尋ねでございます。基本的には、入院も入院外も対応としては

同じでございます。また、入院の場合ですと自己負担額がちょうど限度額いっぱいでとまると

いう制度もございますので、そういった制度も活用していただいておる現状でございます。 

○２１番（永井千年君） 

 限度額の証明書の発行については、現在滞納であるかどうかというようなことを問題にする

ということはしないですね。滞納がどれだけあったとしても、限度額の証明書はちゃんと発行

するということで間違いありませんね。 

○保険年金課長（水谷辰也君） 

 限度額の証明書の発行の要件の中に、滞納がある場合はこれを発行しないという要件がござ

います。 

○２１番（永井千年君） 

 だから、先ほど滞納がある方が入院する場合はどうするんですかという話をしているんです

よ。手術をしたら80万とか100万かかるわけでしょう。 

○保険年金課長（水谷辰也君） 

 そういった場合、当然自己負担が高額になるということでございますので、国民健康保険の

連合会の方で貸し付けの制度がございます。自己負担に相当する部分の約９割の貸し付けを受

けることができますので、そちらの方を御活用いただくようにお願いをしております。 

○２１番（永井千年君） 

 そうしますと、今の話だと滞納があれば限度額の発行はしないということになりますと、実

際に私も去年手術したんですけれども、90万近いお金がかかったんですが、事前に限度額の発

行の証明書をもらって入りましたから９万円そこそこで済んだわけですけれども、そういう方

は払えないですよね。だから、病院に結局滞納となるという、お願いするという形になるんで

すか、今の話で。 

○保険年金課長（水谷辰也君） 

 自己負担の限度額証を事前に発行したとしても、あるいは発行せずに、私が今申し上げた貸

し付けの制度を御利用いただくにしても、自己負担相当で払っていただく額は変わりはないと

考えております。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

 質疑もないようでございますので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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◎日程第15・認定第４号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第15・認定第４号：平成19年度愛西市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてを議題とし、質疑を行います。 

 質疑のある方はどうぞ。 

〔発言する者なし〕 

 質疑もございませんので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第16・認定第５号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第16・認定第５号：平成19年度愛西市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてを議題とし、質疑を行います。 

 質疑のある方はどうぞ。 

〔発言する者なし〕 

 質疑もございませんので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第17・認定第６号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第17・認定第６号：平成19年度愛西市農業集落排水事業等特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題とし、質疑を行います。 

 通告に従い、発言を許可いたします。 

 21番・永井千年議員、どうぞ。 

○２１番（永井千年君） 

 今、それぞれの地区、立田地区が来年３月で最後の工区が完成をして供用開始になりますと、

立田と八開の両地区については全地区完成ということになりますけれど、現状で立田の管理組

合が担っている業務、それから八開の管理組合が担っている業務、佐屋の管理組合のやり方、

それぞれ違うと思いますが、逆に職員が担っている業務ですね。それぞれ八開地区において担

っている業務、立田地区において担っている業務、今現状はどのような違いがあるのか。 

 そして、これで立田、八開両地区完成後については、管理方式も含めて検討の余地があると

いうことは以前にも説明があったと思いますが、これらの違いを一本化の方向で改善をしてい

くという検討をされるということだろうと思いますが、現在のところ、どういう案を持ってい

るのか。複数の案を持っているなら、この複数の案を説明していただきたいというふうに思い

ますが、これも十分時間をかけて議論をしなくちゃいけないと思いますが、いきなり各地区の

推進協議会に提案をして、ちょこちょこと１時間ぐらい、二、三質疑応答をして決めてしまう

というやり方だけはやっぱり避けた方がいいと思うんですよね。やっぱり十分時間をかけて議

論をしていく必要があると思いますが、そのためには早目にそれらの改善方法についても、来
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年の４月から行うやり方を秋の11月や12月に提案するということでは、余りにも直近になって

しまいますので、そういうふうじゃなくて提案をしていただきたいと思いますが、現在のとこ

ろ、どのような考え方をお持ちでしょうか。19年度の決算を踏まえて説明していただきたいと

思います。 

○上下水道部長（飯田十志博君） 

 今後の管理の運営について、現在、佐屋、立田、佐織、そして八開とそれぞれコミプラを含

めまして各処理施設ございまして、その中で佐屋、立田につきましては各管理組合で管理をし

ていただいております。八開については、市の方で管理をさせていただいております。 

 それで、市の職員がどういうことをやっているかということでございますが、市としまして

は、佐屋、立田の指定管理者の円滑な運営指導、それから納付書の発行、それから処理施設の

保守点検、水質検査、それから処理場管路施設の異常、故障等の緊急時の対応、そして宅内排

水施設工事の承認と検査、あと中途加入工事の検査、それから接続向上普及啓発等、それぞれ

各管理組合とタイアップして、本来の事業目的であります地域の環境整備を図っているという

のが現状でございます。 

 今後の管理方式につきましては、以前からも御質問等ございまして、現在のところ、指定管

理者方式であります各管理組合でお願いしているのと、八開で行っております市の管理方式、

それぞれ異なった方式でございますが、いずれかはどちらかに統一をしていかなければならな

いとは考えておりますし、議員の方もそう思われると思っております。このことにつきまして

は、八開の方での推進協議会等でもお話をしてございますが、各管理組合での管理ということ

で現在進めているところでございます。よろしくお願いします。 

○２１番（永井千年君） 

 ちょっと公式的な説明だったと思いますけれど、いわゆる違いね。八開を担当している職員

の皆さんがやられていることと、立田や佐屋を担当してみえる方のやられている業務、どこが

違うんだということをわかりやすく説明していただけないでしょうか、もう一度。 

○農業集落排水担当課長（鈴木幸雄君） 

 立田と八開の違いでございますが、簡単に言いますと収納の関係のみでございます。納付書

の発行等につきましては各地区の管理組合、八開におきましても各組合の方に発送してござい

ますので、収納の関係のみだと私は理解しております。あと若干あれば、地区の関係の除草を

やってみえる地区もございますけど、草取り等のみだと思いますけど。 

○２１番（永井千年君） 

 収納の関係のみ、例えば通帳を管理組合が管理して、直接管理はしてないですけれど、八開

の場合は直接入るということですよね。管理組合が通帳を持ったりはしてないわけだから、絶

えず収納状況というのは正確につかんでいると。だけど、管理組合が収納業務をやっている場

合は、市の方は実際今収納状況がどうだということを、最も新しい状況からちょっとおくれる

という、会計さんといろいろ連絡したりとか、通帳を見たりして、あるいは農協からの通知、

落ちたか落ちないかというのもちょっとおくれるわけですから、そこにタイムラグがあるとい
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うのか、そこが八開とは違うところだろうと思うんですけれど、その辺は実際の業務をやって

いく上でどういうふうに思ってみえるんでしょうか、今の状況については。 

○農業集落排水担当課長（鈴木幸雄君） 

 今御質問がありました収納状況でございますが、この20年度、立田地区におきましてはシス

テムの変更をしてございます。これは佐屋地区と同様に、簡単に言えば消し込みといったらお

かしいですけど、コンピューターによる消し込みでございます。それに伴いまして、平成20年

度におきましてはどの方が入っていないか、名前をお尋ねがあれば答えられるような状況にな

っております。また、八開の方につきましては、当然市で管理でございますので、市の会計室

でございますが、そちらの方からこちらへ伝票が回ってくるのには１週間ほどかかりますので、

そこで若干タイムラグがございますが、未収の関係につきましてはこちらの方で当然集中して

落ちた落ちないの確認ができてございます。また、消し込み方式をとっておりますので、収納

簿による消し込みでございますので、そちらの方に領収印を押して把握してございますので、

平成20年度からにおきましては佐屋、立田、八開、そう格差はないと思います。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第18・認定第７号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第18・認定第７号：平成19年度愛西市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてを議題とし、質疑を行います。 

 質疑のある方はどうぞ。 

〔発言する者なし〕 

 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第19・認定第８号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第19・認定第８号：平成19年度愛西市水道事業決算認定についてを議題とし、質

疑を行います。 

 質疑のある方はどうぞ。 

〔発言する者なし〕 

 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第20・報告第１号（質疑） 

○議長（加賀 博君） 
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 次に、日程第20・報告第１号：平成19年度健全化判断比率及び資金不足比率についてを議題

とし、質疑を行います。 

 通告に従い、発言を許可いたします。 

 最初に、５番・吉川三津子議員、どうぞ。 

○５番（吉川三津子君） 

 報告第１号につきまして質問させていただきます。 

 健全化法ができて、初めてこの数値の発表を市民の方にもされるということになると思いま

すけれども、マスコミ報道によれば、横浜市の市長からの強い要望で、発表寸前に指数の計算

式に都市計画税を含めるなど大都市に有利な計算式となって、実質公債費比率が10ポイント以

上も下がった自治体もあると聞いております。愛西市のこうした順位も、８月の広報では今い

い数字だということで順位も書かれていたんですけれども、大きく後退したのではないかとい

うふうに思っております。 

 この指数の持つ意味は一体何だろうということを最近思っておるんですけれども、連結実質

赤字比率の基準においては、実質赤字比率に５％を足しただけとか、そういったことで、一体

この指数の意味は、私にとっては大変疑問です。 

 裏を返せば、都市計画税を導入すれば簡単にこの指数が変わってしまうということで、愛西

市としてこの数値をどのように市民に知らせていくのか。単にこの指数を市民に示しただけで、

健全かどうかという判断はできないんじゃないかというふうに思っているんですけれども、ど

のように市民にこの数値を知らせていくのか、１点お聞かせいただきたいと思います。 

 また、この数値を市当局として財政運営の中でどのように活用されていくのか、２点お伺い

したいと思います。 

○企画部長（石原 光君） 

 それでは、２点について順次お答えをさせていただきます。 

 まず市民の皆さん方への周知の方法でございますけれども、市民の皆さん方への公表につき

ましては、この本９月議会が終わった時点で、一応ホームページにアップする予定でおります

し、広報の関係につきましては、11月号に、今回御審議いただいております決算状況とあわせ

て広報に掲載し、公表させていただくという予定で進めていく考えでおります。 

 次に、この数値は財政運営にどのように使っていくかという御質問でございますけれども、

今回の制度改正は、ちょっと内容に触れて申し上げますと、一般会計だけではありません。す

べての会計、それから一部事務組合、公社等の団体も対象範囲とされております。それから単

年度のみの財政指標だけではありません。いわゆる将来負担の大きさをはかるストック指標が

取り入れられたこと。これは、私個人ですけれども、これが一番大きな目玉といいますか、将

来負担の比率の上では大切な指標ではなかろうかというふうに思っております。それから早期

健全化基準による財政の早期是正機能を持ったこと。特徴としては、こういったものが上げら

れるというふうに理解しております。 

 そして、今後一斉にそれぞれの各市町村、各自治体も数値が公表されてくると思いますが、
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単に他の自治体との比較という部分だけではなくて、愛西市の財政状況、いわゆる持続可能な

財政運営をしていくための当然これは判断材料の一つとして活用していくものというふうに考

えておりますし、これは毎年毎年こういった数値が決算の状況を踏まえた中で示されていくこ

とになりますけれども、毎年毎年一つ一つ検証していくことが大切ではなかろうかというよう

な認識でおります。以上です。 

○５番（吉川三津子君） 

 指標を活用していくという部分で、その数値をどういうふうに見きわめていくのかというこ

とが大変私としては重要ではないかというふうに考えております。先ほど言われたように、他

の自治体と比較してと言われても、各市町村、人口の推移、それから高齢化率、産業等によっ

て大変状況が違っておりますので、他の自治体との比較ということでは、私はうのみにしては

いけないだろうなというふうに思っております。 

 この間、先ほども申し上げましたように、市当局が今健全だとおっしゃっています。私も数

値に関しては健全だというふうに思っておりますが、これが将来にわたって健全かと。３年先、

５年先、10年先、やはりそこを見越して健全な数値なのかといった場合、私は楽観視はしてお

りません。市の財政の主要部分というのは、税収と地方交付税が補い合って構成されているわ

けですけれども、今、国の制度というのが交付税額が減少、そして地方財政対策の削減という

ことで向かっております。税収がふえないまま、標準財政規模の縮小となっていくというふう

に私は思っております。 

 こうしたことは、不交付団体では起きなくて、交付税に頼っている、依存度の割合が高い自

治体ほど大きな影響を受けることは予測ができることだと思っております。この４指標は、歳

出削減努力とは関係なく、国のいろんな手当てで変動してもらう、努力とは関係なくて、自動

的に悪化していく指標であるというふうに私は考えております。簡単に言えば、国のさじかげ

んでよくも悪くもなる指標だろうというふうに考えております。 

 愛西市の人口は、平成13年に、合併前の合計ですけれども６万6,803人だったのが、平成19

年では６万6,287名と、６年で500名の減少となっています。それ以上に多分納税者の人口とい

うのは減少が進んでいるんではないかと思っているんですけれども、１人当たりの投資的経費

についても７万6,000円から４万3,000円に減っております。１人当たりの標準財政規模という

のも20万7,000円から19万3,000円に減っております。一般会計の地方債残高については、１人

当たり13万6,000円から26万円と、約倍にふえているということで、どんどん１人当たりの使

える税金の金額が減って、借金がどんどんふえているということで、１人当たりに換算すると

いい状況には進んでいないというふうに判断しております。 

 ですから、この数値を単に発表するのではなくて、今までの愛西市の財政の状況の発表も、

総額というふうで発表がされてきました。人口が右肩上がりでふえていっているときは、それ

でいいと思います。でも、今人口が減少してきた段階におきましては、やはり１人当たりどう

なのかというのが大きな、今財政がどうなっているかというところの目安になっていくんじゃ

ないかと思っておりますので、財政状況とか、社会的背景に合った市民への説明を求めていき
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たいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○財政課長（大鹿剛史君） 

 今回の健全化判断比率の性格について、議員御指摘のとおりで、これ四つの指標すべて標準

財政規模というのが分母に入ってきます。これが議員御指摘されたように、国のさじかげんと

いう部分ではおっしゃるとおりでございます。当然交付税しかり、先ほど答弁もいたしました

が、いわゆる私どもの一般財源として入る国からのもの、この部分が分母にあることがまず一

つ大きな要因です。 

 ただし、私どもとしては、今交付税を受けておる団体、いわゆる交付団体として財政運営を

やっていく。その中において、持続な財政運営という一つの目標を持っております。その時点

で目安にするのが財政指標で、集中改革プランにおいては経常収支比率、それから実質公債費

比率、それと基金残高、その三つをまず上げております。今回、こういった健全化判断比率と

いうものが出てきた。これ、それぞれ国のさじかげんとはいっても、現実にそれが行われてお

る行政の財政の実態でございます。それに対して柔軟に対応していくというのが、今私どもに

求められておることだと思っております。 

 議員御指摘されましたように、１人当たりの数字というものも一つの考え方だと思っており

ます。ただし、それだけで果たしていいものかと。１人当たりだけで考えていったときに、借

金が幾らで貯金が幾ら、その差がどうだというのがわかりやすいものなのか、この辺は私ども

検討はしていきたいと。なおかつ、今財政に関して言えば、長所として、今の時点で借金が少

ない、そういった点で非常に愛西市としてはいい意味があると。交付団体であるということは

自前でやっていく財政力については若干乏しいと。この２点というのは、当然長所と短所であ

って、その部分をどういうふうに今後財政運営の中で考えていくかがポイントだというふうに

思っております。 

 ですから、そういった点を市民の皆さんにどのようにわかりやすく公表していくか、これは

今後検討させていただきたいと思っております。以上です。 

○５番（吉川三津子君） 

 ありがとうございます。 

 私も、１人当たりのというだけじゃなくて、さらに難しい行政用語だと、なかなか市民の方

には状況がわかりにくいと思います。ですから、今のに加えてもう少し、うちの家計ならばど

うなのかとか、そんな形でわかりやすく、また１人当たりどうなのかとか、そういうのも多分

市民の方にはとても身近になる数値だと思いますので、御検討いただきたいと思います。 

 先ほどから私は楽観視していないことを何度も申し上げました。それは交付団体であり、国

のさじかげん一つでよくも悪くもなる。政治の成り行きによって愛西市はどうなっていくかわ

からないというところに乗っているという部分で、ぜひ慎重に行財政のチェック、運営をして

いただきたいということを願っております。終わります。 

○議長（加賀 博君） 

 次に、14番・小沢照子議員、どうぞ。 
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○１４番（小沢照子君） 

 報告第１号につきまして、ただいまの質疑と重複する内容があるかと存じますが、通告に従

いまして質問をさせていただきます。 

 健全化判断比率及び資金不足比率につきまして、法律ができて初めて平成19年度決算から議

会に報告されましたが、ただいまも出ておりましたが、これを市民の皆さんにどのような形、

手段、時期、内容等でございますが、どのように公表されるのかが１点と、これは全国の比率

の公表もされるのかをお伺いいたします。 

○企画部長（石原 光君） 

 それでは、小沢議員さんの方から２点について御質問をいただきましたので、順次お答えを

させていただきます。 

 まず１点の市民の皆さんへの公表の関係でございますが、先ほど吉川議員さんの方へもお答

えをしておりますように、この議会が終わりましたら即時ホームページの方にアップをしてい

きたいと。それと、11月広報には決算の状況とあわせた中でこの判断比率も公表していく予定

で今後進めていきたいと考えております。 

 それから全国比率の公表の関係でございますけれども、国の公表スケジュールについて若干

触れさせていただきたいと思います。 

 総務省の予定では、現在、各自治体が報告しております数値を９月末に暫定値として公表す

るということを聞いております。そして、今回初めての制度の導入ということで、新たな指標

でございますので、その算定に当たって用いる係数の解釈と、あるいは内容確認の後の、これ

は10月末までに修正があれば、各自治体は県を通じて総務大臣に報告しなさいと、こんなよう

なスケジュールが立てられております。そして、11月末ごろに総務省が確定値として全国の自

治体の判断比率というものを一斉に公表する予定になっておると、こういったようなことを現

時点では聞き及んでおりますので、それをもって答弁とかえさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

○１４番（小沢照子君） 

 ただいまの公表の件でございます。もう一度お願いをしておきたいと思いますが、これは市

のホームページや広報等という御答弁でございましたが、公表する側と受ける側にはそれぞれ

温度差があるわけでございます。受ける側にもそれぞれの温度差がございます。これは、住民

の皆様のお話を伺っておると、常に感じることでございますので、今回の公表につきまして、

項目や数字をぽんと掲載するようなやり方ではなく、手数がかかりますが、市民の皆様にわか

りやすい言葉で一つ一つ説明を加えたもので公表をしていただきたいと思いますが、その点い

かがでしょうか。 

○企画部長（石原 光君） 

 先ほど財政課長も申し上げておりますように、今小沢議員さんおっしゃるように、ややもす

ると行政用語といいますか、専門用語を使う形になっちゃいますので、できる限り御指摘をい

ただきました分について、内部的によく検討した上で、わかりやすい表示の仕方といいますか、
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説明の仕方というものを、財政課内部でよく検討した上で進めてまいりたいというふうに考え

ております。 

○１４番（小沢照子君） 

 よろしくお願いいたします。 

 ただいまの御答弁の中で、係数の解釈、それから内容確認という御答弁がございましたが、

これはどこでやるのでしょうか。 

○財政課長（大鹿剛史君） 

 今回の指標の基本的な数値は、決算統計に基づいて各自治体が算出をしております。６月の

時点で決算統計の方、県を通しまして今ヒアリングが終わって、一応固まって、今回決算の形

をとっております。決算統計自体に関しては、今度県の方から国の方に上がってまいります。

その際に、国の方が決算統計の数値の確認とあわせまして、今回の健全化判断比率の係数に使

ったものが適当であるかどうか、その辺の解釈というものを県と国とでヒアリングを行ってい

く。その際に出てきた、全国各地でいろいろ取り扱いがどうもばらつきが解釈によってあるよ

うでございます。それによって国の方が統一した指示が出れば、それぞれの自治体は修正をし

ていくと、そんなようなふうに聞いております。以上でございます。 

○１４番（小沢照子君） 

 そういたしますと、この２段構えの公表ということを感じるわけでございますが、１回目、

９月末、これは確定ではなく暫定値ということになりますか。 

○財政課長（大鹿剛史君） 

 国からいただいておりますスケジュール表によりますと、総務省では９月末の指標はあくま

で暫定値の公表というふうに記載がされております。 

○１４番（小沢照子君） 

 そういたしましたら、議会に報告をいただきました数値は確定ではない可能性がございます

ね。 

○財政課長（大鹿剛史君） 

 私どもの方といたしましては、当然その計数の中身については監査委員さんの方にも審査を

受けております。その数値については、間違いはないと思っておりますが、先ほど申し上げま

したとおり、今回の判断比率の用いる係数の適否、そういった部分、記載要領で非常に解釈に、

細かい解釈のところでいろいろ問題点も出ておるかに聞いております。そういった点で、９月

末の段階では、あくまで県の取りまとめ段階であって、国の方は暫定値であると。その後、国

の方の中身の最終確認が終わって、決算統計の数値も固まった段階で初めて確定値という表現

を総務省はとっておるものと解釈をしております。以上です。 

○１４番（小沢照子君） 

 そういたしますと、この報告第１号の存在はどうなりますか。 

○財政課長（大鹿剛史君） 

 この報告に関しましては、同じく健全化法の方で、この時点で議会の方に報告をしなさいと
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いうふうに出ております。ですから、それに基づいて報告をいたします。当然、この先修正等

があれば、議会の方には何らかの形で修正の内容の御報告をさせていただくということになる

と思っております。 

○１４番（小沢照子君） 

 そういたしますと、市のホームページは９月にアップされるということでございますが、暫

定値でございますね、そういたしますと。それでは、わかりやすい言葉で言いますと、この報

告第１号は差しかえの可能性があるということでございますか。 

○企画部長（石原 光君） 

 差しかえという、今後一応県の方の、先ほど財政課長が申し上げたとらえ方ですね。そうい

ったものが実際、愛西市に対してこういったその一つの計数が報告されたんだけれども、こう

いった解釈によってこの部分について修正をかけなさいというような指摘があるのかどうかに

ついてちょっとわかりませんけれども、先ほど課長が申し上げましたように、これは健全化法

に基づいて議会へ報告・公表という形の中で進めさせていただいております。もしそういうよ

うな形があれば、当然議会の方へ報告したという経緯の中で、再度皆さん方にきちっとしたも

のを報告させていただくということになるのではなかろうかというふうに、現時点としては考

えております。 

○１４番（小沢照子君） 

 あくまでもこの９月議会でお示しになった指標は暫定値であるわけですね。確定値ではない

ということですね。 

○企画部長（石原 光君） 

 今課長の方から再三スケジュールのことも含めて、あくまでも総務省の見解というのは、こ

の９月に報告したのは暫定値というようなとらえ方をしておるのは事実でございます。ただ、

私の方としては、今課長が申し上げましたように、決算統計数字というものをきちっと分析し

た中で、監査委員さんの方にもきちっと御説明申し上げて、現時点で分析した結果を判断比率

という形で御報告申し上げておりますので、今小沢議員さんおっしゃるように、暫定値である

かというふうに区分けをするということになると、総務省の見解で申せば暫定値というような

とらえ方もできると思います。 

○１４番（小沢照子君） 

 わかりました。 

 話題を変えますが、先般、総合斎苑建設に絡んでビラ、チラシがまかれました。そのビラの

内容の、例えば愛西市が第二の夕張云々等の記載を見られて、市民の皆さんが大変心配をして

おられます。安心・安全を目指すまちづくりが逆に住民の皆さんに御心配をおかけしているわ

けでございます。 

 今般、監査委員さんから市の財政が健全な状況にあると認められた旨の審査意見書が示され

ましたので、ビラやチラシとまでは申しませんが、インパクトのある公表の仕方と、そして行

政側、特に市長、財政の健全化は住民の皆さんの望むところでございますので、どうか胸を張
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って、自信を持って行財政を進めていただきたいと思いますが、市長のお考えをお聞きして質

問を終わりたいと思います。 

○市長（八木忠男君） 

 お答えをさせていただきます。 

 まさに財政の面はいろんな御意見、お立場でお一人お一人、それぞれの御意見を承っている

わけでありますけれども、すべての皆さんの御意見どおりにいくべきことでもありません。こ

れはほかの施策でもそうであります。私ども御提案申し上げ、きちっとした考え方の中で進め

てまいりたいと思っております。 

○議長（加賀 博君） 

 次に、21番・永井千年議員、どうぞ。 

○２１番（永井千年君） 

 私は、監査委員さんの審査意見書についてちょっとお尋ねをしますけれど、この審査意見書

を読みますと、赤字は発生していないので健全、下回っており健全、基準に触れることなく健

全な状態、資金不足は発生していないので健全と、簡潔な表現で審査意見書がついております

けれど、いわゆる下回っているかどうかとか、不足しているかどうかというだけではなくて、

その中途の数字ですね。基準値からどの程度離れておるのか、近いのかというようなことも含

めて、監査委員さんは当然初めてのことですので、勉強会などもしてみえるだろうと思います

けれど、これは監査委員に聞けばいいんですかね、だれに聞けばいいんですかね。その評価の

仕方の問題について何か、そうした文章や学習の機会に示されたような資料というのはあるか

どうか、ちょっと説明をしていただきたいと思うんですが。 

○監査委員事務局長（山田重夫君） 

 今般、19年度決算から御承知のように出されました。私ども、この監査委員さんと詰める中

での意見を非常に四苦八苦いたしました。御質問のように、どんな内容で表現するのがいいか

ということを、尾張地区の担当局長レベルでまず話し合いもしました。それぞれスタンスがあ

るだろうということと、健全化の法律に関するそれぞれ第３章の第22条の第１項にありますが、

付された数値に対しての意見を出す。御質問のあった途中経過ということでしょうけど、やは

りことしはまず、私ども腑に落ちないところも監査委員さんと同調していますが、出された数

値に対しての意見をまず出そうということで、やはり中身分析云々は特に公債費比率と将来負

担比率、このところは本当に専門分野になりますが、ここが夕張市みたいな事例がないような

比率でありますので、そういったところも重点的に審査を加えなきゃいかんという意識は持ち

ました。 

 結果として、赤字と連結の二つに関しては、結果でまず意見を出そうと。３番目の公債費比

率と将来負担に関しては数値が出ているんで、この基準以下のどのあたりに位置があるか。そ

こで５分の１ぐらいの数値と１割ぐらい、その割合が正しいかどうか、健全かどうかという比

率の基準はまたことしはないんですね。で、５分の１、あるいは10分の１というレベルを健全

であるというふうにことしはまず推しはかろうという意見でまとまった次第であります。以上
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です。 

○２１番（永井千年君） 

 国の考え方として、今の話で５分の１は健全、２分の１はどうだとか、超健全だとか、並み

の健全だとか、そういうことが示されてくるんですか。ちょっと今の意味があまりよくわから

なかったんですが。 

○監査委員事務局長（山田重夫君） 

 私は超と申し上げずに、そういう聞き取れたなら、超という表現はしませんでした。目安と

して、５分の１、10分の１云々は、まず基準としてとる必要があるかなという考え方を持って

いるだけで、途中経過云々という分析では、私ども意見はまとめておりません。以上です。 

○２１番（永井千年君） 

 それで、財政の問題というのは単年度ではなくて、どのように経過をしてきているのかと。

愛西市でいえば17年、18年、19年、20年というふうに、どういうふうに変化してきているかと

いう変化を見るというのが非常に大きいと思うんですよね。その点は、この問題についてはど

のような考え方で今後されるんでしょうか。 

○財政課長（大鹿剛史君） 

 議員御指摘のとおりでございます。財政指標というのは単年だけで見るものではございませ

ん。今回の健全化判断比率についても、正直、財政当局の方、今回出た数値がいいのか悪いの

か、今聞かれても、私のお答えのしようがございません。ただ、財政再生基準にはまだほど遠

い数字であるという、その部分だけでございます。 

 一番問題になるのは、19年の決算に関してこういう数値が出た。今後、20年、21年、ずうっ

とこの方式で数字をやっていったときに、どういうふうに推移していくか、その部分が一番の

ポイントだと思っております。以上です。 

○２１番（永井千年君） 

 これは、将来という話がありましたけれども、17年以来、過去からさかのぼって経緯を見る

ということはされないんですか。例えば17年からとか。さかのぼった場合、17年はどうだった

かとかね。 

○財政課長（大鹿剛史君） 

 これ新しい指標でして、特に将来負担比率についてすべてのそういったデータというのが非

常に集めにくいんです。前に何度も議会の方で、17年の数字で置き直してどうだというような

御指摘もいただきました。あの当時、この記載要領も固まっていなかった。それプラス、外の

数字の情報というのがこちらも拾いようがなかった、そういった点がございます。ですから、

今の時点で過去にさかのぼってその数値を算出する考えはございません。当然、過去にさかの

ぼっても意味がございませんので、私どもとしては今始まったこの19年の数字から、今後の先

の考えの方を重視していくべきだというふうに考えております。以上です。 

○議長（加賀 博君） 

 他に質疑ございませんか。 
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〔発言する者なし〕 

 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第21・委員会付託について 

○議長（加賀 博君） 

 次に、日程第21・委員会付託についてを議題といたします。 

 本定例会に議題となっております議案第35号から議案第44号、認定第１号から認定第８号、

陳情第11号から陳情第17号につきましては、会議規則第36条第１項の規定により、それぞれの

所管の常任委員会並びに特別委員会へ付託をいたします。 

 各常任委員会等に付託の議案等は、本日配付いたしました委員会付託議案一覧表のとおりで

ございます。 

 また、各常任委員会等の開催日程は、先般配付いたしました会期予定表のとおり行いたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（加賀 博君） 

 以上をもちまして本日の全日程を終了いたしました。 

 次の継続会は９月11日午前10時より再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、これにて散会といたします。御苦労さまでした。 

午後５時46分 散会 
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